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１－１.政策シートの見方①

視点 01 暮らし 政策
　

01 住む 施策 20 地域福祉活動の支援と促進を図ります　

【事業一覧】
事業名
担当課 事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

民生児童委員活動事業 地域の福祉力の向上に向
けて、民生委員・児童委
員等の資質向上や活動を
支援する

地域における福祉課題が
多様化・複雑化が進む中
で、民生委員・児童委員
の資質向上は重要であり、
その支援を行っている。
また自治会・コミュニ
ティなどとともに、民生
委員・児童委員の候補者
選出に向けた取り組みを
継続するとともに、その
活動を支援していく。

民生委員・児童委員等の業務が
複雑化・多様化する中で、定年
延長や女性の社会進出により民
生委員・児童委員の担い手が不
足している。

　地域のつながりが希薄化し民生委
員・児童委員の役割は一層重要なも
のとなっている。新型コロナウイル
ス感染症の影響により活動が制限さ
れたが、電話相談の実施やオンライ
ンの活用など、新たな取り組みを進
めることができた。民生委員・児童委員の役割を再

確認するとともに、負担軽減策
の検討や人材確保にかかる効果
的な周知・啓発を行う必要があ
る。

　令和4年度一斉改選に際し、候補
者向けパンフレットの作成や福祉制
度に関する研修会の強化など、民生
委員・児童委員の負担軽減を図り、
欠員地区の解消をめざす。自治会・
コミュニティや福祉委員会などと候
補者選出に向けた取り組みを継続す
る。

福祉部　地域福祉課 　

地域福祉計画推進事業
川西市地域福祉計画を推
進する

・第5期地域福祉計画に
基づき、進捗管理を行い
ながら事業を進めること
ができた。
・地域の関係者へ避難行
動要支援者名簿を毎年配
付し、また地域と福祉専
門職が連携し個別避難計
画を策定するなど、避難
行動要支援者を支援する
取り組みができた。

個別避難計画については、作成
地域が一部にとどまっているた
め、地域、福祉専門職、福祉・
防災部局が連携して実効性のあ
る個別避難計画を全地域に広め
ていくことが必要である。 　

　第5期地域福祉計画での成果や課
題を踏まえ、第6期地域福祉計画の
策定に取り組む。避難行動要支援者
支援対策については、個別避難計画
の作成地域を広げ、地域、福祉専門
職、福祉・防災部局が連携して進め
ていく。

福祉部　地域福祉課

施策シートは、「施
策」ごとにまとめられて
います。ここでは施策
の名称と、当該施策
が「市民生活の視
点」・「政策」のどのカ
テゴリーに含まれるか
を記載しています。 各施策を構成している

事業の詳細について記
載しています。
現状を踏まえた時期第6
次総合計画の参考資
料とするため、
「事業の目的」
「事業の評価」
「今後の課題」
「今後の方向性」
に分けて記載しています。

※事業評価は後期総
合計画期間の評価です



１－２.政策シートの見方②

施策評価指標の数値を
参考として、「後期基本
計画期間の取組みをふま
えた実績値の分析」「目
標達成
に向けた今後の課題」を
記載しています。

評価指標の定義(どのデータを参
考としているか)、方向性を記載
しています。
【方向性について】
・↗は数値の上昇をめざす指標
・↘は数値の下降をめざす指標
・→は数値の維持をめざす指標

施策評価指標の数値の傾向
(近年の推移)をグラフで記載し
ています。
※「基準値」とは、目標値を設
定する際に根拠とした実績値の
ことで、原則H29年度の実績値
を入力しています。

※　　　　　は目標値を示します

●施策評価指標は各施策につき、複数の指標を設定しています。

【施策評価指標】 　
評価指標 傾向

1

「地域で高
齢者や障が
い者・児童
などを見守
り、支援す
る仕組みが
できてい
る」と思う
市民の割合

定義 方向性 市民実感調査より 

　

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・民生委員・児童委員による継続した見
守り活動や、「川西市見守り協力事業者
ネットワーク事業」の実施により、見守
り体制の充実を図っているが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、民生
委員・児童委員の高齢者宅訪問の自粛等
の影響により、目標は達成できていない。

目標達成
に向けた
今後の課
題

・民生委員・児童委員による継続した見
守り活動、「川西市見守り協力事業者
ネットワーク事業」の周知や協定先事業
者数の拡充等を通して、情報を共有し、
自主的な地域福祉活動や見守り体制の充
実を図る。

担当
課
福祉部
地域福
祉課
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を見守り、支援する仕組みができてい

る」と思う市民の割合



２－１.　第5次川西市総合計画後期基本計画　施策体系の確認

1

暮
ら
し

第5次川西市総合計画前期基本計画は、施策体系として、「市民生活の視点(5項目)」、「政策(10項目)」、「施策(49項
目)」に分けられています。各施策の詳細な内容は施策シートによってとりまとめています。

市民の
視点

1　住む

政　　策 施　　策

2　にぎわう

2

安
全
安
心

3　安らぐ

施策シート
ページ番号

1 良好な都市環境を整備します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
2 道路や橋りょうの安全性・機能性を高めます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
3 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
4 公園を利用しやすくします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
5 安全で安定した上下水道の環境整備を推進し、健全な事業経営に努めます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
6 市街地の整備を進めます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
7 キセラ川西のまちづくりを進めます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
8 総合的な交通環境の向上を図ります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
9 公営住宅を適正・効率的に管理します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
10 ふるさと団地の再生を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

11 商工業を振興します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
12 中心市街地の活性化を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
13 農業を振興します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
14 就労支援の充実と勤労者福祉の向上を図ります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
15 観光資源を発掘・開発・ＰＲし、知名度を高めます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
16 文化・スポーツを通して、市民が輝く環境づくりを進めます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

17 生活習慣病の予防をはじめ、市民の健康づくりを推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
18 安心して医療が受けられる環境の整備に努めます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
19 市立川西病院において良質な医療を提供するとともに、あり方を検討します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
20 地域福祉活動の支援と促進を図ります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
21 高齢者に必要なサービスを提供するとともに、要介護状態を予防・改善します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６
22 高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
23 障がい者の自立した生活と社会参加を促進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
24 生活保護受給者と生活困窮者の経済的自立をはじめ、社会的自立・日常生活自立を支援します・・・３０



２－２.　第5次川西市総合計画後期基本計画　施策体系の確認

第5次川西市総合計画前期基本計画は、施策体系として、「市民生活の視点(5項目)」、「政策(10項目)」、「施策(49項
目)」に分けられています。各施策の詳細な内容は施策シートによってとりまとめています。

市民の
視点 政　　策 施　　策 施策シート

ページ番号

3

生
き
が
い

6　育つ

25 地域の防災力を高め、災害時に迅速に対応します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
26 行政の防災力を高め、災害時に迅速に対応します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
27 生活安全の向上を図ります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４

28 豊かな自然環境を次世代へ継承します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５
29 快適な生活環境を守ります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６
30 循環型社会の形成を促進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８

31 子どもの健やかな育ちを実現します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
32 明るく楽しい子育てを支援します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３
33 すべての子ども・若者の逞（たくま）しい成長を社会全体で支援します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５

34 児童・生徒の学力を向上させます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６
35 こころ豊かな児童・生徒を育みます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８
36 誰もが等しく学べるよう支援します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０
37 児童・生徒の健康を守ります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１
38 計画的・効果的に教育環境を整備します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３
39 市民の学びを通して地域社会を支えます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５
40 ふるさと川西の文化遺産を保存・継承・活用します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７

41 お互いを尊重し、豊かな人権文化を築きます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８
42 性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮できるようにします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０

43 市民の声を聴き、情報の共有化に努めます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１
44 市民公益活動の発展に向けた取り組みを支援します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２

45 参画と協働のまちづくりを推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３
46 革新し続ける行政経営をめざします・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４
47 持続可能な財政基盤を確立します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６
48 職員の意欲と能力を高めます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８
49 長期的展望に立ち、公共施設を整備・保全します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９

7　学ぶ

4
つ
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が
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8　尊ぶ

10　挑む

9　関わる

5
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改
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5　守る

4　備える2
安
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安
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

新名神高速道路の開通など、社会
状況の変化に応じて都市計画を見
直すと共に、人口減少など社会経
済構造の変化を踏まえたまちづく
りの誘導が必要。

都市政策部 都市政策課

川西市景観計画の見直しに向け、
新名神高速道路IC周辺土地利用
計画などとの調整を図る必要があ
る。

はがき絵の応募者や展示の閲覧
者が固定化していることから、効
率よく多くの市民の関心を高める
ための仕組みづくりが必要であ
る。

都市政策部 都市政策課
違反広告物の指導・簡易除却につ
いては、継続的に行うことが重要
である。また、未許可の広告物に
対する指導が課題である。

国等の法改正や動向を注視し、適
正に審査・指導していく必要があ
る。

都市政策部 建築指導課

地籍調査の本来の目的である災
害対策や公共事業の推進の寄
与。

過去に調査したが、国の認証を先
送りしている地区（小花・錦松台）
の法務局への送付。

土木部 道路管理課
官民先行調査（民有地と道路等の
境界のみ調査）にとどまっている
地域の一筆調査の実施。

建築物を取り巻く環境は、日々多
様化・専門化が進み細分化してい
ることから、建築行政職員の知識
の習得が必要である。

住民サービス向上のため、窓口業
務の更なる効率化・迅速化をはか
る必要がある。

都市政策部 建築指導課

昨今の自然災害の発生によって、
住宅耐震化の必要性が増してい
る。市民の安全・安心を確保する
ため、さらなる意識啓発が必要と
なる。

都市政策部 住宅政策課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 01 良好な都市環境を整備します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

都市計画管理事業 将来のまちづくりを進めるた
め、秩序ある都市計画区域
の整備を図る

新名神高速道路ICの開設
に伴う周辺土地利用の誘
導、キセラ川西地区や舎羅
林山地区の用途地域の変
更などにより、地域の活性
化、利便性の向上、大規模
未利用地の土地利用の推
進など、まちの発展を見据
えた誘導を行うことができ
た。

人口減少などの社会経済構造
の変化を踏まえたまちづくりを
誘導するため、総合計画や各
種個別計画と整合を図りなが
ら、都市計画マスタープランや
新名神高速道路IC周辺土地
利用計画の見直しを行う。

生産緑地は、当初指定から経過年
数により特定生産緑地への指定
期間が限られており、申出のあっ
た農地の状況を確認し、適正に指
定していくことが必要。

都市景観形成事業
市民の目線に立った景観施
策を展開するとともに、美し
い街並みを保全・育成する

川西市景観計画に基づく審
査・指導や、兵庫県屋外広
告物条例に基づく審査等に
よって、調和のとれた景観
の維持が図れた。また、市
民への啓発活動を継続的
に行った結果、HPのアクセ
ス数が2.5倍となった。

コロナ禍においても事業に
取り組めるよう、インター
ネット等を活用した取り組み
を検討する必要がある。ま
た、啓発を通じて景観意識
を高めるだけでなく、若い世
代にも関心を持ってもらえる
よう、協働による景観形成
を進めていく。

開発行為審査事業 開発許可制度により無秩序
な市街化を抑制し、良好な
水準の市街地の形成を図
る

民間事業者を適切に指導
することにより、良好な水準
の市街地の形成を図ること
ができた。

都市計画法関係法令に基づ
き、国等の情報を把握し適正
な運用を図る。また、開発につ
いては、関係各課と調整・協議
を行ながら、事業者を適正に
指導するとともに、都市計画法
等に基づき、開発許可基準等
への適合について審査し、許
可を行う。

民間事業者に対して、適切な調整
及び必要な指導・助言等を行う必
要がある。

地籍調査事業
一筆ごとの土地について、
所有者・地番・境界など基
礎的情報の明確化を図る

中央町・小花・錦松台・大和
西地区の地籍調査を実施
し、これまで中央町、大和西
１丁目、２丁目の法務局送
付を行い、登記簿に調査成
果が反映させ完結した。

大規模災害が予測される地域
の地籍調査を優先して実施
し、迅速な復旧や公共事業の
実施に寄与できるよう調査計
画を見直し、また、未認証地区
の認証請求を実施して法務局
への登載を目指す。

建築指導事業
建築物の質を高め、安全安
心なまちづくりに寄与する

建築基準法や関係法令に
基づき、諸手続きの審査・
検査・指導を適切に行うこと
ができた。

建築基準法及び関係法令、
建築技術の知識・能力を高
めるために、研修会に積極
的に参加することに加え、
職員間での学習会等を開
催していく。また、住民サー
ビスの向上策として、ホーム
ページでの情報発信を拡充
させていく。

住宅長寿命化推進事業
住宅の質を高めるとともに、
良好な住環境を形成する

昭和56年５月以前に着工さ
れた住宅に対して、耐震改
修工事などの費用の一部を
補助することにより、住宅の
耐震化率は向上している。

住宅の耐震化は、市民に対
して必要性を周知し、意識
啓発に努める。併せて、住
宅の長寿命化、省エネ化推
進のため、様々な機会をと
らえて、長期優良住宅や低
炭素建築物の認定制度の
活用をPRする。

長期優良住宅や低炭素建築物の
認定制度は、高性能で快適な住宅
の普及のため、認知度を高めてい
く必要がある。
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定義 方向性

都市政策課

定義 方向性

住宅政策課

定義 方向性

都市政策課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・近年、新名神高速道路ICの開設やキセラ
川西地区内の公益施設の整備により、地域
の活性化や利便性の向上が図られ、高い水
準を保っている。

担当課

耐震性を有する住宅の割合

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・継続的な住宅耐震改修事業を広報するこ
とにより、耐震化が進んでいる。
（数値は、国の統計から５年ごとに算定）

担当課

市民実感調査より

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、アドバイザー派遣の申請はなかった
が、ホームページを活用した景観啓発の取
り組みを進めたことにより、高い水準にあ
る。

担当課

評価指標 傾向

1

「居住地域に住
み続けたい」と
思う市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課題

・市民全体の満足度を高めるため、新名神
高速道路IC周辺土地利用の実現や大規模開
発地の土地利用を推進するなど、設備・施
設を最大限に活用することが必要である。

評価指標 傾向

2
民間住宅の耐震
化率

目標達成
に向けた
今後の課題

・安全、安心なまちづくりの実現と住宅耐
震化率の向上に向けて、引き続き、広報活
動を行い、市民に対して住宅耐震化の意識
啓発に努める。

評価指標 傾向

3

川西市の景観に
関心がある市民
の割合

目標達成
に向けた
今後の課題

・関心が低いと考えられる若年層に対し
て、親しみやすい手法を取り入れ、啓発を
図っていく。
・アドバイザー派遣については、現在の取
組内容が妥当かどうか、検討する必要があ
る。
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【事業一覧】

今後とも、重要性や緊急性、さらに
は地域からの要望等を総合的に
勘案したうえで、順次、進めていく
必要がある。

　市内における歩道等について、順
次、段差の解消や歩道の整備を行い、
また、自転車レーン等を整備すること
により、市民の安心・安全な通行空間
を確保した。

土木部 道路整備課

道路情報閲覧システムの安定的
な稼働と利活用の検討を行う必要
がある。

道路占用物件が年々増加し、事務
量が増加、煩雑になっており業務
の適正化・効率化を図る必要があ
る。

土木部 道路管理課
弾力的道路占用について、関係機
関と引き続き協議を行い、まちの
にぎわい創出に寄与する必要が
ある。

限られた予算と人員の中で、ます
ます多様化する市民ニーズに対応
するため、更なる業務の効率化が
求められる。

土木部 道路整備課

　限られた予算と人員の中で、ますま
す多様化する市民ニーズによりきめ細
かく適正かつ効率的に対応するため、
引き続き事務改善に取り組む。併せ
て、舗装修繕計画に基づき計画的な
補修を行うとともに、効果的な財源確
保に努める。

制度開始より一定の舗装整備が
進んでいることを鑑み、補助対象
や補助率など現行制度の見直しを
検討する必要がある。

土木部 道路管理課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 02 道路や橋りょうの安全性・機能性を高めます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

歩道整備事業 歩道の拡幅や段差解消等
を行い、市民が安心して通
行できる人に優しい道づくり
を進める

地元要望等による歩道整備や
通行空間を確保することで通
行者の利便性と道路利用者間
（自動車・自転車・歩行者）の安
全性を向上することができた。 　地域の実情や緊急性、重要性を総合

的に勘案し、引き続き歩行者や自転車
の利用者が安心して通行できる空間を
確保していく。

道路管理事業
道路管理者として安全かつ
快適な道路の運行確保を
図る

道路台帳の更新や道路法に基
づく許認可業務を適切に処理
することで、適正な道路の管理
に努めた。また、市民等からの
問い合わせに迅速な対応を行
うことを目的に道路情報閲覧シ
ステムを構築した。
弾力的な道路占用許可を行
い、中心市街地におけるまちの
にぎわいづくりに寄与した。

・申請者の手続きの簡素化及び事務
の効率化を目指し、道路占用許可申
請システムを導入する。また、引き続き
弾力的道路占用許可を行い、中心市
街地におけるまちのにぎわいづくりに
寄与する。

道路・水路維持補修事業

生活に密着した安全で快適
な道路・水路を確保する

　通常時および緊急時の対応
を行う体制（地域型）を平成30
年度から導入し、体制が徐々
に確立され定着してきたことか
ら地域の要望等への対応件数
が年々向上した。
　あわせて、土木部から上下水
道局に水路等の維持管理に関
する業務を委託し、市が管理す
る水路等を庁内で一元的に管
理する体制を構築することで、
市民ニーズにきめ細かく対応
することができた。
　また、幹線道路を中心に舗装
の状況調査を実施し、その結
果を踏まえて、補修路線の優
先順位付けを行う計画を策定
することができた。

　平成30年度から地域型を導入して以
降、道路等の維持・補修を実施する効
率的な体制が定着した。
　また、舗装修繕計画の策定により、
中長期的視野に立った計画的な補修
が可能となった。

舗装修繕計画に基づき計画的に
補修を実施するにあたり、多額の
事業費を要するため、その財源確
保が課題である。

私道舗装助成事業 私道における舗装費を助成
することにより、交通の安全
確保及び良好な生活循環
を形成する

私道の舗装整備を助成するこ
とにより、道路利用の安全性、
機能性を高め、市民生活の向
上に寄与することができた。

補助対象や補助率また、所在不明者
に対する取り扱いなど現行制度の見
直しを実施し、新制度の運用開始にむ
け周知を行う。
また、現在受付済案件を早期に実施
する。

当該事業を実施するには、所有者
等全員の同意が必須であるため、
複数の事前相談はあるものの、全
員の同意が得られない等の理由
から申請に至らないケースがあ
る。

側溝新設事業
降雨時に雨水を速やかに
排除することにより、床下浸
水、道路冠水等の解消を図
る

地元要望及び市道化に伴う側
溝整備工事を実施することによ
り、雨水被害の対策を進めた。

多発する集中豪雨に対応できる雨
水側溝の整備を検討する必要が
ある。

　道路の側溝が未整備の箇所及び市
内における雨水排水能力が不足して
いる箇所について対策した。
　近年、市道化した道路の側溝が未整
備の箇所について、側溝整備工事を
実施した。

土木部 道路整備課
　道路の側溝が未整備の箇所及び近
年の集中豪雨等により浸水被害の
あった箇所について、引続き側溝整備
に取り組んでいく。
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整備には道路拡幅用地の確保
等、相当な時間と費用を要するこ
ととなり、権利者による事業の協
力が必要不可欠である。

　さまざまな路線において、地域や権
利者の協力を得ながら、道路の拡幅
や歩道等の整備をすることができた。

土木部 道路整備課

事業の規模が大きいことから、より
効率的かつ効果的な事業の推進
が求められる。

事業の専門性が高く、新技術等が
続々と開発される中、常に職員の
技術力及び知識力の向上が求め
られる。

土木部 道路整備課
同計画に基づき着実に補修を実
施するにあたり、多額の事業費を
要するため、その財源の確保が課
題である。

　引き続き、同計画に基づき計画的に
補修工事を行うにあたり、職員の技術
力の向上を図るとともに、新技術の活
用等を研究し、より効果的な補修をめ
ざす。

豊川橋山手線は早期に完成させ
る。

土木部 道路整備課

　豊川橋山手線は令和4年7月に工事
完了した。見野線は令和6年度の事業
完了に向けて、着実に用地の取得を
進める。

用地取得を伴う新名神高速道路
周辺の生活道路については、整備
のあり方を含め、地域住民や権利
者等の協力を得ながら推進する必
要がある。

土木部 道路整備課
　新名神周辺の生活道路について、整
備のあり方を含めて、地元住民及び権
利者等の理解と協力を得ながら推進
する。

土木部 道路管理課

道路改良事業 地域の実情や幹線道路等
との整合を図り、防災上安
全で人に優しい道づくりを
進める

地域の実情や幹線道路等の整
備状況との整合を図りながら、
歩行者及び車両が安心して通
行できる道路整備をすることで
道路を利用する市民の利便性
及び安全性を向上することが
できた。

今後とも権利者を始めとする地域
住民に理解と協力を求めながら事
業の実施に努める必要がある。

　今後とも、権利者をはじめとする地域
の方の理解を得ながら、同時に費用対
効果等を見極めたうえで、道路を整備
する必要がある。

橋りょう維持補修事業
橋りょうの維持補修により
安全性および機能性を確保
する

　市が管理する橋梁を順次
定期点検を実施し、川西市
道路橋他長寿命化修繕計
画を策定するとともに、同計
画に基づき補修設計および
補修工事を継続的に実施
することにより、橋梁等を利
用する市民の安全性が向
上した。

　市が管理する200橋について順次定
期点検を実施するとともに、川西市道
路橋他長寿命化修繕計画を策定し、
同計画に基づき補修工事を実施した。

街路新設改良事業
都市計画道路の整備を行
い、交通の円滑化及び歩行
者等の安全確保を図る

豊川橋山手線については、
難航する権利者交渉を乗り
越えて、合意形成を図るこ
とができ、順次、歩道整備を
実施し、市民の利便性、安
全性は向上した。
見野線については、工事着
手に向けて、権利者の理解
と協力を得ながら、用地の
確保が円滑に進められた。

　豊川橋山手線は権利者との合意形
成等に時間を要し、令和３年度内に完
成することができなかった。一方、見野
線については、概ねスケジュール通り
に実施することができた。見野線は引き続き権利者の理解と

協力を得ながら、道路拡幅用地を
取得するとともに、令和５年度から
の工事の着手に向けて発注の準
備や占用者との調整を図っていく
必要がある。

新名神周辺対策事業
新名神高速道路との整合
性を図りつつ地元調整を行
い周辺整備を行う。

新名神高速道路開通後の
市道52号や市道284号での
拡幅工事を実施することに
より、地域の利便性が向上
した。また、インターチェンジ
にモニュメントを設置したこ
とにより、本市のPRにも貢
献することができた。

　新名神高速道路周辺の生活道路に
ついて、舗装打替え（市道52号）や拡
幅工事（市道284号外）等を行い、市民
の利便性が向上した。

狭あい道路整備事業
道路管理者として安全かつ
快適な道路の運行確保に
努める

幅員が狭小な生活道路に
おいて、後退道路の測量、
整備を実施することにより
市民生活の向上に寄与でき
た。

申請から整備までに2～3年の期
間を要しており、整備事業完了ま
での期間短縮が必要である。

申請から測量、工事実施を速やかに
進捗させ、完了までの期間を短縮する
仕組みを構築していく。
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定義 方向性

土木部道路整備課

定義 方向性

土木部道路整備課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・道路の的確な維持・補修を推進し、安全
性が確保されたことにより、目標が達成さ
れたと考える。

担当課

市民実感調査より

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・新名神高速道路周辺や豊川橋山手線にお
ける都市計画道路の整備が推進しているこ
とにより、評価が向上したと考えられる。

担当課

評価指標 傾向

1

「生活道路が安
心して通行でき
る」と思う市民
の割合

目標達成
に向けた
今後の課題

・さらなる安全性の向上に向けて、計画的
かつ効果的な道路の維持・補修に取り組ん
でいく必要がある。

評価指標 傾向

2

「幹線道路で円
滑な交通が確保
されている」と
思う市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課題

・引き続き都市計画道路をはじめ、円滑な
交通を実現するための道路の整備を行う必
要がある。

57.9 58.1 
61.7 

67.4 67.2 

65.0 

40%

50%

60%

70%

80%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

「生活道路が安心して通行できる」

と思う市民の割合

61.7 
64.8 64.2 

67.3 
70.1 

67.5 

40%

50%

60%

70%

80%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

「幹線道路で円滑な交通が確保されている」

と思う市民の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

交通安全施設の設置年度などか
ら、施設の劣化及び老朽化の度合
いを都度確認しながら、市民から
の要望に適切に対応する必要が
ある。

土木部 道路管理課

平日については放置自転車が減
少しているものの、土日祝は撤去
や啓発業務が実施出来ておらず、
放置車両が多数発生している状況
にある。

土木部 交通政策課

令和2年度と比較し人身事故件数
が各乗物別、年齢別いずれでみて
も増加している。これまで啓発活
動を実施する場所が固定化してい
たが、事故原因に即した啓発活動
を行う必要がある。

土木部 交通政策課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 03 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

交通安全施設整備事業
通行の安全確保を図るため
交通安全施設を整備する

道路パトロール等により老
朽化施設を把握し、効率的
に維持、修繕を行うとともに
地域からの要望に可能な限
り対応することができた。

交通安全施設の状況を把握する仕組
みを検討し、今後の管理体制につなげ
る。また、令和2年度から令和3年度の
交通事故の増加を受け、事故防止の
ため従来の交通安全施設の整備に加
え、新たな対策を検討し、取り組んで
いく。

市内における交通事故が、令和2
年度から令和3年度に大幅に増加
しており、従来の整備に加え、新た
な取り組みを検討する必要があ
る。

放置自転車対策事業
自転車等の駐車秩序を確
立し、歩行者の通行の安全
確保を維持することで安全
で快適な生活環境をつくる

川西能勢口駅前を中心に
民間の駐輪場の増加や放
置自転車の撤去業務等の
委託化により、駅前広場に
おける放置車両が大きく減
少し、歩行者の通行環境が
大きく改善した。
また、効率性の面から市が
借地してる用地の取り扱い
を見直し、歳入を確保する
ことで一般財源を削減でき
た。

　放置自転車の撤去から返還まで一
括した民間委託化を実現した。
　駐輪場の管理については駐輪用地
の地権者や市が駐輪目的で貸し付け
ている法人と協議を行い、取り扱いの
見直しを図った。市内駐輪場について、持続可能な

駐輪場運営のため、管理の効率
化及び受益者負担の適正化の観
点から駐輪場の在り方を見直す必
要がある。 　土日祝の撤去・啓発業務体制の構築

について検討を行う。　

　持続可能な駐輪場運営実現のため
に関係機関と調整を図り、駐輪場の有
料化に向けた検討を行う。

交通安全啓発事業
交通安全意識を向上させ、
交通事故発生の抑止を図
る

交通安全指導及び街頭啓
発の内容及び手法の見直し
を図り、意識向上度の測定
結果を踏まえ改善を図っ
た。
また、違法駐車対策につい
ては、活動機会が減少する
なかではあったが、横ばい
にとどめることができた。

　交通安全に係る指導及び街頭啓発
や違法駐車に対する街頭啓発は、ここ
数年コロナ禍の影響もあり活動機会が
減少したが、交通安全啓発では、官民
連携でのイベントなどを実施できた。

違法駐車実態調査結果、これまで
啓発対象としていなかった箇所で
も多数の違法駐車が発生している
状況が把握できたため、対策を講
じる必要がある。

　事故多発箇所を把握し周知するとと
もに、効果的な啓発を講じていく。また
民間企業と連携した取り組みを実施す
る。
　違法駐車減少に向け、警察などの関
係機関に加え、利用目的となる商店と
も連携を図り対策を講じていく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

【施策評価指標】

兵庫県警統計資料より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・基準値と比較すると、減少傾向にある。これ
は交通安全施設の整備が進んでいることや啓発
活動を継続実施していることが要因と思われ
る。
・令和2年度より件数が大きく増加した要因と
して、コロナ禍の行動抑制が和らいだことに加
え、移動手段が公共交通から車両を用いた移動
に転換したことが一因として考えられる。

評価指標 傾向

1
交通事故発生件
数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・さらに交通事故を減少させるためには、事故
が起きる場所や乗り物、年齢を分析し、事故発
生の要因に応じて啓発内容を検討する必要が有
る。
・引き続き、警察・関係団体と共に啓発活動を
続ける必要がある。

4,123 

3,818 

3,782 

3,331 

3,689 

3,500 

2,500件

3,000件

3,500件

4,000件

4,500件

5,000件

基準値 H30 R1 R2 R3 R4

(目標値)

交通事故発生件数
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

老朽化した遊具を単に更新するの
ではなく、地域の特色に応じた自
由度のある公園づくりを地域と共
に進める中で更新を検討する必要
がある。

土木部 公園緑地課

公園の除草や低木剪定の一部
は、自治会等の高齢化により担い
手が減少しており、新たな管理体
制を検討し、公園の維持管理を行
う必要がある。

土木部 公園緑地課
遊具の定期点検の着実な実施に
より、引き続き安全性を確保する
必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 04 公園を利用しやすくします

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

公園改良事業 誰もが安全で安心して公園
施設が利用できるよう施設
整備を進める

公園施設長寿命化計画に
基づく計画的な遊具の更
新。また、関西エアポート株
式会社の助成制度を活用し
た遊具や防災施設等の公
園整備を実施し、整備に当
たっては地元自治会と協議
しニーズを反映させる等、
市民サービスの向上、安全
性の向上が図られた。

・老朽化が進む公園遊具について、
「川西市公園施設長寿命化計画」に基
づき計画的に更新を実施した。
・「特色ある公園づくり」として、地域が
主体となった公園の利用方法の見直し
に取り組み始めた。

「特色ある公園づくり」の現在の取
り組みについて、市域全体に広げ
ていく仕組みづくりが必要である。 ・変化する社会情勢及び市民ニーズに

対応するため、「特色ある公園づくり」
に取り組んでいく。
・これらの取り組みを市域全体に広げ
るため、仕組みづくりについて検討を
行う。

公園維持管理事業
公園を安全かつ安心して利
用できるよう適切な維持管
理を図る。

遊具の定期点検の実施に
加え、住民等からの要望や
依頼の対応により安全性の
確保が図られた。
また、公園面積に応じて、委
託業者及びシルバー人材セ
ンター、地域団体の協力に
よる管理を選択し公園の除
草・低木剪定を実施するこ
とで、行政コストの縮減を図
られた。

公園の除草・剪定、遊具の定期点検の
実施など公園の適切な維持管理を実
施した。

大きく成長した樹木が、隣接する
民家に悪影響を及ぼしている。ま
た維持管理費が増大し、十分に管
理が行き届いていない。 ・自治会等への管理報償制度も含め、

公園施設全体の管理体制について検
討を進める。
・それぞれの公園において樹木が果た
す役割を確認し、それらが適正な配置
と量になるよう取り組みを進める。
・遊具の定期点検を着実に実施し安全
で安心な公園をめざす。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

土木部公園緑地課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
い、外出の自粛が要請される中、人々の健
康維持やリフレッシュの場として公園の価
値や在り方が改めて見直され、公園ニーズ
の変化や多様化により減少に転じたと考え
られる。

担当課

評価指標 傾向

1

公園を満足して
利用している市
民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・社会情勢がめまぐるしく変化する中、公
園の管理運営のあり方や新たな活用策につ
いて検討していくため、市民と協働し「特
色ある公園づくり」を進めていく必要があ
る。

12.3 

16.0 16.6 
18.8 18.1 

20.0 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

公園を満足して利用している市民の割合
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第５次総合計画総括資料

定義 方向性

上下水道局水道技術課

定義 方向性

上下水道局下水道技術課

【施策評価指標】

年度末鉛管残存数÷H23年度末全給水装置数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和3年度の鉛製給水管の更新は1,386箇
所を実施し、目標を達成することができ
た。今後も年間1,500箇所の更新予定で、
事業を進めていく。

担当課

供用開始区域内人口÷全市人口

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・事業は継続的に実施しているものの、未
普及人口が減少・限定され、着手困難地区
のみ残っている状況となっているため、進
捗がほぼ横ばいとなっている。

担当課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 05 安全で安定した上下水道の環境整備を促進し、健全な事業経営に努めます

評価指標 傾向

1
鉛管残存率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・現在は、開発団地や川西の南部地域など
地域を集約し効率的な取り組みができてい
るが、今後、中部域や北部域の旧村部な
ど、対象箇所が点在することで目標件数の
更新が困難となることが想定されるため、
発注方式などについて検討する必要があ
る。

評価指標 傾向

2
下水道処理人口
普及率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・公道でない道路に対する汚水管整備の困
難性。

37.3 

33.2 

31.1 28.5 26.5 

26.9 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

鉛管残存率

99.6 99.6 
99.7 99.7 

99.8 
99.7 

99.0 %

99.2 %

99.4 %

99.6 %

99.8 %

100.0 %

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

下水道処理人口普及率

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

上下水道局水道技術課

有収水量÷配水量

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・平成19年度に有収率95％を達成して以降、5
年単位で上げ下げを繰り返しているも、令和3
年度の有収率は目標を達成することができた。
今後も95％から96％で上昇下降を繰り返すも
のと見ておりますが、近似値曲線（傾向線）
は、上昇傾向となっていることから、継続して
現状の漏水調査や給水管の改良に取り組む。

担当課

評価指標 傾向

3

全配水量の内、
水道料金の対象
となる水量の割
合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・平成25年度の無効水量49万㎥/年が過去最少
であり、令和3年度は56万㎥/年であった。こ
れを基準に考えると、いまだ発見できていない
漏水は点在していると考えられる。しかし、
年々漏水の発見は困難を極めており、より有収
率の上昇をめざすには、漏水調査技術の向上
（新技術の導入）はもとより、経年管路の更新
率向上が必要と考える。

95.5 

96.3 95.4 

95.5 
96.1 

96.0 

92%

94%

96%

98%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

全配水量の内、水道料金の対象となる水量の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

南部地域整備実施計画を令和６
年度中に完遂できるよう取り組む
必要がある。

都市政策部 都市政策課

設計や測量等、事業進捗の見え
づらい業務に取り組む時期もあ
り、住民への南部地域整備実施計
画の進捗状況について情報発信
を図る必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 06 市街地の整備を進めます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

空港周辺地域整備事業
川西市南部地域における移
転補償跡地の有効活用を
図り、生活環境の改善を推
進する

南部地域整備実施計画に
基づき、公園や道路等の整
備が進んでおり、一定の生
活環境向上に寄与すること
ができた。一方で、令和３年
度末までの事業の進捗率
は約５３％に留まっているた
め、計画の実現に向けて、
今後も取り組む必要があ
る。

　南部地域整備実施計画に基づき、庁
内及び庁外関係機関と協議・調整しな
がら事業に取り組み、南部地域の生活
環境向上に寄与するよう計画を進める
ことができた。新関西国際空港株式会社及び関

西エアポート株式会社に対し、助
成金や土地（移転補償跡地）の供
与等によるスムーズな事業協力が
得られるよう、協議・調整を続ける
必要がある。

　令和３～４年度に実施する測量及び
設計を基に、雨水施設整備や道路隅
切り整備、憩いの広場整備工事を進め
る。
また、ニュースレター（計画の進捗状況
等）の作成や看板（事業説明等）を設
置することで、地域への情報を発信す
る。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

都市政策部都市政策課

定義 方向性

都市政策部住宅政策課

定義 方向性

都市政策部都市政策課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・近年、新名神高速道路ICの開設やキセラ
川西地区内の公益施設の整備により、地域
の活性化や利便性の向上が図られ、高い水
準を保っている。

担当課

耐震性を有する住宅の割合

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・継続的な住宅耐震改修事業を広報するこ
とにより、耐震化が進んでいる。
（数値は、国の統計から５年ごとに算定）

担当課

市民実感調査より

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、アドバイザー派遣の申請はなかった
が、ホームページを活用した景観啓発の取
り組みを進めたことにより、高い水準にあ
る。

担当課

評価指標 傾向

1

「居住地域に住
み続けたい」と
思う市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課題

・市民全体の満足度を高めるため、新名神
高速道路IC周辺土地利用の実現や大規模開
発地の土地利用を推進するなど、設備・施
設を最大限に活用することが必要である。

評価指標 傾向

2
民間住宅の耐震
化率

目標達成
に向けた
今後の課題

・安全、安心なまちづくりの実現と住宅耐
震化率の向上に向けて、引き続き、広報活
動を行い、市民に対して住宅耐震化の意識
啓発に努める。

評価指標 傾向

3

川西市の景観に
関心がある市民
の割合

目標達成
に向けた
今後の課題

・関心が低いと考えられる若年層に対し
て、親しみやすい手法を取り入れ、啓発を
図っていく。
・アドバイザー派遣については、現在の取
組内容が妥当かどうか、検討する必要があ
る。

84 84 84

89.3 89.3

93

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

民間住宅の耐震化率

72.2 74.5 72.9
77.2

73.2

80

50%

60%

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

「居住地域に住み続けたい」と思う

市民の割合

80.7 81
83.9

82.1 83.4

85

60%

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

川西市の景観に関心がある市民の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

施設を安心して利用していただく
ため、引き続き徹底した新型コロ
ナウイルス感染症対策を行う必要
がある。

市民環境部　文化・観光・スポーツ課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 07 キセラ川西のまちづくりを進めます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

キセラ川西プラザ運営事業キセラ川西プラザの効率的
な管理・運営により、市民
サービスの向上を図る

キセラ川西プラザの管理運
営については、開業以降適
切に行われている。
エリアマネジメント事業や自
主事業においては、周辺事
業者と連携し、施設周辺の
にぎわい創出につながる取
組がなされている。

　平成30年度に開業して以降、適切な
貸館運営を行った。計画期間中に新型
コロナウイルス感染症の影響があった
ものの、エリアマネジメント事業や自主
事業を通じて、施設周辺のにぎわい創
出につながる取り組みを行った。

PFI事業者に求めているキセラ川
西プラザ周辺のまちづくり（エリア
マネジメント業務）を推進するた
め、市や関係団体等との連携協力
が必要である。

　キセラ川西プラザ周辺のまちづくり
(エリアマネジメント業務)を推進するた
め、引き続き市や関係団体と連携しな
がら事業を進める。また、更なるにぎ
わい創出に向けて周辺事業者との連
携した事業展開を図る。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

土木部公園緑地課

定義 方向性

土木部公園緑地課

【施策評価指標】

キセラ川西せせらぎ公園利活用申し込み件数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るイベン
ト制限が徐々に緩和され、その反動と、また当該公
園の認知が広がったことも合わさって、イベントや
地域活動などの利活用回数は大きく増加した。

担当課

キセラ川西低炭素まちづくり計画に基づく、エネ
ルギーモニタリング（電気、都市ガス等消費量調
査）への協力等により把握する実績値・推計値

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・削減率が約13.0％となり、目標の8％を大きく上
回った。R3年度は、オアシスタウンキセラ川西や消
防本部が対象に加わり、「エコまち運用基準」に基
づく建築物の低炭素化が誘導されたことで削減され
た。削減率約13.0％は約940世帯分の一次エネル
ギー消費量に相当し、5.3万GJ/年が削減された。

担当課

評価指標 傾向

1

キセラ川西せせ
らぎ公園内での
イベント（利活
用）回数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・利活用が促進されると芝生の生育に影響がでるた
め、利活用とのバランスを考慮した維持管理に取り
組む。
・イベント主催者の新型コロナウイルス感染症対策
のチェックを行いながら、安心安全な利活用の促進
を図る。

評価指標 傾向

2
一次エネルギー
消費量の削減率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・「エコまち運用基準」に基づく事前協議に着実に
取り組み、建築物の低炭素化を誘導していく必要が
ある。
・一次エネルギー消費量を把握し、精度の高い検証
を行うため、エネルギーモニタリングに関する調査
票の回収率の維持、向上を図る必要がある。

0.9 
2.0 1.9 

6.0 

13.0 

8.0 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

一次エネルギー消費量の削減率

106.0 
119.0 118.0 

147.0 

48.0 

0回

30回

60回

90回

120回

150回

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

キセラ川西せせらぎ公園内でのイベント

（利活用）回数
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

（仮称）川西市公共交通計画の策
定にあたっては地域別の課題を把
握し、それぞれの地域に適した公
共交通のあり方を検討する必要が
ある。

土木部 交通政策課
補助路線を持続可能な運行とし続
けるためには、利用促進を図ると
ともに定期的に運行体系を見直す
必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 08 総合的な交通環境の向上を図ります

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

公共交通支援事業
公共交通の維持保全・利用
促進・利便性向上を図る

・川西市公共交通基本計画
の実現に向け、モビリティ・
マネジメント等の利用促進
施策に取り組んだが利用者
の増加にはつながらなかっ
た。
・川西市地域公共交通会議
を立ち上げ、持続可能な運
行計画を立案した。

　川西市公共交通基本計画に基づき、
課題解決に向けた取組や新たな公共
交通の仕組みの検討を行った。
　補助路線の持続可能な運行につい
て、地域や交通事業者等と検討を行う
ための川西市地域公共交通会議を立
ち上げた。

人口減少に加え、新たな生活様式
の定着などにより利用者が減少し
続けており、公共交通をどのように
維持していくかが課題である。

　新たな計画の策定では、各地域の課
題を整理し具体的な取組を示す。交通
事業者に対し短期的にはコロナ禍にお
ける支援、中長期的にはノンステップ
バス購入補助などの既存事業の見直
しも含め、持続可能な対策を模索す
る。補助路線の今後の運行について
地域公共交通会議の場で定期的に検
討を行う。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

土木部交通政策課

定義 方向性

土木部交通政策課

.

【施策評価指標】

市内運行バス台数に係る導入率

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・ノンステップバス導入費を補助することで、事業
者のノンステップバス導入が促進され、導入率が目
標に達した。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・モビリティ・マネジメント等の公共交通利用促進
に取り組んだが、数値が減少し続けている。
・R2以降の減少は、新型コロナウイルス感染症対策
としてのリモート環境の整備が進んだことによっ
て、公共交通の利用者が減少したことが一因と考え
られる。

担当課

評価指標 傾向

1
ノンステップバ
ス導入率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・目標値である70％を達成している状況にあるた
め、交通事業者支援の観点から当該事業の在り方に
ついて、(仮称)川西市公共交通計画の策定に併せて
見直しを行う。

評価指標 傾向

2

主に鉄道やバス
等の公共交通機
関を利用してい
る市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・地域によって異なる交通課題に向き合い、対話し
ながら、それぞれの地域に適した公共交通のあり方
について検討を行うとともに、公共交通利用促進の
取り組みを充実させていく必要がある。

62.7 

75.2 
76.1 

83.3 81.4 70.0 

50%

60%

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

ノンステップバス導入率

53.5 52.3 51.7 
47.8 47.0 

60.0 

40%

50%

60%

70%

80%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

主に鉄道やバス等の公共交通機関を利用している市民の

割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

出在家団地割賦金及び栄北団地
等の管理費の支払いを遅滞なく、
適切に処理する必要がある。

都市政策部 住宅政策課

川西市公営住宅基本計画に基づ
き、老朽化した市営住宅の環境改
善に、引き続き取り組む必要があ
る。

都市政策部 住宅政策課
市営住宅等の入居に関する問い
合わせがあるため、適切に供給す
る必要がある。

花屋敷団地建替事業を滞りなく進
めるため、施工者などとの連絡や
調整を綿密に行う必要がある。

都市政策部 住宅政策課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 09 公営住宅を適正・効率的に管理します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

住宅供給促進事業
特定優良賃貸住宅等の供
給と適正な維持管理を行う

特定優良賃貸住宅によっ
て、中堅所得者層に対して
良質な賃貸住宅を供給する
ことができた。

　出在家団地割賦金及び栄北団地等
の管理費を適切に会計処理をすること
ができた。

　出在家団地割賦金については、支払
いが完了する令和10年度まで遅滞す
ることなく、適切に処理する。また、栄
北団地等の管理費についても、遅滞な
く処理する。

市営住宅維持管理事業
公営住宅等の適正な供給と
効率的な管理を行う

平屋住宅の用途廃止、指定
管理者制度の導入など、川
西市公営住宅基本計画に
基づいた取り組みを着実に
実施している。

　川西市公営住宅基本計画に基づい
た取り組み（木造・簡易耐火造平屋住
宅の用途廃止、指定管理者制度の導
入）を着実に実施している。

指定管理者が提案したコミュニティ
交流の取り組みはコロナ禍の影響
で実施できていないが、コミュニ
ティの交流を促進させるため実施
する必要がある。

・川西市公営住宅基本計画に基づき、
市営住宅の環境改善など
　を適切に進める。
・指定管理事業者の更新については、
これまでの実績を踏ま
　え、仕様書などを検討していく。

花屋敷団地建替事業 花屋敷団地Ａ・Ｂ・Ｃ棟の建
替と絹延団地１・２号棟の集
約を行う

　川西市公営住宅基本計画
に基づき、花屋敷団地の建
替えと絹延団地との集約を
予定どおり進められている。

川西市公営住宅基本計画に基づき、
花屋敷団地の建替えと絹延団地との
集約を実施し、当初の予定どおり順調
に進められている。

花屋敷団地が竣工した後は、絹延
団地からの２次移転を確実に進め
る必要がある。

令和４年度に施工する花屋敷団地の
集会所部分について、引き続き円滑に
工事が進めるとともに、竣工後は、絹
延団地からの２次移転を確実に進め
る。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

都市政策部公営住宅課

【施策評価指標】

公営住宅（借上げ公営住宅含む）の管理戸数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・建替えにより、一時的に管理戸数が増加
しているが、川西市公営住宅基本計画に基
づき、用途廃止団地の解体を行い、管理戸
数を減少させている。

担当課

評価指標 傾向

1
公営住宅の管理
戸数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・用途廃止としている木造、簡易耐火造の
平屋団地の入居者を対象とした住替え先の
あっせんに取り組み、管理戸数の適正化に
努める。

1,084

1,012 1,007
991

1,030
1,012

900戸

950戸

1000戸

1050戸

1100戸

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

公営住宅の管理戸数
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

空き家マッチング制度は、登録者
を増やし、対策のノウハウを蓄積
するなどの取組みを重ねることで、
マッチングの成果を高めていくこと
が求められる。

都市政策部　住宅政策課

空き家対策は、行政の力だけでは
実現できないことから、市民・
NPO・民間企業などと連携して空
き家対策を実施する必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 10 ふるさと団地の再生を推進します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

住宅政策推進事業

住宅ストックの流通、活用を
促進して、良好な住環境を
形成する

空き家マッチング制度、空き
家活用リフォーム助成制度
などを創設し、市民・NPO・
民間企業と連携した空き家
対策の活動が実践できた。

・空き家マッチング制度、空き家活用リ
フォーム助成制度など
　を創設し、市民・NPO・民間企業と連
携した空き家対策の
　活動が実践できたことは大きな成果
となった。

川西市空家等対策計画は、実態
調査の結果を分析しつつ、国や上
位計画との考え方と整合を図りな
がら改定作業を進める必要があ
る。 ・空き家対策の制度の運用を継続しつ

つ、市民・NPO・民間企
　業と連携した空き家対策の活動も進
める。
・空き家マッチング制度の成果を高め
るため、空き家バンクを
　導入して、マッチング登録された物件
を情報発信する。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

都市政策部住宅政策課

定義 方向性

都市政策部住宅政策課

定義 方向性

都市政策部住宅政策課

【施策評価指標】

大和団地、多田グリーンハイツ、清
和台地区の流入人口

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和２年度は新型コロナウイルス禍など
の影響で減少したが、令和３年度は空き家
活用リフォーム助成の施策などにより回復
傾向となった。

担当課

大和団地、多田グリーンハイツ、清
和台地区の流出人口

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・緩やかであるが流出は減少傾向が続いて
おり、定住施策の展開などにより、目標値
を達成している。

担当課

大和団地、多田グリーンハイツ、清
和台地区の生産年齢人口比率

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・ふるさと団地の人口はほぼ横ばいであ
り、生産年齢人口比率も維持できている。
若年世帯をターゲットにした各種の取り組
みの成果があるものと思われる。

担当課

評価指標 傾向

1
ふるさと団地へ
の流入人口

目標達成
に向けた
今後の課
題

・利便性と自然豊かな住環境など、良質な
住宅地の魅力をPRするとともに、若年・
子育て世帯の転入・定住を促す取り組みが
必要である。

評価指標 傾向

2
ふるさと団地か
らの流出人口

目標達成
に向けた
今後の課
題

・目標値はすでに達成したが、今後も継続
して空き家の流通促進などの施策を推進
し、目標値の維持に努める。

評価指標 傾向

3

ふるさと団地の
生産年齢人口比
率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・生産年齢人口の中心となる若年・子育て
世帯をターゲットにした補助制度の周知を
図る。また、愛着や誇りを感じる良質な住
環境を今後も維持するため、住環境への意
識を啓発・醸成する。

1,302

1,251
1,286

1,130
1,164

1,400

1,100人

1,200人

1,300人

1,400人

1,500人

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

ふるさと団地への流入人口

2,324

1,259
1,157 1,085 994 

1,720

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

ふるさと団地からの流出人口

50.1 
49.6 49.5 49.4 49.5 

50.0 

46%

48%

50%

52%

54%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

ふるさと団地の生産年齢人口比率
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

コワーキングスペースの利用をは
じめとした場所にとらわれない働き
方や、各自の状況に応じた働き方
を紹介し、小さな起業を含む経済
活動の活性化につなげる必要が
ある。

市民環境部　産業振興課

キャッシュレス決済の設定支援を
各行政センターへのブース設置や
スマホ講座を通じて行ったが、高
齢者層への丁寧な支援は継続し
て行う必要がある。

コロナ禍の影響に加え、原材料・
原油高の影響が出ており、国・県
の支援策と協調した市内事業者支
援策を検討・実施する必要があ
る。

市民環境部　産業振興課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 11 商工業を振興します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

商工振興事業

商工業者の経営の安定と
技術の改善・発展を支援す
る

コワーキングスペースの立地
で、起業やテレワーク、副業等
の多様な働き方を実現しやす
い環境ができた。また、利用者
の交流も図られており、スキル
アップ等も期待される。

新規出店支援により、店舗の
魅力向上につなげられている。
加えて、専門家の相談支援を
用意することで、必要とする対
象者に、経営改善のアドバイス
ができている。

キャッシュレス決済を活用した
消費の喚起による事業者支援
を行うことで、キャッシュレスの
普及促進と市内の買い物促進
ができた。

　産業ビジョンを策定し、コロナ禍など
の社会経済情勢の転換点に具体的な
指針を持って対応できた。起業支援セ
ミナーのオンライン化やコワーキング
スペースの開設などで起業環境を整
備するとともに、経済対策を通じた
キャッシュレス化の推進ができた。

各地域の空き店舗などに出店者
があることで、地域活性化に資す
ることができるよう、新規出店者へ
の支援を継続する。

　コロナ禍と世界的な経済情勢の影響
への対応を講じるため、令和2年度に
策定した「ポストコロナを見据えた地域
経済対策」に基づいて、産業ビジョン推
進委員会での議論を通じてＰＤＣＡサイ
クルを回していく。

中小企業支援事業
中小商工業者の経営基盤
を確立し、地域商業を活性
化する

コロナ禍により飲食店をはじめ
多くの市内事業者が大幅な売
上減少に見舞われたが、国・県
の支援策に合わせて、迅速か
つきめ細かな案内や支援を
行った。

ポストコロナを見据えた経営力
強化と事業継続支援を行った
ことで、ＩＣＴ化や設備更新、新
事業展開を促進できた。

セーフティネット保証の認定を
迅速に行い、事業者の経営継
続につなげた。

　産業ビジョンに基づき、市内中小企
業を対象とした補助制度や融資あっせ
ん制度の見直しを行ってきた。また、コ
ロナ禍などで大きく変化する環境下で
の事業継続や積極的な事業展開を試
みる事業者への支援を行ってきた。

市内中小企業者の経営力強化に
は、川西市商工会と連携した取り
組みが必須であり、引き続き、協

力体制の強化を図る。 　引き続き、事業継続や環境変化に対
応する中小企業者の支援を行い市内
総生産と働く場の維持・向上を図る。ま
た、舎羅林山開発事業などによる事業
所立地の進展による産業構造の変化
に対応し、国・県の制度の活用や市の
支援策の更新を進めていく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部産業振興課

定義 方向性

市民環境部産業振興課

定義 方向性

市民環境部産業振興課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・前年度に比べ、新型コロナウイルス感染症拡
大防
止策の緩和の影響により市外への外出が増え、
市内で買い物をする市民の割合は減少した。

担当課

兵庫県市町民経済計算より（市
町内GDP速報値）

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・県市町内ＧＤＰ速報値は廃止され数値は
不明。確定値は令和５年１月頃に発表予
定。

担当課

経済センサスより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和元年経済センサス基礎調査は、新規
把握事業所の把握のみの調査であったた
め、既存を含む店舗数は不明。令和３年経
済センサス活動調査の業種別データは令和
５年６月頃発表予定。

担当課

評価指標 傾向

1

主に市内で買い
物をする市民の
割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・市内事業者の創意工夫による集客事業や新規
出
店の支援等を実施し、市内での買い物行動の定
着
化を図る必要がある。

評価指標 傾向

2
市内総生産額

目標達成
に向けた
今後の課
題

・アフターコロナを見据えて、市内総生産
の約半数を占める、小売業や飲食業を含む
サービス業等の支援を行う必要がある。

評価指標 傾向

3
小売業店舗数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・市内事業所の創意工夫による集客事業や
新規出店の支援等を実施する必要がある。

82.0 
85.8 84.6 86.6 85.2 

90.0 

60%

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

主に市内で買い物をする市民の割合

3,403

3,242

3,449

3,304 3,304

3,600

3,000億円

3,200億円

3,400億円

3,600億円

3,800億円

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

市内総生産額

864 864 864 864 864 

870

800店舗

850店舗

900店舗

950店舗

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

小売業店舗数
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第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部産業振興課

工業統計調査（従業員４人以上）より

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・令和３年度は、経済センサス活動調査の
実施年のため、工業統計調査は中止。令和
３年経済センサス活動調査の業種別データ
は令和５年６月頃発表予定。

担当課

評価指標 傾向

4
工業事業所数

目標達成
に向けた
今後の課題

・事業所数を維持するため、市外流出を抑
制しつつ、立地販路の拡大、技術革新の支
援を行う必要がある。また、立地希望の状
況把握を引き続き行う。

95 

90 
87 88 88 

100

80事業所

90事業所

100事業所

110事業所

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

工業事業所数
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

屋外公共空間の活用は、現状イベ
ント開催として可能な状況である
が、日常的なにぎわいづくりの場と
しては、設備面・運営面に課題が
ある。

市民環境部　産業振興課
中心市街地の活性化を自立的に
継続できる推進体制づくりと、現在
の第3期計画完了後の取組方針を
示す必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 12 中心市街地の活性化を推進します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

中心市街地活性化推進事業
中心市街地における都市機
能の増進及び経済活力の

向上を図る

コロナ禍でも可能な、藤ノ木
さんかく広場へのキッチン
カー出店や駅前デッキ活用
イベントなど、屋外公共空間
を活用したにぎわいづくりに
取り組んだ。

中心市街地の回遊性の評
価指標である、歩行者・自
転車通行量が平日・土日と
も増加し、コロナ禍前の水
準に戻りつつある。

今年度から新たに開始した
新規出店補助事業では、中
心市街地へ新たに出店する
事業者の魅力的な店舗づく
りを支援した。

　令和元年度までの第2期中活基本計
画でキセラ川西地区の整備を推進し、
令和2年度からの第3期で川西能勢口
駅周辺とキセラ川西地区の回遊性の
向上に取り組んでいる。コロナ禍でも
可能なにぎわいづくりを行い、新たな
可能性を見出すことができた。

新規出店補助事業では、申請者
の出店希望時期に柔軟に対応で
きないケースもあり、制度の趣旨
に沿ってより使いやすいものとす
るよう検討する。

　中心市街地の屋外公共空間の活用
がより開かれたものとするため、適用
可能な制度を検討するとともに、この
運営が自立的に可能な体制づくりを進
める。また、引き続き魅力的な店舗の
立地が促進できるよう、補助制度の周
知を図る。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部産業振興課

定義 方向性

市民環境部産業振興課

【施策評価指標】

川西能勢口駅周辺歩行者通行量調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・第３期川西市中心市街地活性化基本計画の策
定に合わせて、調査地点を９地点から６地点に
変更した。共通する４地点を比較すると、外出
自粛の緩和やにぎわいづくりにより大きく増加
し、目標値を達成した。

担当課

中心市街地エリアにおける人口の社会増減
住民基本台帳データより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・中心市街地活性化基本計画に定める中心
市街地エリアでは、複数の民間住宅や花屋
敷団地の完成等により転入者数が大幅に増
加し、目標値を達成した。

担当課

評価指標 傾向

1

休日の歩行者・
自転車通行量
（休日）

目標達成
に向けた
今後の課
題

・中心市街地の回遊性の向上は、屋外公共空間
を活用したにぎわいづくりや、魅力的な店舗へ
の出店支援を継続し、来訪者が楽しみ、くつろ
げる環境づくりが必要である。

評価指標 傾向

2

中心市街地にお
ける人口の社会
増減

目標達成
に向けた
今後の課
題

・中心市街地エリアの大規模な住宅建設は
ひと段落しており、既存資源の価値向上な
ど、住環境の充実を進める必要がある。

64,996 66,026
67,971

71,727

34,832 
36,017 37,332 

32,289 
39,855 

38,439 
30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

70,000人

80,000人

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

休日の歩行者・自転車通行量（休日）

16 58
33 32

415

200

0人

100人

200人

300人

400人

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

中心市街地における人口の社会増減

※（4地点）

※9地点の基準値と目標値の割合から算出

（9地点）
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

新型コロナウイルス感染症の影響
もあり、各種農業振興イベントの実
施が困難な為、新たな手法を検討
する必要がある。

市民環境部　産業振興課

一定数の捕獲・処分の成果が上
がっているが、農作物被害は無く
なっていないため、引き続き県猟
友会川西支部と連帯し、イノシシ・
シカの捕獲・処分を行い個体数調
整を図っていく。

ため池や水路、樋門等農業用施
設の老朽化に伴い、増加傾向にあ
る地元からの相談に対応する必要
がある。

市民環境部　産業振興課

近年、異常気象による豪雨等の災
害が頻発しており、災害発生時に
迅速に対応できるよう、生産組合
等の地元団体と連携を図る必要が
ある。

市民環境部　産業振興課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 13 農業を振興します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

農業振興事業

地域農産物の生産を振興
するとともに地産地消を推
進する

農業委員会と協力して、耕
作放棄地への対策をおこな
い、農地バンク制度を創設
した。
農業担い手づくり事業を行
い、市民ファーマー制度の
活用を進めていく。

　耕作放棄地の解消や担い手の育成
については、市民ファーマー制度の見
直しと、市農業委員会と協力し農地バ
ンクの創設を行うことで就農希望者が
活用しやすく、持続可能な制度を設立
できた。

耕作放棄地を活用できる担い手を
確保する必要がある。

　農地バンクへの登録を促すことに加
え、引き続き、農業の担い手づくり事業
を行い市民ファーマー制度などの次の
ステップにつなげることで、担い手の確
保に努める。

農業用施設改良事業
ため池の安全を確保すると
ともに、農業用水を安定的
に供給する

地元水利組合等が農業用
施設の補修や改修の工事
を実施することで、農業用
施設の適切な管理やため
池などの保全を行うことが
できた。

　地元水利組合等が農業用施設の補
修や改修の工事を実施することで、農
業用施設の適切な管理やため池など
の保全を行うことができた。

加茂井堰の竣工から20年が経過
し、老朽化が進んでいる。あと約10
年で耐用年数を迎えることから、
更新に向けての計画を立てる必要
がある。

農業用施設等災害復旧事業
災害により被災した農業用
施設等を復旧する

迅速に被災状況を把握し、
国補助金や市補助金を交
付することによって、効果的
に農業用施設等の災害復
旧を実施した。

　異常気象により豪雨等の災害が頻
発したが、迅速に被災状況を把握し、
市補助金を交付することによって、農
業用施設等の災害復旧を完了させる
ことができた。

より迅速に被災状況を把握し対応
できるよう、災害対策体制を強化
する必要がある。

　農業用施設等の災害時の対応につ
いて、平時より土木担当部局等と連携
体制の再確認を行い、さらなる災害対
応体制の強化を図る。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部産業振興課

定義 方向性

市民環境部産業振興課

定義 方向性

市民環境部産業振興課

【施策評価指標】

市内の直売所への来場者数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・来場者数の多くは四季の郷となってお
り、同店の店舗改装のため、一時期仮設店
舗（多田グリーンセンター内）にて運営し
ていたことによる減少。

担当課

いちじく、桃、くりの栽培面積

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・高齢化や担い手不足により農地が転用さ
れ、栽培面積が減少している。産地交付金
の活用を周知した結果、栽培面積が微増し
た。

担当課

水稲生産実施計画に基づく農作
物を作付けしている面積

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・高齢化や担い手不足により、休耕が増加
したことや農地が転用され、栽培面積が減
少している。

担当課

評価指標 傾向

1
直売所来場者数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・市内の直売所の周知が不充分なことが課
題である。地産地消を広めるため、直売所
マップの公開やその目印となるのぼりを直
売所に配布することによって、市内の直売
所の知名度を向上させる。

評価指標 傾向

2
特産物栽培面積

目標達成
に向けた
今後の課
題

・産地交付金の周知を広めるとともに、特
産品の生産拡大を目指す。

評価指標 傾向

3
農作物作付面積

目標達成
に向けた
今後の課
題

・農業担い手づくり事業を行い、市民
ファーマー制度などの次のステップにつな
げることで、担い手の確保に努める。

31,847
28,265

25,792

26,456

19,911

50,000

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

直売所来場者数

1,352
1,294

1,320
1,286 1,298

1,500

1,000a

1,200a

1,400a

1,600a

1,800a

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

特産物栽培面積

11,799

11,103
10,894

10,485 10,372

13,000

10,000a

11,000a

12,000a

13,000a

14,000a

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

農作物作付面積
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

同センター利用者の就職者数が
減少しているため、ニーズに応じ
た就労支援サービスをハローワー
ク伊丹と連携して提供する。

市民環境部　産業振興課

同センター内の感染防止対策のた
め、受付システムの導入を検討し
ているが、わかりやすくスムーズな
対応ができる設置方法の検討が
必要。

新規求職者数が増加しているもの
の、キャリアカウンセリングの利用
者数が減少しているため、ハロー
ワークと連携し求職者への周知を
強化する。

市民環境部　産業振興課
キャリアデザインセミナーを男女共
同参画センターと共催し、市民に
ウィズコロナ時代にあった多様な
働き方の提案を進める。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 14 就労支援の充実と勤労者福祉の向上を図ります

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

就労支援事業
職業紹介や求人情報の提
供による安定した雇用機会

を提供する

雇用対策協定に基づき、当年度事
業計画に定めた事業を実施し、コ
ロナ禍により悪化する雇用情勢に
対応した。また、令和4年度の事業

計画を策定した。

川西市障がい者トライアル雇用奨
励金・継続雇用奨励金の制度を年
度当初から受付開始し、関係機関

との連携のもと周知を図った。

同センターの新規求職者数は増加
傾向にあるが、就職者数は減少し
ている。若者キャリアサポート川西
の新規求職者数は減少したもの
の、就職件数は昨年度の2倍強と

なった。

　コロナ禍などの影響による雇用情勢
の悪化が継続し、新規求職者数は増
加傾向にある。一方で人手不足が続く
業種がある。兵庫労働局と締結した
「川西市雇用対策協定」で若年者・障
がい者などの就労支援を促進する体
制ができ、効果的な事業実施を進め
た。川西市障がい者トライアル雇用奨

励金・継続雇用奨励金について、
関係機関を通じて市内外の事業
者に周知し、障がい者の雇用を促
進する。

　兵庫労働局やハローワーク伊丹と連
携し、同センターの就労支援サービス
の充実を検討する。また、若年者・子
育て世代・障がい者などの就労支援に
ついて関係団体と情報共有し、具体的
施策を推進していく。

労働者支援事業
勤労者及び就労希望者を

支援する

キャリアカウンセリング、労働相談
の利用件数が減少傾向にある。ま
た、事前予約の運用方法を見直

し、経費の合理化ができた。

若年者就労体験支援事業は、コロ
ナ禍でも受入可能な事業所の開拓
や体験方法や期間の変更を行い、
体験者数が増加したが、就職の決

定率は減少した。

キャリアデザインセミナーを男女共
同参画センターと共催することで
テーマの選択やＰＲの一本化がで
き、参加者数の増加につながった。

　働き方改革の推進やコロナ禍によ
り、働き方が大きく変容している。ま
た、就職氷河期世代への支援やテレ
ワークの推進、副業などの大きなテー
マが惹起している。これらの時流に対
応した相談事業やセミナーを開催し課
題解決を図った。

若年者就労体験事業では、就職
決定率が減少している。体験者の
状況に応じた支援の向上と対象年
齢の引き上げを検討する必要があ
る。 　キャリアカウンセリングやセミナーの

オンライン対応を図り、より受講しやす
い環境作りを進め、生活状況やスキル
の内容・レベルに応じた多様な働き方
を提案し、最適な働き方の選択を支援
する。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部産業振興課

定義 方向性

市民環境部産業振興課

定義 方向性

市民環境部産業振興課

【施策評価指標】

事業所へ紹介した人が採用された件数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染
症の影響を受け、有効求職者数は増加している
一方、有効求人数が減少しているため、雇用失
業情勢が悪化し、就職件数が減少した。

担当課

国勢調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・平成27年度調査時に比べ、市内における15
歳以上の女性の人口は減少しているが、就業者
数は増加してるため、就業率が向上している。

担当課

会員名簿（年度末）

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経
費削減の観点から脱退する事業所があり、会員
数が減少傾向にある。

担当課

評価指標 傾向

1

川西しごと・サ
ポートセンター
の年間就職件数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・国が実施している求職者支援制度の周知や市
が実施しているキャリアカウンセリングの受講
を促すことで、早期就労を後押しする必要があ
る。
・引き続き、ハローワークと連携して当セン
ターの周知を図っていく。

評価指標 傾向

2
女性の就業率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・女性の就業者数は平成27年度と比較し増加し
ているが、新型コロナウイルス感染拡大によ
り、飲食業をはじめとするサービス業で女性の
就業に大きな影響を及ぼしている。
・起業や在宅ワーク含め、時代に合った多様な
働き方に関するセミナーの開催や相談を通じた
支援を行う必要がある。

評価指標 傾向

3

中小企業勤労者
福祉サービスセ
ンターの会員数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・福利厚生サービスを取り巻く環境やニーズの
変化を鑑み、令和3年度川西市中小企業勤労者
福祉サービスセンター理事会にて、令和4年度
末でのサービス終了が議決された。
・終了後の市内事業所の福利厚生維持のため、
他サービス団体の情報提供を行う。

958

1,037

922

668 608

1,100

500件

700件

900件

1,100件

1,300件

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

川西しごと・サポートセンターの年間就職件数

38.7 38.7 38.7 38.7 
40.2 

40.0 

25%

30%

35%

40%

45%

50%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

女性の就業率

1,843 1,826

1,703

1,650
1,578

2,000

1,400人

1,600人

1,800人

2,000人

2,200人

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

中小企業勤労者福祉サービスセンターの

会員数
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

「清和源氏発祥の地」である本市
の認知度向上に向け、今後も観光
資源のＰＲに取り組む必要があ
る。

市民環境部　文化・観光・スポーツ課

清和源氏まつりは、本市が清和源
氏発祥の地であることをPRする重
要なイベントであるため、市民が参
加できるような取り組みなど、より
魅力的なイベントにするための検
討が必要である。

市民環境部　文化・観光・スポーツ課

冬季閉鎖期間における冬キャンプ
など利用者ニーズの高まりへの対

応が必要となっている。　

市民環境部　文化・観光・スポーツ課

国から当該施設の市への引継ぎ
が求められており、観光資源として
の施設のあり方について、一庫ダ
ム周辺の環境保全や黒川地区の
まちづくりと連携し、総合的に判断
していく必要がある。

土木部　公園緑地課

これまで地域住民と協議を行い、
R4年度をもって補助金を終了する
ことに同意を得ている。補助金終
了後のダリヤ園のあり方につい
て、地域団体と協議を続ける必要
がある。

土木部　公園緑地課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 15 観光資源を発掘・開発・ＰＲし、知名度を高めます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

観光推進事業
本市の歴史や芸術・文化の
発信により観光を振興する

新型コロナウイルス感染症
の影響により一時活動が停
滞したが、観光協会と連携
しながら広告掲載等新たな
取り組みを実施することが
できた。また、ワークショップ
等を開催することにより、黒
川のまちづくりについて支
援を行うことができた。

　計画期間の途中から、新型コロナウ
イルス感染症の影響により観光振興
に関する活動が停滞し、観光資源のＰ
Ｒが充分に出来なかった。

川西市黒川里山センターの指定
管理者選定を行い、地域住民や新
たな担い手が活動しやすい運営を
指定管理者とともに考える必要が
ある。

　本市の歴史や文化、自然、イベントな
どの観光資源をさまざまなPR媒体を活
用しながら効果的に発信する。また、
川西市黒川里山センターの令和５年度
中の運用開始に向けて整備を進めて
いく。

イベント支援事業
歴史的・文化的資源を活用
し、「川西」を広くPRする。

新型コロナウイルス感染症
感染拡大のため、イベント
が中止となったが、次回開
催へ向けた検討を行ったこ
とで、今後更なるPRや市の
認知度向上が期待できる結
果となった。

　計画期間中、清和源氏まつりは新型
コロナウイルス感染症の影響により中
止となった時期もあったが、更なるPR
と市の認知度を向上させるための検討
を十分に行うことができた。

川西おもろ能については、実行委
員会形式での事業を廃止したもの
の、周年事業などの機会に実施で
きないか検討する必要がある。

　清和源氏まつりは、名称を改称し、会
場を川西能勢口周辺へ移すことで、清
和源氏発祥の地をPRし、より市民に親
しまれるイベントとして開催する。川西
おもろ能は、周年事業などの機会に実
施できないか検討を行う。

知明湖キャンプ場管理運営事業

野外における活動を通じ
て、健全な心身を養うととも
に、観光の推進に資する

冬季の利用やモビホの活用
などを実施し、多様化する

ニーズに対応した。

　利用者のニーズに対応した運営を行
うため、試行的に冬季のキャンプ場の
利用に取り組むとともに、１年間を通し
て楽しめる環境を整えるとともに、収益
構造を向上させるため、利用料金の改
定を行った。

場内の施設が老朽化しており、修
繕等の対策が必要となっている。

　令和５年度からの新たな指定管理者
の選定に合わせて、通年利用を導入
する。また、利用者のニーズに合った
キャンプ場運営について、指定管理者
と協議しながら進める。

知明湖活用推進事業
知明湖周辺の各施設の維持管
理を通じて一庫ダム湖周辺の

自然環境を保持する

施設の維持管理や自然環
境の保全に努め、ダム湖周
辺に多くの人に訪れて頂け
た。一方、施設の引継ぎ協
議を国や水資源機構と進め
るため、黒川地区のまちづく
りとの連携や今後の利活用
などの検討を始めた。

施設の維持管理と環境の保全に努め
てきた。今後、施設の利活用の検討や
費用対効果を精査し、引継ぎを進めて
いく。

国崎せせらぎ広場について、キャンプ
場の一体利用や観光資源としての施
設の価値を見定めたうえで、国、水資
源機構と引継ぎの協議を進めていく。

ダリヤ育成事業 ダリアを育成し黒川ダリヤ
園の知名度を高めることに
より、地域ににぎわいを増
やす

ダリヤ園は、地域の努力に
より里山にダリアが咲き誇
る観光施設として認知され
続けてきた。一方で、継続
性の課題は年々顕著化し、
地域と話し合った末に補助
金を終了することで同意が
得られた。今後は、地域に
根付いたダリアの育成が継
続される取り組みを模索し
ていく。

　ダリヤ園は、地域住民がダリアの育
成を通して協力し、例年多くの方が来
園する「にぎわい」の場としての役割を
担ってきた。一方で、地域団体の担い
手の高齢化などによる活動の継続が
困難となることが明らかになった。

　R4年度をもって補助金を終了する。
一方で、これまでの歴史的経過を踏ま
えて、どのように「ダリア」を未来へ引き
継いでいくかを模索していく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部文化・観光・

スポーツ課

定義 方向性

市民環境部文化・観光・

スポーツ課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・国際交流協会主催で千葉県香取市のサツマイ
モを販売するなど、姉妹都市交流をＰＲした。
その結果、香取市について聞いたことがあると
いう人は平成30年度と比較して約10ポイント
増加した。

担当課

兵庫県観光客動向調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・「清和源氏発祥の地　川西」や「日本一の里
山　黒川」など市内の観光について動画の作成
や雑誌を活用したＰＲを展開した。一方、新型
コロナウイルス感染症の影響を受け、期間中の
観光客入込数は減少したものの、Ｒ2年度と比
較して微増となった。

担当課

評価指標 傾向

1

姉妹都市である
香取市の名前を
聞いたことがあ
る市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・アフターコロナを見据えて、国内交流事業の
周知やＰＲ方法を見直し検討する。

評価指標 傾向

2
観光客入込数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・清和源氏発祥の地であることや、北部黒川地域
の豊かな自然環境など、本市固有の魅力を磨き
上げるとともに、市内外にその魅力を発信する
ことで、入込数の増加を図る必要がある。

22.1 20.6 

26.5 25.4 
30.3 

30.0 

0%

10%

20%

30%

40%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

姉妹都市である香取市の名前を聞いたことがある市民の割合

2,249
2,304

2,301

1,205 1,261

2,376

1,000千人

1,400千人

1,800千人

2,200千人

2,600千人

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

観光客入込数
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

文化関連団体について、補助金見
直しに伴う協議を各団体と進める
必要がある。

市民環境部　文化・観光・スポーツ課

川西市展については、出品点数向
上に向けて、出品意欲を高める新
たな取り組みを検討する必要があ
る。

みつなかホールは、建築年数が27
年を経過し、施設や設備の老朽化
も進んでいるため、計画的な修繕
を行い適切な維持管理を行う必要
がある。

市民環境部　文化・観光・スポーツ課

学校プール開放事業は、近年熱
中症の危険性の高まりに加えて監
視員の人員不足などの課題があ
る。

市民環境部　文化・観光・スポーツ課

川西一庫ダム周遊マラソン大会に
ついては、事業再検証により指摘
のあった同大会の役割について、
改めて検討する必要がある。また
新型コロナウイルス感染症感染拡
大防止の対策が必須である。

新型コロナウイルス感染症による
活動の制限が緩和され人々の活
動が再開される中で、活動の場の
提供などの支援が必要となる。

市民環境部　文化・観光・スポーツ課

スポーツ協会及びスポーツ少年団
について、補助金及び事務局機能
見直しに伴い今後の支援方法に
ついて、各団体と協議を進める必
要がある。

総合体育館や温水プールは建築
年数が３０年以上経過し老朽化が
著しいため、計画外の緊急・突発
的修繕が増加し、維持管理経費
が増える傾向にある。

市民環境部　文化・観光・スポーツ課

東久代運動公園内不法占用に係
る行政代執行について、不法占有
者に対し費用の請求を行い、債権
を回収する必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 16 文化・スポーツを通して、市民が輝く環境づくりを進めます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

文化振興事業
芸術文化の振興及び市民
の芸術文化活動を支援する

新型コロナウイルス感染症
の影響により活動が制限さ
れたこともあり、目標値を達
成するに至らなかった。
一方で、令和2年度比較す
るとみつなかホールの自主
事業に係る入場者数やその
他施設の利用率は微増傾
向にあり、引き続き、事業を
進めていく必要がある。

　みつなかホールで実施される自主事
業の入場者数については、最高値が
平成30年度の7,835人に留まり目標値
には届かなかった。今後はwithコロナ
の社会と共存しながら、様々なニーズ
に対応した幅広い事業を展開する。

ギャラリーかわにしについては、利
用者の高齢化、固定化が進んで
いることから新たな運営方法の検
討が必要である。

　文化関連団体と補助金のあり方につ
いて協議を進める。
　川西市展の出品点数向上に向けて、
出品者の付加価値となるよう、過去の
入賞者による特別展示会の開催など、
新たな事業展開に向けて取り組みを
進める。

芸術文化施設維持管理事業

芸術文化施設を効果的・効
率的に管理・運営する

利用者が安心安全に施設
が利用できるよう、適切な管
理運営を行った。

　利用者が安心安全に施設が利用で
きるよう、管理運営と維持管理を行っ
た。新型コロナウイルス感染症の影響
により、中止となった事業があるもの
の、多くの利用者に芸術文化の鑑賞
機会を提供した。　

施設を安心して利用いただくた
め、引き続き新型コロナウイルス
感染症の感染対策を徹底して行
う。 　引き続き新型コロナウイルス感染症

の感染対策に努めながら、安心して利
用できる施設環境の維持に努める。
　みつなかホールは、市公共施設等総
合管理計画に基づき適正な維持管理
を継続する。

生涯スポーツ推進事業

生涯を通じてスポーツに親
しめる環境づくりを進める

昨今の少子高齢化や新型
コロナウイルス感染症によ
る活動の制限によりスポー
ツクラブ21の会員数の減少
が進む中、各クラブの活動
の情報共有などを行い、市
民のスポーツ活動への動機
付けを行った。

　昨今の少子高齢化や新型コロナウイ
ルス感染症による活動の制限によりス
ポーツクラブ21の会員数の減少が進
む中、各クラブの活動の情報共有など
を行い、市民のスポーツ活動への動
機付けを行った。

「スポーツクラブ21ひょうご」は、高
齢化により事務局運営が困難な
地域もあるため、各クラブ間での
情報共有を図りつつ、県と協議し
ながら対応策を検討する必要があ
る。

　学校プール開放事業は、今後も継続
して安全に実施する方法について地
域コミュニティ団体と協議していく。「ス
ポーツクラブ21ひょうご」は、各クラブ
の掲げる課題案を共有し、今後も継続
して実施できる方法を検討する。川西
一庫ダム周遊マラソン大会は、同大会
の今後のあり方について検討する。

競技スポーツ推進事業
スポーツ団体の自主活動を
支援し、団体を育成するとと
もに競技力を向上させる

昨今の少子高齢化や新型
コロナウイルス感染症によ
る活動の制限により各団体
の会員数の減少が進む中、
競技団体の活動への支援
を行うとともに、広報誌等を
活用し、各種団体の活動の
PRを行うことで市民のス
ポーツ活動への動機付けを
行った。

　昨今の少子高齢化や新型コロナウイ
ルス感染症による活動の制限により
各団体の会員数の減少が進む中、競
技団体の活動への支援を行うととも
に、広報誌等を活用し、各種団体の活
動のPRを行うことで市民のスポーツ活
動への動機付けを行った。

スポーツ協会及びスポーツ少年団
の会員数が経年的に減少傾向に
ある。 　市広報やマスコミだけでなく、デジタ

ルサイネージ活用を検討することで、
個人や団体の活躍のさらなる周知を
図る。
　市民が気軽に行えるスポーツの普及
により、各種団体の会員数の増加を図
る。

スポーツ施設管理運営事業

社会体育施設及び東久代
運動公園を適切に維持管
理・運営する

修繕を計画的に実施するこ
とにより、修繕に伴う施設の
閉館を避け、緊急・突発的
修繕等についても、施設運
営事業者と連携を図り、速
やかに対処することで、利
用者が快適に利用できる環
境づくりに努めた。

　修繕を計画的に実施することにより、
修繕に伴う施設の閉館を避け、緊急・
突発的修繕等についても、施設運営
事業者と連携を図り、速やかに対処す
ることで、利用者が快適に利用できる
環境づくりに努めた。

施設内での新型コロナウィルス感
染症感染防止対策を引き続き行
い、利用者が安心してスポーツが
できる環境を維持する必要があ
る。 　施設の老朽化に伴う修繕を計画的に

実施するとともに、緊急・突発的修繕
等についても機動的に対応できるよう
各施設運営事業者と連携して進める。
また、総合体育館における空調設備
の設置をはじめ、快適なスポーツ環境
づくりに努める。

第５次総合計画総括資料

制限下にあっても市民からの利用
希望は多いため、感染防止に留
意したうえで、利用について市民
の理解を得ながら進めていく必要
がある。

市民環境部　アステ市民プラザ

施設を安心して利用していただく
ため、引き続き徹底した新型コロ
ナウイルス感染症対策を行う必要
がある。

市民環境部　文化・観光・スポーツ課

アステ市民プラザ運営事業 文化的活動や交流の場を
提供するなど市民生活の向
上やにぎわいのあるまちづ
くりに寄与する

利用の少ない貸室の有効
利用として、土日祝日に自
習室としての利用を実施、
従来の利用者層以外の利
用者の開拓につながった。
反面、新型コロナウイルス
の流行により施設提供の機
会が著しく失われたが、コロ
ナワクチンの接種会場とし
て使用することで市民の安
心・安全の確保するという公
的施設としての役割を果た
した。

　利用率向上を目指すだけでなく、コロ
ナウイルス感染拡大防止を念頭に安
心・安全に使用できる貸室事業を維持
する必要がある。

アステギャラリーの使用範囲を見
直したことで、新たな需要を確保
する必要がある。

　貸室の利用に際しての利用者の
ニーズに対応することや、利用率の低
い夜間の利用を積極的にPRすること
で、施設利用率の向上に努める。

キセラ川西プラザ運営事業
キセラ川西プラザの効率的
な管理・運営により、市民
サービスの向上を図る

キセラ川西プラザの管理運
営については、開業以降適
切に行われている。
エリアマネジメント事業や自
主事業においては、周辺事
業者と連携し、施設周辺の
にぎわい創出につながる取
組がなされている。

　平成30年度に開業して以降、適切な
貸館運営を行った。計画期間中に新
型コロナウイルス感染症の影響があっ
たものの、エリアマネジメント事業や自
主事業を通じて、施設周辺のにぎわい
創出につながる取り組みを行った。PFI事業者に求めているキセラ川

西プラザ周辺のまちづくり（エリア
マネジメント業務）を推進するた
め、市や関係団体等との連携協力
が必要である。

　キセラ川西プラザ周辺のまちづくり
(エリアマネジメント業務)を推進するた
め、引き続き市や関係団体と連携しな
がら事業を進める。また、更なるにぎ
わい創出に向けて周辺事業者との連
携した事業展開を図る。
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定義 方向性

市民環境部文化・観光・スポーツ課

定義 方向性

市民環境部文化・観光・

スポーツ課

定義 方向性

市民環境部文化・観光・

スポーツ課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウィルス感染症の影響により、スポー
ツ推進事業が実施できていないこともあり、継続し
てスポーツをしている市民の割合は減少している。

担当課

各クラブの総会資料より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・計画期間の途中から新型コロナウイルス感染症の
影響を受け、様々な活動が制限される中で、地域に
おけるスポーツ振興を図ることができなかったた
め、会員数は目標値6,100人を下回る4,810人となっ
た。

担当課

川西市文化・スポーツ振興財団集計より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・多くの利用者に芸術文化の鑑賞機会を提供した結
果、令和2年度と比較して入場者数は37.9％増加もの
の、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止
となった事業もあり、目標値に満たない結果となっ
た。

担当課

評価指標 傾向

1

過去１年間に継
続してスポーツ
をした市民の割
合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に対応し
つつ、カローリングやスローイングビンゴ、モルッ
クなど誰もが親しむことのできる新しいスポーツの
要素を取り入れながら、市全体のスポーツ振興を図
る。

評価指標 傾向

2
市内のスポーツ
クラブ21会員数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・会員の高齢化や、新型コロナウイルス感染症の影
響により会員が減少する中で、各クラブの課題など
の情報共有を行い、各クラブの取組みを支援すると
ともに、市としての支援策を検討する。

評価指標 傾向

3

キセラホール・
みつなかホール
で実施される自
主事業の入場者
数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・今後も市民に芸術文化の鑑賞機会を提供し、入場
者数の増加をめざすため、中止していた事業の再開
や新たな企画の実施を検討する必要がある。
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【事業一覧】

ウィズコロナにおける行事等の継
続・再開をすすめていく必要があ
る。

健康医療部 保健・医療政策課
健康医療部 保健センター・予防歯科センター

特に胃がん検診を受託している医
療機関が少ないため、市医師会と
協力し受託医療機関の拡大に努
める必要がある。

健康医療部 保健・医療政策課
健康医療部 保健センター・予防歯科センター

令和4年4月から子宮頸がんワク
チンの定期接種の積極的勧奨が
再開となり、差し控えられていた対
象者及び定期接種対象者に対し
て、接種率向上に努める必要があ
る。

健康医療部 保健・医療政策課
健康医療部 保健センター・予防歯科センター

新型コロナワクチン接種は年代が
下がるほど接種率が低くなってい
るため、広報等を用いて接種勧奨
を行う必要がある。

新型コロナウイルス感染症対策を
十分に行いながら、安心して受診
できる環境を維持する必要があ
る。

健康医療部 保健センター・予防歯科センター

総合医療センターの開設に伴い、
今後の保健センターにおける検診
や人間ドックの実施体制を引き続
き検討する必要がある。

硬いものが噛みにくい、むせやす
い等の口腔機能の変化は65歳以
上で顕著になるため、その手前の
世代への啓発方法についての検
討が必要である。

健康医療部 保健センター・予防歯科センター

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 17 生活習慣病の予防をはじめ、市民の健康づくりを推進します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

健康づくり推進事業 健康に関する市民意識の
醸成と、正しい知識の普及・
啓発及び保健医療サービ
スの向上を図る

新型コロナウイルス感染症
の影響下で十分な活動が
できなかったが、市民実感
調査の結果を踏まえ、効果
的な健康施策を行えば、健
康づくりに意識的に取り組
む割合が増加する可能性
がある。

　新型コロナウイルス感染症の影響下
でも健康づくりの推進に継続して取り
組んだ結果、健康づくりに意識的に取
り組んでいる市民の割合が毎年同等
の割合を維持している。

より多くの市民が健康づくりに取り
組み、運動習慣化できるよう継続
的な働きかけを行う必要がある。

　健幸マイレージ事業については、持
続可能な仕組みが構築できなかった
ため令和４年度で終了する。
　今後の健康施策については、地域で
活動している団体やグループなどの利
用促進による個々への健康づくりの推
進について検討していく。

保健対策事業

疾病の早期発見と重症化
予防を図る

健康教育、相談を通じて健
診を定期的に受診すること
の大切さを伝えることができ
た。また、胃がん検診(バリ
ウム・内視鏡)を個別医療機
関に委託したことにより、受
診者の利便性の向上を図
ることができた。
新型コロナウイルス感染症
による受診控えが懸念され
たものの、個別医療機関で
のしっかりした感染症対策
等により大きな受診者減に
はつながらなかった。

　胃がん検診(バリウム・内視鏡)を個
別医療機関での実施を始めたことで
受診機会の拡充につながった。また、
受託医療機関が新型コロナウイルス
感染症対策をしっかり講じたことから、
がん検診の受診者数が大幅に減少せ
ず行えた。

受診者増に向けて、無関心層へ
の周知方法について検討していく
必要がある。
また、コロナ禍においても検診等
の重要性を市民に啓発していく必
要がある。

　受診者数の増加に向けて、市医師
会と連携し受託医療機関を確保すると
ともに、がん検診の周知方法について
検討していく必要がある。

予防事業
感染症の発生を予防し、ま
ん延防止を行う

定期接種が受けられる環境
を整え、予防接種法第8条
に基づき対象者に対し、法
廷の予防接種を勧奨し、感
染症の発生の予防及びま
ん延防止に務めた。
新型コロナウイルス感染症
への対応として、ワクチン接
種や自宅療養者への安全
と不安軽減に務めた。

　国の制度に基づき定期接種が受け
られる環境を整え、接種勧奨をするこ
とで接種率の向上に努め、接種率が
概ね8割以上となったが、日本脳炎や
DT第2期は低下した。

新型コロナウイルス感染症への対
応は、終わりが見えない状況の中
で実施体制等、様々な内容を検討
する必要がある。 　A類の定期接種のうち特に接種率が

低いものの接種勧奨に工夫をする。
　新型コロナワクチン接種について
は、国の方針に基づき、市医師会等と
連携しながら、引き続き安全かつ円滑
な実施に努める。

健康診査事業

疾病の早期発見と重症化
予防を図る

子宮・乳がん検診受診の無
料クーポン券の発行や5大
がん検診受診の個別勧奨
を実施しがん等の早期発見
や早期治療に繋がるよう取
り組んだ。
また、インターネットによる
24時間の検診受付体制を
本格的に導入するなど利便
性の向上を図った。

　人間ドックでは、オプション検査とし
て胃内視鏡検査を開始し、子宮・乳が
ん検診受診の無料クーポン券の発行
や5大がん検診の検診受診にかかる
個別勧奨を行うとともに、日曜検診を1
回増やして実施するようにした。また、
インターネットによる24時間の検診受
付体制を本格的に導入し、受診の促
進と受診環境の整備に通り組んだ。

受診者増に向けて、無関心層へ
の周知方法について検討していく
必要がある。また、コロナ禍におい
ても検診やその後の精密検査等
の重要性を市民に啓発していく必
要がある。

歯科保健推進事業 ライフステージに沿った歯
科保健事業を実施し、口腔
の健康から市民の健康増
進を図る

単にむし歯や歯周病がない
というだけでなく、乳幼児か
ら高齢者まで、口腔機能や
全身の健康に着目した視点
で事業を行うことができた。

　かかりつけ歯科医院を持つことの
きっかけとなる歯科健診、歯科保健指
導を行った。
　むし歯のない３歳児を増やすことを
目標に、継続した歯科保健指導の実
施に努める。

　生涯を通した口腔の健康のために、
歯科健診の充実を図るとともに、かか
りつけ歯科医を持つことの啓発に努め
る。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

健康医療部保
健センター・予
防歯科セン
ター

定義 方向性

健康医療部保
健センター・予
防歯科セン
ター

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響下でも
健康づくりの各種事業を継続して実施する
ことで、目標には到達していないものの、
昨年度と同等の割合を維持した。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・定期歯科健診の勧奨や、重要性について
の啓発、またマスク生活のお口の健康への
影響等について機会あるごとに啓発するこ
とで、長引く新型コロナウイルス感染症の
影響の中、以前の水準に戻ってきた。

担当課

評価指標 傾向

1

健康づくりに意
識的に取り組ん
でいる市民の割
合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・ウィズコロナにおける行事等の継続・再
開を進め、より多くの市民が運動習慣化で
きるよう継続的な働きかけを行う必要があ
る。

評価指標 傾向

2

定期的に歯の健
診を受けている
市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・従来の「かかりつけ歯科医を持つこと」
や「定期歯科健診の重要性」に加え、8020
の推進を図るため、受診不安を解消する情
報や、セルフケア方法なども発信する必要
がある。

67.6 
73.5 71.9 71.8 72.2 

80.0 

50%

60%

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

健康づくりに意識的に取り組んでいる

市民の割合

45.5 46.4 
49.9 

45.6 
49.6 

50.0 

20%

30%

40%

50%

60%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

定期的に歯の健診を受けている市民の割合
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第５次総合計画総括資料

定義 方向性

健康医療部保
健センター・予
防歯科セン

定義 方向性

健康医療部保
健センター・予
防歯科セン
ター

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・コロナ禍で家族以外の人と食べる機会が
減り、食事をすることがを楽しいと思う機
会が限られたことが、割合が一定で推移し
た要因の一つと考えられる。

担当課

３歳児健康診査でむし歯が確認されなかった子どもの割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・おうち時間の増加で、間食回数が増える
など、むし歯リスクが高くなることが懸念
されたが、定期歯科健診の重要性や、むし
歯リスク対策など、啓発事業を継続して行
うことで、目標に近づくことができた。

担当課

評価指標 傾向

3

「食事をするこ
とが楽しい」と
思う市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・食事をすることが楽しいと思える機会を
市民が持てるよう、幅広い世代に食育の情
報発信を充実させていく。

評価指標 傾向

4

むし歯のない３
歳児の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・むし歯のない３歳児の割合の増加に加
え、ひとり当たりのむし歯数が増えないよ
うに、量・質ともに口腔内環境の改善を目
指した、低年齢からの働きかけを今後も行
う。

60.8 
64.7 55.9 59.1 58.8 

80.0 

50%

60%

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

「食事をすることが楽しい」と思う市民の割合

89.4 88.9 
92.5 

89.7 91.2 

95.0 

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

むし歯のない３歳児の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

人間ドック助成事業に関して、今
後広域連合からの補助が縮小さ
れていく中で、制度の見直しが必
要である。

健康医療部 医療助成・年金課

８月末の市立川西病院閉院後、速
やかに応急診療機能の移転に向
けて、準備を進める必要がある。

健康医療部 保健センター・予防歯科センター

兵庫県や近隣市町と連携し、限ら
れた医療資源を活用し、救急医療
体制の維持に努めていく必要があ
る。

健康医療部 保健・医療政策課

要介護高齢者、障がい者（児）、休
日歯科応急の歯科診療について
は、各受診者数等の状況に応じた
診療体制を検討する必要がある。

健康医療部 保健センター・予防歯科センター

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 18 安心して医療が受けられる環境の整備に努めます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

後期高齢者健康診査助成事業
後期高齢者の健康保持・増
進に寄与する

後期高齢者に対する健康
診査をおこなうことで、疾病
を早期に発見し重症化を予
防するとともに、適切な医療
に結び付けることができたこ
とは評価できる。

　高齢者に対するサービスを提供する
という観点においては、寄与できたと
考える。

市民の利便性向上のため、事務
手続きの簡素化、システム化の研
究を進める必要がある。

　後期高齢者の健康診査事業につい
ては、被保険者である広域連合が決
めるべきものであると考える。市として
は基本的には広域連合の方針に沿っ
た補助を継続していく。
　一方で近隣他市町の状況を確認して
いくとともに、必要なことに関しては国
や県に対して要望していく。

応急診療所運営事業

市民が休日に内科診療を
受けられる環境を確保する

休日に応急診療所（内科）
を実施し、急病時などにお
ける医療体制を整えること
ができた。医師による電話
医療相談の実施において
は、新型コロナウイルス感
染症の拡大時の市民の不
安軽減を図ることができた。

　市医師会の協力のもと、休日の内科
応急診療の体制を維持した。また、新
型コロナウイルス感染症対策として、
医師による電話医療相談を実施した。

　令和4年9月からの閉院後の市立川
西病院跡での休日内科診療及び平日
の内科・小児科の診療の実施に向け
て、地域医療連携推進法人の協力の
もと準備を進める。

救急医療対策事業
小児科等の救急医療環境
を確保する

　兵庫県、近隣市町と連携
を図りながら、阪神北圏域
での救急医療体制を確保で
きた。

　兵庫県、近隣市町と連携を図りなが
ら、阪神北圏域での救急医療体制を
確保した。

新型コロナウイルス感染症の影響
により阪神北こども急病センター
の受診者数が減少し、診療報酬が
減少しているため、運営費におけ
る市町の負担金が増加している。 　引き続き、兵庫県、近隣市町と連携

を図りながら、阪神圏域での救急医療
体制を確保に努める。川西市立総合
医療センターが９月に開院することか
ら救急医療の充実が見込まれる。

歯科診療事業
一般の歯科医院で受診困
難な歯科診療の機会を提
供する

一般の歯科医院で対応しに
くい要介護高齢者、障がい
者（児）、休日歯科応急診療
について、診療機器の充実
と、感染対策の整備により、
安心安全な歯科診療体制
を提供することができた。

　施設移転を契機に、歯科用レントゲ
ンのデジタル化等診療設備の充実と、
さらに新型コロナ感染防止対策の一環
として、口腔外バキュームの増設等
で、精度や利便性が高く、より安全な
診療環境を整えられた。

　一般の歯科医院では対応しにくい要
介護高齢者、障がい者(児）、休日歯科
応急の診療体制について、市歯科医
師会と調整しながら見直しを進める。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

健康医療部保健・医療政策課

定義 方向性

健康医療部保健・医療政策課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・市医師会や市歯科医師会等と連携し、市
内の医療環境の充実を図ることで、一定の
水準を保つことができたが、新型コロナウ
イルス感染症の影響もあり目標に達するこ
とができなかった。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・市医師会や市歯科医師会等と連携し、か
かりつけ医の必要性について啓発に努めて
きたが、新型コロナウイルス感染症による
受診控えなどが影響し、やや低下した。

担当課

評価指標 傾向

1

市内の医療環境
に満足している
市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・市医師会や市歯科医師会等との連携を密
に進めていくとともに、地域医療連携推進
法人を活用し、病院と診療所の役割の最適
化と連携の強化をより推進する必要があ
る。

評価指標 傾向

2

かかりつけ医を
持っている市民
の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・高齢者については高い水準で推移してい
るものの、その他の年代では目標に満たな
い水準となっているため、高齢者以外への
働きかけについて検討する必要がある。

48.3 

53.4 52.6 
54.6 

53.3 

60.0 

40%

45%

50%

55%

60%

65%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

市内の医療環境に満足している市民の割合

66.7 

70.7 70.2 

64.7 64.6 

75.0 

60%

65%

70%

75%

80%

85%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

かかりつけ医を持っている市民の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

令和4年9月の総合医療センター
への移転にあたっては、2病院の
患者を移送し医療機器等を一斉に
移動することとなるため、事故のな
いよう綿密な引っ越し計画を策定
し、新病院の運営に支障が出ない
よう取り組む必要がある。

健康医療部 保健・医療政策課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 19 市立川西病院において良質な医療を提供するとともに、あり方を検討します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

病院改革推進事業
安全・安心で良質な医療を
提供するため、病院事業の
安定した経営に向けて支援
する

１．直営時に毎年10億円以
上行われてきた市からの繰
入金は、市立川西病院の除
却費を除いて削減すること
ができた。
２．病院の診療機能におい
ても、指定管理者制度導入
後に4北病棟の休棟や看護
基準の7対1から10対1への
変更があったが、令和2年
11月に病棟を再開、令和3
年10月から看護基準を回復
した。
また、コロナ禍においても感
染対策を適切に行い、診療
機能の低下を招くことなく公
立病院としての役割を果た
した。
３．新病院建設については、
スケジュール通り実施でき
た。

・指定管理者制度導入後に4北病棟の
休棟や看護基準の7対1から10対1へ
の変更があったが、令和2年11月に病
棟を再開、令和3年10月から看護基準
の回復が図られた。また、新型コロナ
ウイルス感染症にも適切に対処し、公
立病院としての役割を果たした。
・新病院建設については、スケジュー
ル通り実施できた。

　令和4年9月に市立川西病院は、総
合医療センターとして生まれ変わる。
市民の信頼を得るため、小児・周産
期・救急医療などの政策医療を担うと
ともに安定した経営を続けていくことが
求められることから、モニタリング等を
通して指定管理者との良好な関係を
築いていく。また、長期修繕計画につ
いて、指定管理者と協議していく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

健康医療部保健・医療政策課

定義 方向性

健康医療部保健・医療政策課

定義 方向性

健康医療部保健・医療政策課

【施策評価指標】

外来患者アンケートより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・患者満足度は年度により変動がある。指
定管理者
制度へ移行後も開業医との連携強化、職員
の接遇
改善などを行ってきたことから、今年度に
ついては医師・看護師、医療技術者、受付
職員に対する満足度が改善している。

担当課

経常収益（医業収益＋医業外収益）÷
経常費用（医業費用＋医業外費用）

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・病院事業は、指定管理者制度の導入に伴
い、経常経費を市からの繰入金等で賄って
おり、目標値を達成できる構造となってい
る。

担当課

一日平均入院患者数÷稼働病床数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の拡大に対応するため
休床していた病床を稼働させ、感染症専用の病棟を2
病棟設置した。この結果、一般の入院患者の受入れ
数が減少するとともに、分母となる稼働病床数が増
加したため、昨年度と比較して病床利用率は低下し
た。

担当課

評価指標 傾向

1
患者満足度

目標達成
に向けた
今後の課
題

・令和4年9月に総合医療センターが開院
し、施設や設備は新たに更新されることか
ら、積極的に市民にPRすることにより、
患者満足度の改善を図っていく。

評価指標 傾向

2
経常収支比率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・上記のとおり、目標は達成できる。

評価指標 傾向

3

病床利用率（稼
働病床比）

目標達成
に向けた
今後の課
題

・令和4年9月に開院する総合医療センターでは、開
院初年度における平均病床利用率70％を目標値とし
て設定している。目標を達成するためにも、重症系
病床の整備や全室個室の特徴を活かしたベッドコン
トロールを行う必要がある。
市としても安心安全な病院であることを広報誌及び
ホームページを通してＰＲしていく。

59.4 

66.7 

69.3 

66.1 67.5 

70.0 

50%

60%

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

患者満足度
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基準値 Ｒ1 Ｒ3

経常収支比率

81.7 

66.7 
63.5 62.0 

51.6 

83.0 

45%

55%

65%

75%

85%

95%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

病床利用率（稼働病床比）
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第５次総合計画総括資料

定義 方向性

健康医療部保健・医療政策課

定義 方向性

健康医療部保健・医療政策課

職員給与費÷医業収益

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和2年度からは、職員給与費は一般会
計で負担
しているため職員給与費医業収益比率は皆
減と
なった。

担当課

資金の不足額÷事業の規模

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・市からの資金不足解消に係る繰入金が増額に
なったこと等により、資金不足額が減少すると
ともに、分母である病院の事業収益が外来患者
数の増に伴い増額となったことから、資金不足
比率が改善した。

担当課

評価指標 傾向

4

職員給与費医業
収益比率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・上記のとおり、今後数値は計上されな
い。

評価指標 傾向

5
資金不足比率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・令和4年度に、消費税及び地方消費税の還付
金
により資金不足は解消する見込みである。
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

民生委員・児童委員等の業務が
複雑化・多様化する中で、定年延
長や女性の社会進出により民生
委員・児童委員の担い手が不足し
ている。

福祉部 地域福祉課

個別避難計画については、作成地
域が一部にとどまっているため、
地域、福祉専門職、福祉・防災部
局が連携して実効性のある個別避
難計画を全地域に広めていくこと
が必要である。

福祉部 地域福祉課

借受人の高齢化や生活困窮によ
り償還額の減少が見込まれる。

福祉部 地域福祉課
償還期限到来後の貸付金の取り
扱いについて検討する必要があ
る。

福祉ボランティア活動の新たな担
い手を増やしていく必要がある。ま
た、福祉ボランティアへのニーズ
や現在の活動状況の分析が必要
である。

福祉部 地域福祉課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 20 地域福祉活動の支援と促進を図ります

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

民生児童委員活動事業 地域の福祉力の向上に向
けて、民生委員・児童委員
等の資質向上や活動を支
援する

地域における福祉課題が多
様化・複雑化が進む中で、
民生委員・児童委員の資質
向上は重要であり、その支
援を行っている。また自治
会・コミュニティなどととも
に、民生委員・児童委員の
候補者選出に向けた取り組
みを継続するとともに、その
活動を支援していく。

　地域のつながりが希薄化し民生委
員・児童委員の役割は一層重要なもの
となっている。新型コロナウイルス感染
症の影響により活動が制限されたが、
電話相談の実施やオンラインの活用な
ど、新たな取り組みを進めることができ
た。

民生委員・児童委員の役割を再確
認するとともに、負担軽減策の検
討や人材確保にかかる効果的な
周知・啓発を行う必要がある。

　令和4年度一斉改選に際し、候補者
向けパンフレットの作成や福祉制度に
関する研修会の強化など、民生委員・
児童委員の負担軽減を図り、欠員地
区の解消をめざす。自治会・コミュニ
ティや福祉委員会などと候補者選出に
向けた取り組みを継続する。

地域福祉計画推進事業
川西市地域福祉計画を推
進する

・第5期地域福祉計画に基
づき、進捗管理を行いなが
ら事業を進めることができ
た。
・地域の関係者へ避難行動
要支援者名簿を毎年配付
し、また地域と福祉専門職
が連携し個別避難計画を策
定するなど、避難行動要支
援者を支援する取り組みが
できた。

　第5期地域福祉計画での成果や課題
を踏まえ、第6期地域福祉計画の策定
に取り組む。避難行動要支援者支援
対策については、個別避難計画の作
成地域を広げ、地域、福祉専門職、福
祉・防災部局が連携して進めていく。

災害援護資金管理事業
阪神・淡路大震災における
災害援護資金貸付金の償
還を指導する

未償還の借受人（または、
その相続人）に対し資産調
査を行い、また償還指導及
び戸別訪問を行うことで償
還を進め、償還率は98.05％
となった。

　令和元年度に災害援護資金の貸し
付けに係る保証債権の放棄及び災害
援護資金の支給に関する条例の改正
を行った。また、破産・民事再生の借
受人（または、その相続人）の職権免
除処理を行ったことで、免除となる件
数が増加した。

所在不明で徴収困難な借受人に
対する免除要件の拡大を国・県に
要望していく。

　令和４年度末の償還期限に向けて、
借受人の所得・資産要件の調査を行
い、償還免除可能な貸付については、
順次償還免除手続きを進めていく。償
還期限到来後の貸付金の取り扱いに
ついて、県や阪神間各市と調整してい
く。

地域福祉活動支援事業
地域福祉活動の推進及び
活性化を図り、活動を支援
する

川西市社会福祉協議会、地
区福祉委員会などの関係
機関や、民生委員・児童委
員と連携しながら、地域福
祉活動の支援と促進を図っ
た。また、「成年後見支援セ
ンター＂かけはし＂」を中心
として、成年後見制度に関
する相談や市民後見人の
養成などに取り組み、福祉
に関する総合的な相談体制
の充実を図った。

　川西市社会福祉協議会、地区福祉
委員会や民生委員・児童委員などと連
携し、地域福祉活動の支援と促進を
図った。また、成年後見制度利用促進
に向け、川西市社会福祉協議会と協
働して制度の周知と相談、市民後見人
の養成に取り組んだ。

川西市社会福祉協議会への補助
金の効果検証を行うとともに、組
織のあり方について川西市社会福
祉協議会と協議する必要がある。

・災害ボランティアセンターマニュアル
を改訂するとともに、福祉ボランティア
活動の担い手の増加に向けた検討を
行う。
・川西市社会福祉協議会について、多
様な福祉ニーズに対応し、地域福祉推
進の中核としての役割を担えるよう市
と協働した取り組みを進めていく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

福祉部地域福祉課

定義 方向性

福祉部地域福祉課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・民生委員・児童委員による継続した見守り活動
や、「川西市見守り協力事業者ネットワーク事業」
の実施により、見守り体制の充実を図っているが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、民生委
員・児童委員の高齢者宅訪問の自粛等の影響によ
り、目標は達成できていない。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・市社会福祉協議会ボランティア活動センターへの
継続的な補助及び市社会福祉協議会を通じた地区福
祉委員会等への支援を通じてボランティア活動の活
性化を図っているが、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響によりボランティア活動が制限されたこと
もあり、目標は達成できていない。

担当課

評価指標 傾向

1

「地域で高齢者
や障がい者・児
童などを見守
り、支援する仕
組みができてい
る」と思う市民
の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・民生委員・児童委員による継続した見守り活動、
「川西市見守り協力事業者ネットワーク事業」の周
知や協定先事業者数の拡充等を通して、情報を共有
し、自主的な地域福祉活動や見守り体制の充実を図
る。

評価指標 傾向

2

福祉ボランティ
ア活動に参加し
たことがある市
民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・ボランティア活動は特別な活動ではなく、自分の
できるときに、できることを、無理のない範囲で行
うものであるという意識を広め、より幅広い世代の
市民の自発的な活動への参加を促す必要がある。
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

高齢期移行者の経済的負担の軽
減を図ることを目的に、持続的で
安定した制度として維持していく必
要がある。

健康医療部 医療助成・年金課

高齢化が進んでおり、高齢者が自
宅で生活する中で、現在の事業が
ニーズに合っているのかを再検証
しながら今後サービス内容を考案
する必要がある。

福祉部 地域福祉課

養護老人ホーム満寿荘は、建設
から35年以上経過し、老朽化が著
しく、今後も修繕費の増加が見込
まれる。

福祉部 地域福祉課

地域密着型特別養護老人ホーム
については、特別養護老人ホーム
が整備されていない緑台中学校区
に整備することを念頭に募集して
いたが、十分な広さの土地が確保
できないなど整備が進まなかっ
た。

福祉部 介護保険課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 21 高齢者に必要なサービスを提供するとともに、要介護状態を予防・改善します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

高齢期移行医療扶助事業
高齢者が医療を受けやす
い環境を作る

本事業は65歳から69歳にお
ける特別な配慮が必要な人
への医療費助成事業であ
り、対象者の経済的負担軽
減に寄与できたことは評価
できる。

　対象者は限定的だが、低所得の高
齢者に対する経済的負担軽減に寄与
した。

市民の利便性向上のため、事務
手続きの簡素化、システム化の研
究を進める必要がある。

　今後も県制度に基づき事業を継続し
ていく。

在宅高齢者支援事業
高齢者の在宅生活を支援
する

令和2年度は新型コロナウ
イルス感染症の影響を受
け、各事業の利用者数は減
少。令和3年度は前年度比
で利用者数、利用回数共に
微増し新型コロナウイルス
感染症の影響を受ける前の
水準に戻りつつある。

・利用者数の減少等で、日常生活用具
の給付・貸与事業と寝たきり高齢者等
訪問理美容サービス事業を廃止した。
・高齢化が進展している中で、高齢者
が住み慣れた地域で安心して生活が
できるよう支援を行った。

住宅改造費助成事業の一般型
は、県の補助金が令和3年度で廃
止となった為、今後の事業の実施
方法を検討する必要がある。 　住宅改造費助成事業一般型は令和4

年度は市単独で実施する。令和5年度
以降の住宅改造費助成事業一般型の
実施を含め、現在の事業内容を検証
し、高齢者が住み慣れた地域で安心し
て生活できる環境の整備を進める。

施設入所援護事業
施設入所措置をすることに
よって、老人の福祉を図る

介護保険制度の拡充によ
り、在宅生活の継続を希望
する高齢者が増加してお
り、養護老人ホーム満寿荘
の被措置者は近年減少傾
向にあるが、措置が必要で
あると判断した人を養護老
人ホームへ入所措置を行う
ことにより、安定した生活の
場所を提供することができ
た。

　介護保険制度の拡充により、在宅生
活の継続を希望する高齢者が増加し、
養護老人ホーム満寿荘の被措置者は
近年減少傾向にあるが、支援が必要
な人を養護老人ホームへ入所措置を
行うことで、安定した生活の場所を提
供することができた。

　引き続き、虐待や自立が困難な方な
ど、入所措置が必要な高齢者に対し、
適切な措置を行い、安定した生活の場
所の提供する。また、養護老人ホーム
については、他の老人福祉施設との統
合や、広域連携など、今後のあり方を
総合的に検討する。

老人福祉施設支援事業
老人福祉施設の整備に対し
て支援する

　介護保険事業計画に基づ
き地域密着型サービス施設
を整備することで、住み慣
れた地域で本人の気持ちを
最大限尊重した暮らしを続
けることができるよう、介護
サービスの安定的な提供体
制を確保することができた。
　しかしながら、一部整備で
きていないサービスもあり、
今後の課題としてとらえて
いる。

　後期基本計画期間内に地域密着型
特別養護老人ホームを1施設、小規模
多機能型居宅介護を2施設、看護小規
模多機能型居宅介護を1施設を整備
し、介護サービスの安定的な提供体制
を確保することができた。

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護については、利用者の確保な
ど事業の採算性の観点から整備
が進まなかった。 　整備が進まないサービス種別につい

て、整備区域の柔軟な設定や新たに
創設した「定期巡回サービス事業者参
入促進事業補助金」の周知を行うこと
などにより、引き続き介護サービスの
安定的な提供体制確保に向けて、公
募による施設整備を実施する。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

福祉部介護保険課

定義 方向性

福祉部介護保険課

定義 方向性

福祉部介護保険課

【施策評価指標】

65歳以上の介護保険被保険者の
うち、要介護（要支援）認定者

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で認定者
数が増加したため、認定者の割合が大きく増加して
いるが、様々な介護予防施策により、認定者の割合
は目標値を下回る割合で推移している。

担当課

要介護（要支援）認定者のう
ち、居宅サービス受給者の割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・地域密着型サービスの整備等により、在宅サービ
スの利用を促進することで、目標値を達成できた。

担当課

認知症高齢者を見守り・支援す
る認知症サポーターの人数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、サ
ポーターの養成数は目標値を下回る人数で推移して
いるが、前年度と比較すると、認知症サポーター養
成講座開催数は徐々に増加している。

担当課

評価指標 傾向

1

高齢者に占める
要介護（支援）
認定者の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・社会参加はフレイル予防の重要な視点であること
をふまえ、R3年度に運用開始した福祉と医療の総合
情報サイト「かわにしサポートナビ」を活用し、介
護予防事業のさらなる普及・啓発や事業の充実に取
り組むことにより、認定者の割合の上昇を抑える。

評価指標 傾向

2

認定者に占める
居宅介護（支
援）サービス受
給者の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・第8期介護保険事業計画に基づき介護サービス基
盤の整備を行うことなどにより、住み慣れた地域で
本人の気持ちを最大限尊重した暮らしを続けること
ができるよう、介護サービスの安定的な提供体制確
保に努める。

評価指標 傾向

3
認知症サポー
ターの人数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・新型コロナウイルス感染症対策を講じ、Webの活
用も行いながら、学校、民間企業等を対象に講座を
実施し、幅広い職種や年齢層のサポーターを養成し
た。引き続き認知症の正しい理解と認知症の方への
接し方について普及・啓発に努めていく。
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

老人福祉センターや老人憩いの家
については、施設の老朽化が著し
く、今後も修繕費・維持管理経費
の増加が見込まれる。

福祉部 地域福祉課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 22 高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

高齢者生きがいづくり推進事業
高齢者の生きがいづくりの
支援を行う

定年年齢の引き上げや価
値観の多様化など高齢者を
取り巻く社会的状況は、事
業の設立当初から変化して
おり、高齢者の生きがいづく
りについては、総合的に検
討を行っていく必要がある。

　定年年齢の引き上げや高齢者の価
値観の多様化など、高齢者を取り巻く
社会的状況は事業の設立当初から変
化しており、高齢者の生きがいづくりに
ついては、総合的に検討する必要があ
る。

シルバー人材センターや老人クラ
ブについては、新規会員の加入促
進が課題である。

　高齢者祝福事業は令和4年度よりお
祝いの方法を見直し、入浴事業と貸農
園は令和4年度で廃止。老人福祉セン
ターの機能見直しは地域の意見を聴き
ながら検討を進める。高齢者の生きが
いづくりについては、高齢者保健福祉
計画の改定に合わせ検討を進める。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

福祉部地域福祉課

定義 方向性

福祉部地域福祉課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響で、高
齢者の地域活動が自粛され、目標値は達成
できなかった。
・定年年齢の引き上げや価値観の多様化
等、高齢者を取り巻く社会的状況は変化し
ている。

担当課

60歳以上の高齢者のうち、就業機会
を提供するシルバー人材センターへ
の入会の割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響で入会活動
を一部自粛したため、入会率は前年度と同様と
なった。
・定年年齢の引き上げ等により、シルバー人材
センターに加入する高齢者が減少している。

担当課

評価指標 傾向

1

「高齢者が生き
がいを持って生
活できる」と思
う市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・高齢者を取り巻く社会的状況の変化を踏
まえ、高齢者の生きがいづくりについて、
総合的に検討する必要がある。

評価指標 傾向

2
シルバー人材セ
ンターの入会率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・入会率の向上には、入会説明会の実施が効果
的であると考えられるため、新型コロナウイル
ス感染症拡大に留意しながら説明会を実施し、
シルバー人材センターの活動についても周知を
していく必要がある。

20.3 
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「高齢者が生きがいを持って生活できる」
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シルバー人材センターの入会率
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第５次総合計画総括資料

定義 方向性

福祉部地域福祉課

定義 方向性

福祉部地域福祉課

60歳以上の高齢者のうち、多様な
社会活動を展開する老人クラブへの
入会の割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・会員の高齢化によりクラブの維持が困難と
なり、3クラブが解散した。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、クラブ
の活動を自粛されたこともあり、入会率が低
下した。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・市社会福祉協議会の働きかけにより、令和3
年度中に市内14小学校区のうち1地区におい
て福祉委員会主導で生活支援のボランティア
の仕組みが整えられたこと等が数値の上昇に
つながった。

担当課

評価指標 傾向

3

老人クラブの入
会率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・会員の高齢化が課題であり、クラブの活
動の活性化には、若手会員の加入促進が必
要であるため、効果的な策を検討する必要
がある。
・クラブの活動を多様な媒体を活用して周
知を行い、会員の増加を支援する。

評価指標 傾向

4

ボランティアや
NPOなどの活動
に参加している
65歳以上の市民
の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・市社会福祉協議会と連携し、退職後の世代
に向けて各地区福祉委員会での取り組みを
紹介し、より多くの市民が自発的にボランティ
ア活動へ参加しやすい環境を整備する必要
がある。
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65歳以上の市民の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

サービスの見込量は概ね確保して
いるが、施設入所者等の地域生活
への移行については目標を達成
できていないため、関係機関と連
携した取り組みが必要である。

福祉部 障害福祉課
事業者数は増加したものの、サー
ビス提供や運営面での質的向上
を図る必要がある。

令和4年4月施行の手話言語条例
について、手話への理解の促進や
普及などを図る必要がある。

福祉部 障害福祉課
障がい者の親なき後について、障
がい者とその家族のニーズを踏ま
えた支援体制の検討を進める必
要がある。

安心して医療を受けられる体制を
整えるために、将来にわたり持続
的で安定した制度を維持する必要
がある。

健康医療部 医療助成・年金課

障害児通所支援事業所数の増加
により供給量は充実しているが、
障がい児の多様化するニーズに
応じたサービスの提供が求められ
ている。

こども未来部 こども支援課

障がい児が通っている保育所や幼
稚園、認定こども園、学校等と、事
業所が必要な情報を共有すること
で、障がい児がより適切な支援を
受けられるよう連携方法を示して
いく必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 23 障がい者の自立した生活と社会参加を促進します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

障害者総合支援事業 障がい者が個人としての尊
厳にふさわしい日常生活や
社会生活を営めるよう総合
的なサービスを提供する

障がい者の一般就労につ
いては目標値を達成するこ
とができた。
また、地域生活支援拠点や
グループホーム及び就労系
施設を整備し、障がい者の
多様なニーズに対して安定
供給ができる基盤整備を
行った。

　相談、日中活動等様々な支援を行う
地域生活支援拠点を１施設整備した。
またグループホームを９施設、就労継
続支援A型事業所を３施設、就労継続
支援B型事業所を８施設整備し、障害
福祉サービスの安定的な提供体制を
確保することができた。

サービス利用者の増加に伴い、計
画相談支援の提供体制がひっ迫
している状況にある。

　障がい者基幹相談支援センターを中
心に、施設入所者等の地域生活への
移行を推進していく。計画相談支援事
業所については、新規事業所の誘致
や開設を後押しする。事業所に対して
は実地指導のほか、効果的な研修に
ついて検討を進める。

障害者地域生活支援事業
障がい者が個人としての尊
厳にふさわしい日常生活や
社会生活を営めるよう地域
の実情に応じた事業を行う

相談の中核基幹である障が
い者基幹相談支援センター
の開設及び委託相談支援
事業所の拡充により市内相
談支援体制の充実を図るこ
とができた。また、手話言語
条例を制定することができ
た。障がい者就労について
は、障がい者雇用・就労推
進本部を中心に目標を定め
各施策を展開することによ
り、福祉的就労、一般就労
者数の増につながった。

　相談の中核機関である障がい者基
幹相談支援センターの開設や委託相
談支援事業所を１カ所から３カ所に増
やし、市内の相談支援体制を充実する
ことができた。また、国の実施事業を
活用し、市設置手話通訳者の設置日
数を増やし、有効性を向上させた。

障がい者の就労率向上に向けて、
民間企業と連携した効果的な施策
を遂行する必要がある。

　あらゆる世代、職種等に対し手話等
への理解促進及び普及のための啓発
を行う。障がい者の就労率向上に向け
企業や福祉事業所等のネットワーク作
りを進める。障がい者の親なき後に向
けた支援体制を継続的に検討してい
く。

障害者医療扶助事業
障がい者が医療を受けや
すい環境を作る

　対象者の医療費の自己負
担を軽減することにより、必
要な医療を受けやすくし、疾
病の早期発見に繫げられた
ことは評価できる。

　市が掲げている方向性に沿った事業
進捗がおこなわれた
ことで、対象受給者には経済的軽減に
寄与した。

市民の利便性向上のため、事務
手続きの簡素化、システム化の研
究を進める必要がある。

　県の福祉医療費助成制度の動向な
どを踏まえながら、今後も障がい者医
療費助成制度を安定的に維持・継続
する。

障害児支援事業

障がい児に必要なサービス
を適切に提供し、日常生活
における福祉を向上させる

障がい児に関する総合相談
窓口の設置や、国の基本指
針を踏まえた重症心身障が
い児向け通所支援事業所
の開設、医療的ケアコー
ディネーターの配置等、障
がい児が身近な地域で利
用でき、安心して日常生活
を送るための支援体制を構
築した。

福祉サービスを利用する児童数の増
加に伴い事業所数も増え、障がい児が
身近な地域で福祉サービスを利用して
いる。また、重症心身障がい児向け事
業所の開設や医療的ケア児等コーディ
ネーターの配置により重症心身障がい
児等への支援体制が拡充した。

サービスの利用者は毎年増加し、
今後も同様の傾向が見込まれるた
め、状況に応じた相談支援体制を
整えていく必要がある。

相談支援体制の充実や多様化する
ニーズに応じたサービスの提供は従前
からの課題であり、解決に向けて関係
機関と協議していく。また、福祉と教育
の連携を強化し、障がい児が通ってい
る事業所及び学校等と具体的な支援
方法を協議する体制を構築する。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

福祉部障害福祉課

定義 方向性

福祉部障害福祉課

【施策評価指標】

長期的・常態的な福祉施設入所
から地域へ移行した障がい者の

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・福祉施設入所者１名が、入所施設から市内のグ
ループホームへ移行した。
（※累計２名）

担当課

障がい者福祉施設から一般就労
した人数

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響があったも
のの、一般就労者数は前年度を上回り、目標値を達
成することができた。

担当課

評価指標 傾向

1

福祉施設入所者
の地域生活移行
者数

目標達成
に向けた
今後の課題

・障がい者基幹相談支援センターと、地域生活支援
拠点の連携を深化させ、市内での地域移行を進め
る。
・福祉施設入所者のニーズ把握についても進める。

評価指標 傾向

2

障がい者福祉施
設からの一般就
労者数

目標達成
に向けた
今後の課題

・障がい者雇用・就労推進本部を中心とし、今後も
一般就労促進に努める。
・障がい者基幹相談支援センターやハローワーク、
民間企業等と連携し一般就労に結びつくよう支援を
行う。
・相談や就労支援を実施する事業所等と連携を図
り、障がい者の自立した生活に向けた一般就労や職
場定着を引き続き支援していく。
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【事業一覧】

就労開始者については新型コロナ
ウイルス感染症拡大前の水準に
戻ったが、生活保護から自立する
ほどの収入増加が難しい状況は
継続している。

福祉部 生活支援課

新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により訪問活動が思うように
できず、生活実態の把握が十分に
行えない時期があったため、家庭
訪問に加え電話等でも生活実態
の把握を行っていく必要がある。

複合的な問題に関する相談には、
重層的な支援体制を構築し、切れ
目のない支援ができるよう、関係
機関や庁内各所管課との連携・調
整が必要である。

福祉部 地域福祉課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 24
生活保護受給者と生活困窮者の経済的自立をはじ
め、社会生活自立・日常生活自立を支援します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

生活支援事業

生活に困窮する世帯に必要
な保護を行い、最低限度の
生活を保障するとともに自
立を助長する

　令和2年度については、新
型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大の
影響を大きく受けたため、就
労開始件数や自立廃止世
帯数、退院支援による在宅
復帰件数が例年を下回り、
訪問活動についても控えざ
るを得ない状況になった
が、令和2年度以外の年
は、就労開始件数が目標値
(１４０人)を上回り、自立廃
止世帯数についても目標値
(４０件)を上回る年があった
ほか、目標値に近い件数と
なった。

　就労開始者が新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を受けた令和2年度以
外で目標値を上回っており、一定の成
果があったが、就労支援対象者の状
況は様々であり、個人に応じた就労支
援ができるよう、中間的就労の仕組み
づくりが必要である。

就労経験の少ない対象者や体調
等により長時間の就労が難しいな
ど個人の能力に応じた就労先の開
拓が必要である。

　就労支援対象者の様々な状況に対
応するため、関係機関と連携し、市内
協力事業所の開拓を行うなど、中間的
就労への支援を開始する。健康管理
支援事業では、健診の受診勧奨を継
続し就労支援と連携した事業を行う。
訪問活動等を充実し保護の適正実施
に努め、困窮世帯のセーフティネットと
なるよう生活困窮者自立支援制度とも
連携する。

生活困窮者自立支援事業
生活困窮者に対し、自立支
援の措置を講じる

生活困窮者自立支援制度
や相談窓口について広報や
ホームページで周知を図
り、さらに、LINE相談を実施
する等、生活困窮者の早期
の把握に努め、支援制度の
案内や相談支援を行うこと
ができた。

　生活困窮者自立支援制度や相談窓
口について広報やホームページで周
知を図り、LINE相談を実施する等、生
活困窮者の早期の把握に努め、支援
制度の案内や相談支援を行った。

任意事業として行っている就労準
備支援事業について、生活に困っ
ている市民が自立に向かうため就
労につながるよう、適切に支援す
る必要がある。 ・重層的な支援体制構築に向け、総合

的・重層的相談支援体制など検討チー
ム及び協議体で検討を重ねていく。
・生活に困窮している方に対し、生活保
護制度との連携を図りながら、継続し
て自立に向けた相談支援を実施してい
く。
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定義 方向性

福祉部生活支援課

定義 方向性

福祉部生活支援課

定義 方向性

福祉部地域福祉課

【施策評価指標】

就労支援活用による実稼働人数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたこ
とにより、令和2年度については目標値に届かな
かったが、その他の年度は就労支援員を中心にハ
ローワーク等と連携し支援したことで、目標値を超
えることができた。

担当課

実廃止世帯件数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた令
和２年度は目標値を大きく下回ったが、その他の年
度は目標値を超える年があったほか、目標値に近い
件数となった。

担当課

生活困窮者自立支援法等に基づく新
規相談件数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・前年度に比べ新規相談件数が減少しているが、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、生活困
窮者からの新規相談件数は依然として多い状況であ
り、目標値を上回る結果となった。

担当課

評価指標 傾向

1
就労支援により
就労した人数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により求人
数が減少したことに加え、就労意欲が低い対象者や
積極的な就労活動が難しい対象者について、就労に
結び付けるために時間を要する状況となっている
が、引き続きケースワーカーと就労支援員が協力
し、関係機関と連携して就労支援を行っていくとと
もに、市内における協力事業所の開拓など中間的就
労の仕組みづくりが必要である。

評価指標 傾向

2

自立による生活
保護世帯廃止件
数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響による求人
数の減少により、生活保護から自立するだけの収入
を得られる就労先に結び付けることが難しくなって
いるが、ハローワーク等と連携し継続的な支援によ
り増収を目指していく。

評価指標 傾向

3

生活困窮者に関
する新規相談件
数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・引き続き、生活困窮者等がより気軽に相談できる
よう、「くらしとしごとの応援LINE相談」を実施
し、実際の相談につながりにくい潜在的な生活困窮
者の顕在化に努める。
・生活困窮者の多くは様々な課題を複合的に抱えて
いる場合が多く、包括的な支援が実施できるよう、
関係機関や庁内各所管課が連携しやすい仕組みを検
討していく。

136

157

176 

131 

163 

140

120人

130人

140人

150人

160人

170人

180人

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

就労支援により就労した人数

487
472

596.0 

866.0 

640.0 500.0 

450人

550人

650人

750人

850人

950人

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

生活困窮者に関する新規相談件数

34

57

38 

27 

39 

40

20人

25人

30人

35人

40人

45人

50人

55人

60人

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標値)

自立による生活保護世帯廃止件数
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【事業一覧】

防火意識の向上には対面での広
報が有効と考え直接広報を重視し
てきたが、新型コロナウイルス感
染症の影響を大きく受けたため、
間接広報の有効性も見直し、新た
な広報体制を構築する必要があ
る。

消防本部 予防課

重大な消防法令違反は、建物の
些細な改修やテナントの入替等で
違反となることがあるが、事業者
の認識不足により違反となってい
る建物がある。

若手消防団員の確保が容易では
なく高齢化が進んでいるため、多く
の方が消防団に参加しやすい環
境を整える必要がある。

消防本部 総務課

消防団車両は、災害活動に支障を
きたさぬよう、計画的な更新が必
要である。

消防本部 総務課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 25 地域の防災力を高め、災害時に迅速に対応します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

火災予防事業

市民及び事業所の防火意
識・知識の向上を図る

　住宅用火災警報器の設置
率は８０％台前半となり、市
民の防災力は向上したと言
える。ただし、点検や交換の
認知度が低い現状がうかが
える。
　重大な消防法令違反の公
表制度のスタートや立入検
査体制の見直し、命令等の
効果により、重大な消防法
令違反は減少している。

　住宅用火災警報器の点検や交換が
重要となるが、新型コロナウイルス感
染症の影響などにより十分な広報が
実施できなかった。定期的な立入検査
の実施や命令の効果により、重大な消
防法令違反の数は減少している。

住宅用火災警報器に関するアン
ケートにおいて、点検や交換の認
知度が低いことが示されている。
点検、交換の必要性をいかに周知
するかが課題である。

　負の影響を最小限にとどめられるよ
う、動画の作成や広報実施方法の抜
本的見直しなど、新たな広報体制を構
築する。
　違反の是正と同じく、違反を生まない
ための取組みも重要なため、消防との
事前協議の必要性などを啓発してい
く。

消防団活動推進事業
地域の防災力を高めるた
め、消防団活動を支援す
る。

休部中の部を廃部のうえ再
編し、また、長時間に及ぶ
災害時の出動報酬を実質
増額するなど、消防団員の
確保に努めた結果、消防団
員数は微増している。

令和元年度に休部中の部を廃部のう
え再編し、また、長時間に及ぶ災害時
の出動報酬を実質増額することで、消
防団員数が微増した。しかし、平均年
齢が上昇するなど高齢化が進んでお
り、いまだ若手消防団員の確保に苦慮
している。

災害の多発化や消防団活動の多
様化により、消防団員一人ひとり
の負担が増えているため、処遇を
改善する必要がある。

消防団員の負担を軽減するため、報
酬の見直しや装備品の整備による安
全確保の推進など、更なる処遇の改
善を検討する。また、高齢化に歯止め
をかけるため、就業形態や活動時間、
性別などに縛られない、多くの方が参
加しやすい環境を整える。

消防団施設整備事業 地域防災力を高めるため、
消防団格納庫及び消防団
車両を整備する。

消防団車両は、更新基準に
基づき更新し、格納庫は、
消防団からの依頼に応じて
修繕を行うことで適切に維
持管理できた。

老朽化した消防団車両は、基準に基
づき更新し、常に適切に災害活動を行
える環境を整えた。消防団格納庫は、
消防団からの依頼に応じて修繕を行う
ことで適切に維持管理できた。消防団格納庫は、格納庫のみで

詰所機能がないものや築30年を
超え老朽化が進んでいるものが存
在しており、計画的に更新・維持管
理する必要がある。 消防団車両は、更新基準に基づき適

切に更新・維持管理する。
消防団格納庫は、安定して存続させる
ため、更新、修繕等の整備を計画的に
行う。
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定義 方向性

総務部危機管理課

定義 方向性

総務部危機管理課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・出前講座や防災訓練において啓発をする
ことで、一定の効果があった。しかしなが
ら、新型コロナウイルスにより自粛傾向に
ある出前講座等のために啓発が十分にでき
なかったために、率が下がっている。

担当課

防災訓練・講座実施状況より

後期基本計
画期間の取
組みをふま
えた実績値
の分析

・防災訓練、講座参加者の防災意識は高く、参加者
数は増加傾向だったが、新型コロナウイルス感染症
の影響で地域活動が自粛された。オンラインによる
防災講座の実施、感染症を考慮した防災訓練が行わ
れ、実施回数は回復傾向にある。

担当課

評価指標 傾向

1

地震や火災など
の災害に対する
備えができてい
る市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・「自らの命は自らで守る」という自助の
考え方の周知のために、まちづくり出前講
座等で、若い世代を含め、より多くの市民
に参加してもらう必要がある。ホームペー
ジや自主防災組織の訓練等を通して防災意
識向上に努める。

評価指標 傾向

2

自治会やコミュ
ニティと連携
し、防災訓練や
講座を実施して
いる自主防災組
織の割合

目標達成
に向けた
今後の課題

・引き続き各自主防災組織と連携し、感染症を考慮
した防災訓練、講座を開催し、災害に備える。
新型コロナウイルス感染症に起因して、訓練等を自
粛する地区に対して、オンライン講座の推奨や訓練
等の再開の後押しをする。

29.4 

45.1 
44.5 

42.8 42.2 

47.0 

25%

30%

35%

40%

45%

50%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

地震や火災などの災害に対する備えができている市民の割

合

92.8 92.8 92.8 

70.0 

85.7 

100.0 

60%

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

自治会やコミュニティと連携し、防災訓練や講座を実施して

いる自主防災組織の割合
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【事業一覧】

土木部 道路整備課

人口減少や高齢化に伴い、人的・
財政的な資源が限られる一方で、
消防は大規模火災、大規模地震、
豪雨災害、テロ災害等の複雑化・
多様化する災害に適切に対応して
いかなければならない。

消防本部 消防課

医療技術やＩＣＴ技術の発展によ
り、今後、より質の高い救急サービ
スの提供が求められる見込みであ
り、更なる救急救命士の知識、技
術の向上やＩＣＴ技術の導入等を
研究、検討していく必要がある。

消防本部 消防課

防火水槽は、火災時の被害の軽
減を図り安全・安心を確保するうえ
で必要であるが、老朽化が進むこ
とと土地関係者の代替わりが課題
である。

消防本部 消防課

総務部 危機管理課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 26 行政の防災力を高め、災害時に迅速に対応します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

急傾斜地対策事業
崩壊の恐れがある急傾斜
地への対策を行う

　近年の異常気象による土
砂災害などを受け、市民か
らの急傾斜地への対策の
関心が高まる中、計画期間
中に２箇所（加茂(3)地区、
久代2丁目(3)地区）の対策
工事を実施したことにより、
市域の急傾斜地における安
全性が高まった。

近年の異常気象により、市民から
急傾斜地の崩壊対策への要望は
今後さらに高まってくると思われ
る。
地域からの要望が出された際に
は、早期に事業化されるよう兵庫
県へ求める。

計画期間中に２箇所（加茂(3)地区、久
代2丁目(3)地区）の対策工事を実施
し、市域における急傾斜地の安全性が
確保できた。

急傾斜地崩壊対策事業が必要な場所
において、早期の実現に向けて兵庫
県へ働きかけ、急傾斜地における安全
性を高めることにより、災害に強いまち
をめざす。

消防活動事業 大規模災害への対応力の
強化を図るため、消防車
両・消防用資機材などの整
備・更新を行う

消防車両や消防用資機材
などの整備・更新は、概ね
計画どおり実施することが
出来た。

高機能消防指令システムの更新によ
り機器の安定運用と処理速度が向上
したほか指令の自動化により出動体
制の迅速化と効率化が実現した。ま
た、免震床や非常用発電機の増設に
より大規模自然災害に備えた結果、消
防指令業務の安定化が図れた。

消防力の充実強化に伴う消防指
令業務の安定化のためには、高
機能消防指令システムや消防救
急デジタル無線設備の定期的な
更新は必須であるが、整備や改修
は多額の財政負担を伴うことが課
題である。

限られた資源を有効活用する方策を
検討し、将来にわたって持続可能な消
防体制を整備・確立していくために、費
用の抑制・平準化を意識した機器別更
新や部分修繕による運用を検討し、こ
れに沿った計画の策定が必要である。

救急活動事業 救急業務を安定的かつ持
続的に提供し、市民と救急
隊との連携で救命率向上を
図る。

救急需要の増加や新型コロ
ナウイルス感染症の影響の
中、救急体制を低下させる
ことなく、市民サービスを維
持することができたが、一方
で救急現場での活動時間
は延伸している。
応急手当普及啓発では、救
命講習を希望する人は、何
らかの形で救命に関する講
習を受講したものと考えら
れ、また新型コロナウイルス
感染症の影響もあり、受講
者数が減っている。

救急資器材の整備、救急救命士の養
成などを計画的に行い、救急体制の
維持・向上を図ることができたが、救急
需要の増加や新型コロナウイルス感
染症による救急出動時間の増加など、
救急業務にかかる負担が大きくなって
いる。

新型コロナウイルス感染症の影響
により、救命講習の受講者数が大
幅に減少しており、多様な啓発手
法を模索していく必要がある。 救急需要の増加に加え、新型コロナウ

イルス感染症による環境、生活様式の
変化など、救急需要は多様化していく
ものと見込まれ、各関係機関との連携
や救急隊増隊を前提とした救急救命
士の養成など、救急体制の強化を図
る。

消防施設整備事業
消防水利施設（防火水槽・
消火栓）の点検、補強を行う

廃止予定であった防火水槽
が存続することにより火災
発生時に地域を守る貴重な
水源の維持ができた。

築造後50年以上経過する道路下等の
地下防火水槽の補強・撤去が令和４
年度完了予定であることから道路の安
全な通行確保と防火水槽の長寿命化
が図れ、喫緊の課題は解決した。

防火水槽の維持管理のうち補強など
のハード面の課題は概ね完了したこと
から、土地関係者などのソフト面の課
題を整理していく。

水防事業 風水害時の被害を軽減する
ことにより公共の安全を保
持する

必要に応じて、水防活動を
実施するとともに、平成３０
年度には、気象情報を基
に、的確に避難情報を発令
した。
水防訓練を毎年実施し、職
員の災害対応力を強化する
とともに、関係機関と情報連
携を図った。

令和３年５月に見直された避難情
報を的確に発令するとともに、市
民が安心して適切な時期に避難
行動が起こせるよう周知、啓発し、
浸透させる必要がある。

　平成３０年度の風水害時には、気象
情報を的確に把握し、避難情報を発令
したことで被害の軽減につながった。
新たに土砂災害特別警戒区域が指定
されたことによる周知及び区域内住民
への個別訪問で、避難行動の啓発に
努めた。

　市民に対して、風水害時のハザード
情報の啓発を継続するとともに、出前
講座などで避難情報の周知及び的確
な避難行動につなげるために兵庫県
のマイ避難カードの作成を推奨する。
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ホームページ、防災行政無線、緊
急速報メールなど様々な方法で防
災情報の発信を行っているが、災
害状況に応じて市民が知りたい情
報を迅速かつ正確に発信すること
が求められる。

総務部 危機管理課

新型コロナウイルス感染症の影響
により、関係機関との訓練や地域
での訓練、防災講座が以前の状
況にまで回復していないため、感
染症に対応した訓練等の機会を
拡大する必要がある。

災害対策事業

大規模災害に備え、防災活
動を総合的かつ計画的に実
施することにより、災害の被
害を軽減する

平成３０年度の大阪北部地
震、７月豪雨などの災害対
応に加え、令和２年からの
新型コロナウイルス感染症
の対策を行った。また、備蓄
食糧等の整備に加え、防災
マップの更新などで災害準
備や市民啓発を実施するこ
とはできた。

　大規模災害に備え、総合的な防災訓
練と地域での訓練や講座を実施してい
たが、新型コロナウイルス感染症の影
響で自粛又は規模の縮小を余儀なくさ
れた。備蓄食糧について、目標値に達
することができ、感染症予防対策につ
いても一定の準備を行うことができた。
また、防災マップを更新し、広報するこ
とで市民の防災意識向上を図った。

新型コロナウイルス感染症の影響
により、避難所運営などの災害対
応はもとより、市業務全般に影響
が及んだことから、将来、新たな感
染症対策に備えるための記録が
必要である。 　災害情報を一元的に集約するシステ

ムを導入するとともに、LINEなど情報
発信の選択肢を増やし、迅速かつ的
確な防災対応及び情報発信を行う。新
型コロナウイルス感染症対策の取組
みについて、将来、新たな感染症に対
応できるよう検証記録の作成を進め
る。また、減少している防災講座、地域
の防災訓練の実施に向けて積極的に
支援する。
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定義 方向性

総務部危機管理課

定義 方向性

消防本部消防課

定義 方向性

消防本部消防課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・平成３０年度に多発した災害により継続した
市民意識割合であったが、令和元年度以降の市
の災害状況と新型コロナウイルスにより自粛傾
向にある出前講座等のために啓発が十分でない
ことから、市民意識向上にはつながっていな
い。

担当課

先着消防隊が現場到着までに要
した時間

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・過去5年平均値は7.8分であり、目標値
6.4分との差1.4分の要因は、火災発生場所
と直近の各消防署所との距離や、林野火災
など発生場所の特定が困難な火災が影響し
ていると考える。

担当課

救急隊が現場到着までに要した
時間

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・過去5年平均値は5.8分であり、目標値
5.0分との差0.8分の要因は、救急需要の増
加と新型コロナウイルス感染症の影響によ
る1件あたりの救急出動時間が増加したこ
とで、現場到着時間の短縮に至らなかった
ものと考える。

担当課

評価指標 傾向

1

「災害に強いま
ちだ」と思う市
民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・市や地域で行われる防災訓練等を様々な方法
で広報し、防災活動の周知を図るとともに、発
災時において迅速かつ的確に災害対応を実施
し、減災に努める。

評価指標 傾向

2
火災現場への平
均到着所要時間

目標達成
に向けた
今後の課
題

・各種警防訓練の充実・強化に日々努める
とともに、日頃からの地水利調査の継続
が、如何に早く放水し延焼前に消火する消
火活動の実現につながる。

評価指標 傾向

3

救急現場への平
均到着所要時間

目標達成
に向けた
今後の課
題

・今後高齢化による救急需要の増加や新型
コロナウイルス感染症での環境、生活様式
の変化など、救急需要は多様化していくも
のと見込まれ、救急体制の強化を図る必要
がある。
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23.1 
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(目標
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【事業一覧】

川西警察署や川西防犯協会など
と連携を図り、地域の自主的な防
犯活動に対する支援を継続し、市
民の防犯意識の醸成を図っていく
必要がある。

市民環境部　生活相談課
事業再検証や補助金見直しを実
施するにあたり、川西防犯協会と
協議を行い、防犯の取組みを支援
する体制を検討する必要がある。

相談内容は多様化・複雑化が進
んでいる。また、法律改正も多く、
引き続き積極的な情報収集や研
修参加をし、相談員の新たな知識
の習得が必要である。

市民環境部　生活相談課
相談の多い内容や深刻な相談か
ら見えてくる状況を啓発に活かす
必要がある。

引き続き、あらゆる年代の市民
に、効果的で効率的な消費者啓発
を行うことが重要である。

市民環境部　生活相談課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 27 生活安全の向上を図ります

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

生活安全事業
地域の防犯力を高め、犯罪
のない住みよいまちづくりを
推進する

防犯カメラについて、平成29
年4月から５年間運用し、耐
用年数を勘案し令和４、５年
度は再リースとした。今後は
令和６年度の更新が課題と
なっている。

　生活安全推進連絡協議会の開催を
はじめ、地域や各種団体と行政が連携
して、地域の安全確保に向けた取り組
みを実施した。
　また、川西市犯罪被害者等支援条例
を制定するとともに、市民への広報・啓
発の取組みを進めることができた。

令和６年度に更新を予定している
市の防犯カメラの今後の在り方に
ついて、地域や防犯関係者の意
見を聞きながら検討する必要があ
る。

　引き続き、市民の防犯意識の向上を
目的とした地域の自主的な防犯活動
への支援、犯罪被害者等の支援・啓発
等を実施する。
　また、令和６年度に更新予定の防犯
カメラの在り方を検討するなど、市民
が安全で安心に暮らせるまちづくりを
推進していく。

消費生活相談事業
消費者と事業者の間に生じ
た苦情処理・紛争解決を促
進する

高度化・複雑化する消費者
トラブルに対応するため、消
費生活相談員の対応力の
強化に努めた。
消費者被害の救済の支援
等を行い、相談件数におけ
る解決率は高く、一定の成
果が見られた。

　相談件数における解決率が高水準
で推移しており、一定の成果が見られ
た。また、特に消費者被害に遭いやす
い高齢者を相談に繋げるため、急増し
ている相談事例を各地域包括支援セ
ンターに定期的に情報提供するなど連
携強化することができた。近年複雑化するインターネット関

連の相談に対応していくため、ICT
化を進めていく必要がある。

　社会経済活動が進展し続ける限り、
消費者トラブルは形を変えて現れる。
そのため、専門職である相談員が普
段から新たな知識の習得に努めるな
ど、適切な相談業務が行えるよう相談
体制の充実を図っていく。

消費者啓発事業
消費者啓発活動・消費者教
育を推進する

特に被害に遭いやすい高齢
者への取り組みとして、民
間や地域包括支援センター
との連携を強化し、自動通
話録音機の貸出しなどが実
施できた。
若年層へはDVD貸出や市
民団体と協働して作成の啓
発動画をユーチューブで配
信することで、幅広い人へ
の啓発を進めることができ
た。

　これまでの啓発活動に加え、自動通
話録音機の貸出しや啓発動画の作
成、成年年齢引き下げに関する啓発、
関係機関や民間と連携した啓発など、
社会変化に応じて、幅広く啓発を強化
することができた。令和4年4月に成年年齢が18歳に

引き下げられることで、18～19歳
の若者が悪質業者の新たなター
ゲットとなる可能性があることか
ら、若者への啓発を実施していく。

　引き続き、被害に遭いやすい高齢者
の消費者被害防止のため、関係機関
と協力していく。また、成年年齢引き下
げを踏まえ、若年層に向けて学校での
出前講座の実施や啓発冊子の送付、
インターネット相談の周知に取り組ん
でいく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部生活相談課

定義 方向性

市民環境部生活相談課

定義 方向性

市民環境部生活相談課

【施策評価指標】

川西警察署管内の犯罪発生件数
（暦年）

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・地域における継続的な防犯活動などにより犯
罪発生件数は減少している。兵庫県の犯罪発生
件数も減少している。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症拡大により出前講
座など一部啓発活動が実施できない期間があっ
たが、それに代わって動画の配信やオンライン
講座を実施するなど地道な啓発活動により一定
の水準で推移している。

担当課

受け付けた消費生活相談のうち、助
言・情報提供・斡旋等により解決し
た件数の割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・相談内容の複雑化、高度化による解決困難案
件の増加により目標達成に至っていないが、相
談の解決率は高い水準で推移している。

担当課

評価指標 傾向

1
犯罪発生件数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・市の防犯カメラの運用や防犯カメラ設置事業
補助などにより、引き続き地域の自主的な防犯
活動を支援していくとともに、地域や関係団体
との連携を図りながら、市民の防犯意識を高め
ていく。

評価指標 傾向

2

「消費者トラブ
ルに遭わない心
構えができてい
る」と思う市民
の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・各年代に応じた効果的な啓発活動を進めてい
くとともに、特に成年年齢の引き下げの影響が
大きい若年層や日中働いている方から相談が繋
がるよう、今年度から開始したインターネット
相談受付の周知を図っていく必要がある。

評価指標 傾向

3

消費生活相談の
解決率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・相談内容は多様化・複雑化が進んでいる。ま
た、法律改正も多く、引き続き積極的な情報収
集や研修参加をし、消費生活に係る弁護士への
相談も活用しながら、相談員の新たな知識の習
得に努める。
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【事業一覧】

市内の自然活動団体の交流を目
的とした環境関連のイベントにつ
いて、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の為中止している。今後
は実施方法等を検討しながら事業
を進める必要がある。

市民環境部　環境衛生課

ボランティア団体に様々な補助事
業を活用いただけるよう、支援に
ついての体制づくりを行う。

市民環境部　産業振興課
森林の持つ多面的機能を維持し、
整備や保護を推進するとともに、
治山事業などの実施により山林の
保全に努める必要がある。

駅前の花壇の草花等を植栽するこ
とで、無機質になりがちな駅前を
彩り、市民のみならず来訪者が憩
える安らぎのある空間を維持して
いく。

土木部　公園緑地課

街路樹の剪定は、増大する管理コ
ストを抑制するために強剪定を
行ってきたことで樹形の乱れなど
様々な弊害が生じている。

土木部　公園緑地課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 28 豊かな自然環境を次世代へ継承します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

環境創造事業 川西市環境基本計画の理
念に基づきさまざまな環境
の保全と創造の推進を図
る。

後期計画において生物多様
性ふるさと川西シンポジウ
ムの開催や第５次川西市環
境率先行動計画を策定し、
職員研修を実施するなど新
たな取り組みを実施でき
た。また、開発に対しても環
境が保全させるように法律
や条例に準じた指導を行っ
た。

　生物多様性ふるさと川西シンポジウ
ムの開催や第５次川西市環境率先行
動計画を策定し、職員研修を実施する
など新たな取り組みを実施できた。

市の事業から排出される温室効果
ガス削減に向けた取り組みについ
て、職員研修を実施し、意識向上
に取り組んだ。さらに市民や事業
者に向けて取り組みを進めていく
必要がある。

　ノーマイカーデーの懸垂幕設置や桜
開花観察は一定の役割を終えたため
実施を見送ることとしている。また、市
の環境の保全と創造に関する施策を
総合的かつ計画的に推進するため、
令和4～5年度で第３次川西市環境基
本計画を策定する。

林業振興事業

森林を保全する

森林ボランティア支援を継
続して行うことで、市内の森
林保全活動を間接的に行え
た。

　森林ボランティアの高齢化が進む
中、活動を支援することで市内の森林
保全及び担い手の育成に努めた。バイオトイレの維持管理をしていく

ため、市が設備保守管理料の負
担をするなどの支援が必要であ
る。

緑化推進事業 市域における緑化を推進
し、花と緑あふれる街づくり
を行う

駅前緑化や都市緑化祭の
開催により、市民が緑を実
感できている。また、公園等
の花壇の管理を行う団体
（GFG）に対する支援を実施
し、市民の緑化意識の醸成
を図っている。令和2年度に
は緑化協会が解散したが、
引き続き緑化事業の推進を
図る。

緑化協会は会員数の減少や高齢化等
により解散をした。その後、引き続き、
市において駅前の緑化や都市緑化祭
を開催することにより、緑化推進を図っ
た。

都市緑化祭の開催などを通じて、
市民が緑化に親しめる機会づくり
に取り組んでいく必要がある。 市民の方たちに緑による安らぎの空間

を提供する等、緑豊かなまちを実感し
てもらうための取組を継続する。また、
今後ともイベントを通じて、市民の緑に
関する意識の醸成を図る。

街路樹維持管理事業
通行の安全確保と共に、街
路樹の維持管理を図る

定期的な街路樹の剪定等
を行い、適切な街路樹の維
持管理を図った。一方、平
成30年に実施した街路樹調
査の結果を踏まえた歩道の
段差解消を実施し、歩行者
や車両等の安全の確保が
図られた。

安全性の確保のため、定期的な街路
樹剪定、根上りによる段差を解消し、
適正な維持管理を行った。

これまでの根上り段差解消による
安全確保だけではなく、街路樹の
あり方を検討し維持管理に努める
必要がある。

歩道の安全性と街並み景観に資する
街路樹の適切な維持管理ができるよ
う、街路樹総量の削減を基本とした街
路樹維持管理計画を策定し、質の高
い計画的な維持管理を目指す。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部環境衛生課

定義 方向性

土木部公園緑地課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・目標値に近い数値で推移している。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・コロナ禍において対策を講じながら、都
市緑化祭を開催し、駅前の草花の植栽や街
路樹等の剪定を行う等、緑化の維持に努め
た結果、高い水準で数値は横ばいとなっ
た。

担当課

評価指標 傾向

1

環境に配慮した
行動を心がけて
いる市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、イベントや啓発活動を制限する状況が
継続していることもあり、新たな実施や啓
発の手法を検討する必要がある。

評価指標 傾向

2

「緑が豊かなま
ちだ」と思う市
民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・若い世代が緑化に興味を持ってもらうた
めの施策やイベントの開催といった入口戦
略を検討していく。また、街路樹等は、歩
行者等の安全性を考慮したうえで、街路樹
の量と適正な維持管理の最適化を図り、質
の向上を目指す。
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87.2 
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80%
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90%

95%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

環境に配慮した行動を心がけている

市民の割合
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「緑が豊かなまちだ」と思う市民の割合
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【事業一覧】

川西市環境衛生推進協議会の廃
止に伴い、「飼い主のいない猫」の
避妊・去勢手術費の助成や啓発
パネルの販売事業等について今
後の事業展開を検討していく。

市民環境部　環境衛生課

新種の衛生害虫発生時の対応方
法を事前に検討しておく必要があ
る。

市民環境部　美化推進課

今後も市ホームページや広報誌、
犬の飼い主への通知によって狂犬
病予防注射接種の必要性につい
て啓発を行い、より接種率の向上
を図る必要がある。

市民環境部　環境衛生課
犬へのマイクロチップ装着・登録の
法制化に伴い、事務手続きなどに
ついて研究していく必要がある。

斎場の管理運営を指定管理者制
度に移行しているが、コロナ禍や
燃料費高騰の影響などがある中
で安定した火葬業務の提供を行う
必要性がある。

市民環境部　環境衛生課

油流出等による水質事故は河川
環境や飲み水に影響を与えるた
め、迅速な対応が重要である。兵
庫県、市の各所属が協力して対応
するための体制づくりが必要とな
る。

市民環境部　環境衛生課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 29 快適な生活環境を守ります

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

環境衛生管理事業
美しく衛生的なまちづくりを
進める

川西市環境衛生推進協議
会事務局として協議会を支
援した。地域美化活動の推
進やペットの飼育マナーの
市民への啓発等に取り組ん
だ。

　環境保全条例などに基づく空き宅地
の適正な管理・指導などを実施すると
ともに、路上喫煙・ポイ捨て防止の啓
発活動等を自治会・コミュニティ等と協
働して行うなど、市内の環境衛生の推
進を図った。

　川西市環境衛生推進協議会は令和4
年度をもって廃止する方向で検討中。
同協議会廃止後の同協議会事業につ
いて、廃止するものや別の形で継続す
るもの等今後の事業展開を4年度中に
整理する。

環境衛生対策事業
美しく衛生的なまちづくりを
進める

　衛生的なまちづくりを行う
上で、地味ではあるが必要
な事業である。
　但し、費用対効果が見え
にくい事業であるので、効果
の見えるかを進めていく必
要がある。

　感染症予防の観点から、蚊、ハエ、
ゴキブリ等の衛生害虫やネズミの発生
を抑制する必要があり、薬剤散布や駆
除作業を定期的に実施する必要があ
る。

効果的な防疫作業を実施するた
め、より一層衛生害虫及び薬剤の
知識を取得する必要がある。

　薬剤散布や駆除作業を定期的に実
施すると同時に、効果の見える化を検
討していく。　
　また、新種の衛生害虫及び薬剤の知
識を取得するために研修等へ積極的
に参加していく。

犬の登録事業

狂犬病の蔓延を防止する
接種率が目標値の70％を
超え、狂犬病の蔓延を防止
できている。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため令和３年度も集合注射を中止し
たが、接種率は令和２年度より3.1％上
回り、WHOが掲げている、接種率70％
以上を超えることができた。

獣医師との書類のやり取りや現金
の集金に関し、安全性や効率性の
観点から手法を検討する必要があ
る。

　新型コロナウイルス感染症の影響
等、やむを得ない事情により注射を接
種できていない犬の飼い主へ、速やか
に予防注射を受けさせるよう通知す
る。また、市ホームページで啓発やPR
に努め、川西・猪名川獣医師会や動物
愛護センターと連携し、接種率の向上
に努める。

斎場管理運営事業
人生の最後を見送る場とし
て斎場を適切に維持管理・
運営する

令和元年7月から指定管理
者制度を導入しており、火
葬や施設管理を適切に行
い、市民サービスを提供す
ることができた。また、コロ
ナ罹患者の火葬が増加した
が、コロナ罹患者の火葬専
従職員を迅速に手配し、滞
りなく火葬業務を執行でき
た。

　コロナ禍ではあるが、斎場利用者へ
の影響を最小限にし、安定したサービ
スの提供に努めた。また、令和元年7
月より指定管理へ移行した。

高齢化に伴い火葬件数が増加し
ている中、安定した火葬業務の継
続について検討する必要がある。 　指定管理者には、民間のノウハウを

活用し、柔軟で質の高いサービスを提
供するよう指導していく。また、管理運
営についても、引き続きモニタリングに
より適正に監視していく。

環境監視事業 大気・水質・騒音等に係る
良好な環境の維持をめざ
し、適切に環境監視を行う

市内の大気や水質・騒音の
監視を行うことで、環境の維
持を図ることができた。新型
コロナウイルスの影響によ
り、路上喫煙やポイ捨ての
啓発活動を一部中止しなけ
ればならず、啓発について
は十分行えなかった。

　関係機関と連携を図りながら定期的
に水質・大気汚染・環境騒音など継続
して監視した。また、路上喫煙・ポイ捨
て防止の啓発活動など、市民・地域・
事業者などと協働して行った。

路上喫煙・ポイ捨て防止の効果的
な啓発活動の方法について検討
する必要がある。
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施設の老朽化により修繕等の維
持管理費が嵩んでおり、改修する
には多額の費用が発生することか
ら廃止を決定した

市民環境部　環境衛生課

し尿中継所の老朽化に伴う修繕箇
所が増えている。

市民環境部　環境衛生課

中国道以南の地域では、航空機
騒音の環境基準が達成されてい
ないため、10市協を通じ新鋭低騒
音機の導入を要望していく必要が
ある。

都市政策部　都市政策課

施設の老朽化等により維持管理
費がかかっており、施設の集約化
を図る等、機能維持に向けた対策
が必要である。

都市政策部　都市政策課

市民トイレ管理事業 川西能勢口駅付近におい
て、清潔で快適なトイレ空間
を市民に提供する

適正な管理を行うことで、利
用者に清潔な市民トイレを
提供することができた。ま
た、事業再検証を受けて正
式な市民トイレの廃止日を
決定することができた。

　令和元年度の事業再検証で決定し
た廃止の方向を確定させることができ
た。

市民トイレとしての廃止日まで適
正な管理を続けていくとともに、現
在の市民トイレ利用者に丁寧な説
明を行っていく必要がある。 　令和4年10月1日以降、中心市街地

活性化に向けた施設としてリニューア
ルする。

し尿収集事業
し尿を収集・中間処理し、清
潔な生活環境を保持する

・適正な収集・中間処理を
行うことで、生活環境の保
持を実現することができた。
・現年度のし尿処理手数料
について100％回収できた。

　し尿中継所は、建物が古く老朽化が
進んでいることもあり、毎年修繕箇所
が発生しているが、迅速な修繕対応を
行うことができた。
　し尿収集については、処理手数料の
徴収率を年々向上させることができ
た。

収集量が年々減少していく中、今
後も一部の一般家庭と事業所の
仮設トイレ等の臨時収集業務につ
いては、一定数残ることとなる。

【令和4年度以降の方向性】

騒音環境対策事業

航空機騒音対策事業を実
施し、環境・安全面の改善
を図る

国及び空港関連会社に対し
て、発生源対策等の要望を
続けた結果、ジェット機から
最新鋭低騒音機に更新され
たが、未だ環境基準は達成
されない状況であり、空港
関係会社などへの騒音対
策の要望を継続する必要が
ある。

　国及び空港関連会社に対して、発生
源対策等の要望を続けた結果、ジェッ
ト機から最新鋭低騒音機に更新された
が、未だ環境基準は達成されない状況
であり、空港関係会社などへの騒音対
策の要望を継続する必要がある。中国道以南の地域では、航空機

騒音の環境基準が達成されてい
ないため、10市協を通じ、空調機
器の更新工事3回目、4回目の１人
世帯を制度の対象にする必要が
ある。

　依然未達の航空機騒音の環境基準
を達成するよう国や空港関係会社に対
して、計画的な機材の更新及び新鋭低
騒音機の積極的な導入等発生源対策
を要望し、関西エアポート（株）に対し
ては、空気調和機器更新工事の3回
目、4回目の1人世帯も助成の対象に
するよう10市協を通じ要望する。

共同利用施設管理運営事業 航空機騒音障害の緩和を
目的とした共同利用施設の
管理運営を適切に行う

航空機騒音対策区域以外
の共同利用施設について
は、機能廃止に向けて地域
住民との協議を継続して
行っているが結論には至っ
ていない。

　施設のあり方検討を行い、航空機騒
音対策区域外の共同利用施設の機能
廃止について理解を得られた部分もあ
るが、具体的な実施方法や時期などに
ついては、引き続き地域住民と協議を
重ねていく必要がある。

航空機騒音対策区域外の共同利
用施設が地域の活動拠点として利
用されている実態を踏まえて、地
域住民と「今後の施設のあり方」に
ついて協議する必要がある。

　地域が機能廃止後の共同利用施設
を利活用する場合の条件（管理委託費
の廃止、維持管理費の負担、施設の
修繕等）を示し協議を行う。
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定義 方向性

市民環境部環境衛生課

定義 方向性

市民環境部環境衛生課

【施策評価指標】

加茂大気測定局における二酸化
窒素の日平均値の年間98％値

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・低公害車の普及等により、計測値も僅か
に減少傾
向が続いている。

担当課

多田浄水場前の猪名川取水点に
おける生物化学的酸素要求量
(BOD)の年間75％値

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・基準値から改善され、目標値前後を推移
している。

担当課

評価指標 傾向

1

自動車排出ガス
（二酸化窒素）
濃度

目標達成
に向けた
今後の課
題

・新型コロナウイルス感染症拡大のため、
テレワー
ク推進による車移動の減少等生活様式が大
きく変
化している中、他市や社会情勢を見ながら
今後も継
続して監視を行っていく。

評価指標 傾向

2

猪名川水系にお
ける水質測定値
（BOD値）

目標達成
に向けた
今後の課
題

・多田浄水場前の猪名川取水点において月
１回、年間で12回生物化学的酸素要求量
(BOD)の調査を行った。結果としてBOD基
準値を上回っている月もあり、今後も継続
して監視をしていく。 
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定義 方向性

都市政策部都市政策課

定義 方向性

市民環境部環境衛生課

航空機騒音に係る環境基準値
（Ⅰ類型）

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・久代小学校における航空機騒音は、いず
れの年度においても環境基準を達成できて
いない。直近２年間は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により航空機が大幅な減便
となったことで、騒音値が減少した。

担当課

狂犬病予防注射接種件数÷犬の
登録件数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・高齢犬や多頭飼いの飼い主へ犬の所在確
認の通知を送付し、適切な管理を行うこと
ができた。

担当課

評価指標 傾向

3

Ｌden（時間帯補
正等価騒音レベ
ル）

目標達成
に向けた
今後の課
題

・新鋭低騒音機の導入の推進や飛行経路の
改善等、環境基準の達成に向けて、引き続
き関係機関へ要望していく。

評価指標 傾向

4
狂犬病予防注射
接種率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・目標は達成しているが、引き続き獣医師
や兵庫県動物愛護センターと連携し、市
ホームページや広報誌等でのPRを行うな
ど、狂犬病予防注射の更なる接種率向上に
努めていく。
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【事業一覧】

新型コロナウイルス感染症により、
「大人向け出前講座」は見送ったも
のの「子ども向け学習会」について
は、今後もアフターコロナを見据え
ながら積極的な啓発活動に努めな
ければならない。

市民環境部　美化推進課
外食規制の中、市民一人一日あ
たりのごみの排出量（総ごみ排出
量÷365日÷年度末人口）が、昨
年度より２.3ｇ増加した。

「プラスチック資源循環促進法」が
令和４年４月に施行され、この数
年のうちに廃棄物を取り巻く情勢
が大きく変わることが予想される。

市民環境部　美化推進課

埋立が可能な期間は令和14年ま
でとなっており、その後の処分の
確保について広域で検討していく
必要がある。

市民環境部　美化推進課

ごみ収集量が大型ごみ有料化に
より減少した平成２８年度から増加
傾向に転じていることから、ごみ収
集量の低減を目的とした施策を検
討・実施していく必要がある。

市民環境部　美化推進課
収集に関連する関係法令に動き
があったことから、法令の主旨に
沿った対応を検討する必要があ
る。

総量としては減少しているものの、
不法投棄は依然としてなくならない
ため、効率的かつ効果的なパト
ロール体制や通報しやすい体制を
構築する必要がある。

土木部　道路管理課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 30 循環型社会の形成を促進します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

ごみ減量化とリサイクル推進事業
ごみ減量化に対する意識の
高揚を図り、ごみの発生抑
制、再利用、リサイクルを促
進する

出前講座や学習会、ごみ行
政特集号などで、ごみの減
量の啓発を進め、３R（リ
デュース・リユース・リサイク
ル）に取り組み更なるごみ
減量に取り組む。

　今後もより多くの保育所・幼稚園及び
自治会等に「ごみ学習会」・「出前講
座」を利用していただけるよう啓発に努
め、更に３R（リデュース・リユース・リサ
イクル）にも取り組んでいく。

リユース情報紙「り・ぼ・ん」の廃止
により、新たなリユース活動の促
進に向け、市と民間リユース企業
会社等との提携による、ごみ減量
の啓発が必要である。 　川西市廃棄物減量等推進審議会に

おいて、環境への負荷が少ない循環
型社会に対応したごみ減量・資源化を
進める「川西市一般廃棄物処理基本
計画」の策定に向け、新たな施策を検
討する。

広域ごみ処理施設管理運営事業
１市３町の広域ごみ処理施
設の運営管理等を支援し、
循環型社会の構築に寄与
する

施設の性能が十分に発揮さ
れるよう、３町や一部事務
組合が連携し、効率的・安
定的な管理運営に取り組ん
だ。

　施設の性能が十分に発揮されるよ
う、３町や一部事務組合が連携し、効
率的・安定的な管理運営に取り組ん
だ。

　「プラスチック資源循環促進法」が令
和４年４月から施行されることから、国
の動向を注視し、３町や一部事務組合
と緊密な連携を図り、今後も施設の円
滑な管理運営に努める。

最終処分対策事業 焼却灰等埋立処分場の建
設を広域で支援し、廃棄物
の適正処分を図る

本事業については、大阪湾
広域臨海環境整備センター
を通じ廃棄物の適正処理と
ともに、廃棄物埋立護岸整
備事業及び広域最終処分
場等整備事業を行った。

　センターを取り巻く制度的環境、社会
的環境、経済的環境等の変化に応じ
た持続可能な制度設計に見直すこと
が必要である。

　引き続き、埋立処分場の建設を支援
する。
　また、将来の処分場の確保につい
て、大阪湾広域処理場整備促進協議
会の場で検討を行う。

分別収集事業
家庭から排出されるごみを
収集し、良好な生活環境を
保持する

廃掃法等に基づき市域で発
生する一般廃棄物の収集を
行った。
　また、従前からの検証及
び事業再検証により、収集
の効率化とコストの削減を
目的とした委託手法等の大
幅な変更を行った。

　平成28年度の大型ごみ有料化により
大きく満足度の低下がみられ、以降、
ごみ収集時にステーションで使用して
いる用具の片付け等の付加価値の創
出による満足度の向上に努めた。

収集体制の変更の広報を行った
が、継続して周知と理解を得ていく
必要がある。 　増加傾向にあるごみ収集量を減少に

転じる施策を新規に検討する必要があ
る。また、令和４年度から施行されてい
る「プラスチックに係る資源循環の促
進等に関する法律（プラ新法）」への対
応を一部事務組合と検討する。

市道等不法投棄処理事業 道路の安全確保と環境の
美化を図るため不法投棄を
処理する

パトロールや市民からの通
報により、迅速な回収を実
施することで不法投棄総量
の減少に繋がった。

パトロール体制を見直し、担当課だけ
でなく土木部全課のパトロール業務の
中でも不法投棄の監視を行う。
また、未然防止対策として監視カメラを
設置するとともに、不法投棄を抑止す
るための啓発を検討していく。

不法投棄物の回収による抑止に
は限界があり、不法投棄を未然に
防止する方策を検討する必要があ
る。
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定義 方向性

土木部道路管理課

定義 方向性

市民環境部美化推進課

定義 方向性

市民環境部美化推進課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・市民の美意識向上や不法投棄の減少によ
り、一定水準で推移しているが、目標数値
達成には至っていない。
市民実感調査結果を鑑み、多様的な啓発活
動を行う必要がある。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・大型ごみの有料化時に下がった満足度を
収集時の付加価値等の創出により徐々に回
復していたが、4年度に行う収集体制変更
の周知により低下がみられた。

担当課

総ごみ排出量÷365日÷年度末
人口

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・ごみ減量の啓発活動により徐々に減少してい
た家庭ごみ量が、新型コロナウイルス感染症の
影響で在宅勤務や自宅待機など在宅時間が増え
たことに伴い、増加がみられた。

担当課

評価指標 傾向

1

「歩道や道路が
きれいだ」と思
う市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・大型家電や建築廃材などの不法投棄は減
少しているものの、ペットボトルや弁当が
らなど家庭ゴミのポイ捨てがあとを絶たな
い。
今後、目標値達成に向け法的措置を見据え
た監視カメラの設置といった対策を行い、
不法投棄防止に努める。

評価指標 傾向

2
ごみ収集・処分
に対する満足度

目標達成
に向けた
今後の課
題

・収集体制の変更による業務の効率化・コ
スト削減に理解を求めるとともに、継続し
てごみステーションの用具片付けなどに取
り組む。

評価指標 傾向

3

一人一日当たり
のごみ排出量

目標達成
に向けた
今後の課
題

・継続して、さらなるごみ減量の啓発活動に取
り組んでいく。
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71.1 

76.8 76.5 
70.9 

90.0 

60%

70%

80%

90%
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基準値 Ｒ1 Ｒ3
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60%

70%

80%
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(目標

値)

「歩道や道路がきれいだ」と思う市民の割合
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定義 方向性

市民環境部美化推進課

定義 方向性

市民環境部美化推進課

可燃ごみ排出量÷365日÷年度
末人口

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響で在宅
勤務や自宅待機など在宅時間が増えたこと
に伴い、ごみ量にも増加がみられた。

担当課

資源化量÷総ごみ排出量

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・集団回収登録団体の減少に伴う、資源ご
み回収の減少よるもの。

担当課

評価指標 傾向

4

一人一日当たり
の可燃ごみ排出
量

目標達成
に向けた
今後の課
題

・継続して、さらなるごみの分別と減量の
啓発活動に取り組んでいく。

評価指標 傾向

5
ごみのリサイク
ル率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・目標値に向け、より一層のリサイクル率
向上のため、市民に対して分別・排出・処
理の流れ等、情報提供に努める。
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【事業一覧】

令和4年4月時点で待機児童は0人
（国基準）となったが、年度途中の
待機児童は生じているため、引き
続き取り組みを進める必要があ
る。

こども未来部 こども支援課

社会福祉法人の監査事務は高い
専門性が必要であるため、公認会
計士へ協力を依頼しているが、効
果的・効率的な実施方法について
検討する必要がある。

待機児童の解消に向け、夏季休
業期間中のみの育成クラブの本
格実施や、新規民間事業者の参
入を含めた対応を検討する必要が
ある。

こども未来部 入園所相談課
教育推進部 教育保育職員課

クラブ運営マネージャーの定期的
なクラブ訪問を行うとともに、クラブ
の質の向上・均等化に向けた対応
を図る必要がある。

子ども達が安全に過ごせるよう、
必要な用品等の購入や備品の修
繕を行い、効率的かつ効果的に事
業を実施していく必要がある。

教育推進部 教育政策課
教育推進部 就学・給食課
教育推進部 教育保育職員課

資産マネジメント部 施設マネジメント課

新型コロナウイルス感染症対策の
ため、保健衛生用品の整備や密を
避けるための保育用備品の購入
を行う必要がある。

私立保育所等において医療的ケ
ア児の受け入れが可能となるよう
環境整備が必要である。

こども未来部 入園所相談課
年度途中の待機児童対策や公民
通じた保育の質の向上に取り組む
必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 31 子どもの健やかな育ちを実現します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

子ども・子育て計画策定・管理事業

子ども・子育てに関する計
画を総合的に推進する

待機児童0人（国基準）の目
標の達成や「川西市子ども・
若者未来会議」の開催、子
育て支援アプリ「かわにし子
育てNavi」の運用など、子ど
もの健やかな育ちの実現の
ために、一定の成果があっ
た。

待機児童0人（国基準）の目標を達成
するなど、一定の成果があった。一方
で、市立幼稚園の入園児童数の減少
や施設の老朽化など、市立就学前教
育保育施設のあり方を整理し、将来に
わたって質の高い幼児教育保育を提
供できる環境整備を進める必要があ
る。

「かわにし子育てNavi」は利用者ア
ンケートの実施など、利用者が必
要としている情報を的確に把握し、
ニーズに合わせた情報整理などを
行う必要がある。

（仮称）子ども・若者未来計画の中で、
市立就学前教育保育施設の整備や配
置について方針を定める。令和4年度
に子ども・若者未来会議での審議やパ
ブリックコメント等を経て、令和4年度末
の策定をめざす。

留守家庭児童育成クラブ事業

昼間、家庭において適切な
保育を受けられない児童に
対して、健全育成を図る

・新規公設クラブの開所や、
民間事業者の参入促進、夏
休業期間中のみの育成クラ
ブの試行的な開所など、待
機児童対策の取り組みを行
い、基準値より待機児童は
減少したが、待機児童の解
消には至らなかった。
・開所時間を拡充し、利用
者の利便性の向上を図っ
た。
・会計年度任用職員制度移
行時に支援員の処遇改善
を実施したが、依然雇用が
厳しい状況となっている。

新規公設クラブの開所や民間事業者
の参入促進、夏季休業期間中のみの
育成クラブの開所により待機児童が減
少したほか、開所時間の拡充を行い、
保護者等の利便性を向上させた。ま
た、支援員の処遇改善を実施したが、
依然確保が厳しい状況となっている。

支援員の確保が厳しい状況である
ことから、支援員の確保・採用方
策を引き続き検討していく必要が
ある。 ・待機児童の解消に向けた今後の方

向性を「（仮称）子ども・若者未来計画」
の策定の中で検討し、取り組みを進め
る。
・引き続き求人広告を用いた支援員の
確保に努める一方で、人材派遣等の
民間事業者を活用した確保方策を進
める。

市立保育所運営事業
保育需要の増加や多様化
するニーズ等に対応し、市
立保育所の適正な運営を
図る

安全で、安心して過ごせる
ように設備の保守や修繕等
に対応し、教育活動の充実
に向けた環境整備を進める
ことができた。特に、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防
止に向けては補助金などを
活用し、教育・保育環境を
継続するための対策を講じ
ることができた。また、子ど
もにとって家庭と同様に「生
活する場」であり、食が係る
様々な取り組みを通じて、
健やかな心身の発育・発達
を導く給食を提供できるよう
取り組んでいる。

教育・保育活動における器具修繕など
保育所要望に応じて随時対応した。ま
た、保育所が抱える施設および設備の
老朽化に備え、環境整備を計画的に
進めることを目指してきたが、更なる改
善対応が必要となってきているため、
保育所の状況に応じて適切に設備更
新・修繕を実施している。リスク回避を図りながら安全・安心

な給食を継続するため、老朽化施
設及び設備の更新・修繕が必要で
ある。また、物価高騰や物資入荷
の変動などの長期化を見据えた対
策を検討しておく必要がある。

保育所運営や設備の更新、修繕など
は多数の施設で共通の事業がある。
保育所だけの視点にとらわれず、学校
園所全体で中長期的な観点から業務
を見直し、子ども達に望ましい教育・保
育環境の提供をめざして事業を進めて
いく。また、多様化する食育や食環境
のニーズに呼応するため、情報共有を
図る。

幼児教育・保育施設運営支援事業 保育需要の増加や多様化
するニーズ等に対応し、民
間保育所、こども園の適正
な運営を図る

保育ニーズが増加傾向にあ
る中、施設整備や定員を超
えた児童の受け入れ等によ
り待機児童数を減少させ
た。また、こどもたちにより
良い教育・保育環境を提供
するため、私立保育所等に
対し財政的運営支援を行
い、安全で安心できる環境
のもと質の高い教育・保育
の提供を推進した。

保育ニーズが増加傾向にある中、施
設整備や定員を超えた児童の受け入
れ等により待機児童数を減少させるこ
とができた。（R4.4解消）また、私立保
育所等に財政的な運営支援を行い、
質の高い教育・保育環境の提供を推
進した。新型コロナウイルス感染症対策に

伴う国の緊急経済対策等に対応
し、保育所等が安定した運営を継
続できるよう新たな支援策を講じ
ていく必要がある。 医療的ケア児の受入れが可能となる

よう、連携体制の構築と看護師等配置
への補助による環境整備を推進する。
年度途中における待機児童を含めた
対策を検討していく。
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子ども達が安全に過ごせるよう、
必要な用品等の購入や備品の修
繕を行い、効率的かつ効果的に事
業を実施していく必要がある。

教育推進部 教育政策課
教育推進部 就学・給食課
教育推進部 教育保育職員課

資産マネジメント部 施設マネジメント課

今後こども園を整備するにあたっ
ては、これまでの市立幼保連携型
認定こども園整備の実績や効果
等を踏まえ、現場職員の意見も参
考にし、整備計画及び取り組みを
進めていく必要がある。

こども未来部 こども支援課

新設園所への実地指導の回数を
増やすなど、必要に応じて柔軟に
運用するとともに、継続的に実地
指導を行う必要がある。

教育推進部 教育保育課

特別な支援を必要とする子どもが
増加傾向にある中、職員の資質の
向上、園所の特別支援教育・保育
の充実を図る必要がある。

病院受診率を上げるため、園所、
家庭、保健・医療機関が連携しあ
い、子どもの健康づくりに取り組ん
でいく必要がある。

教育推進部 教育保育課
子どもの発達段階に応じた健康教
育だけではなく、保護者への保健
指導に取り組む必要がある。

病院受診率を上げるため、園、家
庭、保健・医療機関が連携しあい、
子どもの健康づくりに取り組んで
いく必要がある。

教育推進部 教育保育課
子どもの発達段階に応じた健康教
育だけではなく、保護者への保健
指導に取り組む必要がある。

市立認定こども園運営事業

保育需要の増加や多様化
するニーズ等に対応し、市
立認定こども園の適正な運
営を図る

安全で、安心して過ごせる
ように設備の保守や修繕等
に対応し、教育活動の充実
に向けた環境整備を進める
ことができた。特に、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防
止に向けては補助金などを
活用し、教育・保育環境を
継続するための対策を講じ
ることができた。また、子ど
もにとって家庭と同様に「生
活する場」であり、食が係る
様々な取り組みを通じて、
健やかな心身の発育・発達
を導く給食を提供できるよう
取り組んでいる。

教育・保育活動における器具修繕など
認定こども園の要望に応じて随時対応
した。施設及び設備の更新・修繕等に
ついては、園所および学校園所全体で
中長期的な視点からの改善対応を検
討し、教育・保育環境の充実を図って
いる。

リスク回避を図りながら安全・安心
な給食を継続するため、施設及び
設備の更新・修繕を計画的に実施
していく必要である。また。物価高
騰や物資入荷の変動などの長期
化を見据えた対策を検討しておく
必要がある。

認定こども園の運営や設備の更新、修
繕などは多数の施設で共通の事業が
ある。学校園所全体で中長期的な観
点から業務を見直し、子ども達に望ま
しい教育環境の提供をめざして事業を
進めていく。また、安全・安心な給食運
営が図られるよう、対処法を検討して
適切に運営していく。また、多様化する
食育や食環境のニーズに呼応するた
め、情報共有を図る。

認定こども園整備事業 認定こども園を整備し、入
所待機児童の解消を図ると
ともに、より質の高い教育・
保育を提供する

・市立幼稚園・保育所の老
朽化対策や質の高い教育・
保育を提供するために、市
立幼保連携型認定こども園
整備を進めてきた。その結
果、４園開設するなど、計画
的な環境整備を行うことが
できた。

・待機児童（国基準）は減少
しており、教育・保育の受け
皿の確保という観点では、
必要な施設や定員数の確
保を行うことができた。

市立幼稚園・保育所の老朽化対策や
質の高い教育・保育を提供するため
に、市立幼保連携型認定こども園整備
を進めてきた。その結果、４園開設す
るなど、計画的な環境整備を行うこと
ができた。
待機児童（国基準）は令和4年4月に解
消でき、教育・保育の受け皿の確保と
いう観点では、必要な施設や定員数の
確保を行うことができた。

市立幼稚園では、施設の老朽化だけ
でなく、入園者数が著しく減少してい
る。今後、市立就学前教育保育施設の
あり方（原案）を策定し、「（仮称）子ど
も・若者未来計画」（令和4年度中策定
予定）に反映するとともに、市立就学前
教育保育施設の再編等に取り組んで
いく。

幼児教育・保育推進事業
教育・保育に携わる職員の
指導力向上と乳幼児期の
教育・保育の充実を図る

職員の資質向上のための
研修を継続して実施するこ
とができた。職員の学びが、
一人ひとりの子どもの発達
や課題に応じた教育・保育
の推進につながっている。

・実地指導を継続することで、保育者
の学びが積み重なり、園所の教育・保
育の充実につながった。
・発達相談員の助言により、一人ひとり
に応じた教育・保育の推進につながっ
た。

園所内研修を推進していくリー
ダー的職員の育成が必要である。 ・実地指導の継続と園所内研修の充

実を図る。
・特別支援教育・保育に関する職員の
専門性の向上、一人ひとりに応じた環
境の工夫、家庭や専門機関との連携
を図る。

乳幼児健康管理事業 市立保育所・こども園児 の
健康及び安全管理に関し
て、必要な事項を定め、健
康の保持増進に努める

健康診断結果を元に適切な治療や保
健指導を受ける必要があるため、受診
率の向上をめざした。結果保育所
56.4％、認定こども園71.2％となった。
新型コロナウイルス感染症流行に伴
い、病院受診が懸念されていることも
影響理由の一つと考えられる。

健康診断結果を教育・保育活動に
活かしていく必要がある。 子どもの健康の保持・増進のため、適

切な事後処置が行われるよう、保健だ
よりでの通知や保健指導を行い、引き
続き受診率の向上をめざす。

幼児健康管理事業 市立幼稚園児の健康及び
安全管理に関して、必要な
事項を定め、健康の保持増
進に努める

学校保健安全法第13条及
び同法施行規則第3条に基
づき、子どもの健康及び安
全管理に努めることができ
た。

・新型コロナウイルス感染症の流行状
況に応じながら、また健診の時期やや
り方等について医師会及び歯科医師
会と連携しながらスムーズな健診が実
施できた。

健康診断結果を教育・保育活動に
活かしていく必要がある。

子どもの健康の保持・増進のため、適
切な事後処置が行われるよう、保健だ
よりでの通知や保健指導を行い、引き
続き受診率の向上をめざす。
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施設の老朽化、緊急対応等による
施設維持修繕と学校要望修繕の
計画的な対応が必要である。

資産マネジメント部 施設マネジメント課

地域保育園では、特色ある保育を
行っており、引き続き助成を行うと
ともに、立入調査を行う県とも連携
しながら教育・保育の質の確保に
努める必要がある。

こども未来部 入園所相談課

新型コロナウイルス感染対策を継
続して実施するため、引き続き、必
要な用品等の購入や備品の修繕
を行っていく必要がある。

教育推進部 教育政策課

幼稚園を利用する市民に対し、無
償化の制度と手続き方法につい
て、継続して周知していく必要があ
る。

こども未来部 入園所相談課

配慮が必要な児童が私立幼稚園
に就園しやすい環境とするため、
加配職員への支援など環境整備
が必要である。

幼稚園施設維持管理事業
園児の安全を確保し、良好
な教育環境を維持する

施設の老朽化による雨漏
り、不具合など緊急対応が
多くなっているが、施設維持
修繕等を計画的・効果的に
行い、良好な教育環境の維
持を概ね達成することがで
きた。

　施設保守点検の結果を踏まえ、「川
西市こども・子育て計画」や「川西市公
共施設等総合管理計画（学校施設長
寿命化編）」に基づき、施設管理者と協
議を行い計画的、かつ効果的に修繕
できた。

　施設保守点検の結果を踏まえ、老朽
化した施設など「川西市こども・子育て
計画」や「川西市公共施設等総合管理
計画（学校施設長寿命化編）」に基づ
き、施設管理者と協議を行い計画的、
かつ効果的に改修工事および修繕を
行う。

認可外保育施設等支援事業
地域保育園の運営を支援
し、保育サービスの質的向
上に努める

子育てしやすいまちとなるよ
う、認可外保育施設等を利
用する家庭への経済的負
担を軽減する給付を行うと
ともに、地域保育園に対し
て、安定した運営がなされ
るよう補助を行い、安全で
安心できる環境のもとで教
育・保育の提供を行うことが
できた。

子育てしやすいまちとなるよう、認可外
保育施設等を利用する家庭への経済
的負担を軽減する給付を行うとともに、
地域保育園に対して、安定した運営が
なされるよう補助を行い、安全で安心
できる環境のもとで教育・保育の提供
を行うことができた。

認可外保育施設等を利用する市
民に対し、無償化の制度と手続き
方法について、継続して周知して
いく。

待機児童解消のため、受け皿となって
いる地域保育園に対し、継続した支援
と保育指導等により教育・保育の質を
向上させる。
無償化の対象者が円滑に申請手続き
を行えるよう、認可外保育施設等との
連携を継続し、適正な給付を推進して
いく。

市立幼稚園運営事業
幼稚園の園児に良好で適
正な教育環境を提供する

安全で、安心して過ごせる
ように設備の保守や修繕等
に対応し、教育保育活動の
充実に向けた環境整備を進
めることができた。特に、新
型コロナウイルス感染症拡
大防止に向けては交付金な
どを活用し、学びを保障す
るための対策を講じること
ができた。

教育保育活動における器具修繕など
幼稚園要望に応じて随時対応した。

子ども達が安全に過ごせる教育保
育環境を整えるうえにおいて、効
率的かつ効果的に事業を実施して
いく必要がある。

園運営や設備の更新、修繕などは多
数の施設で共通の事業がある。幼稚
園だけの視点にとらわれず、学校や保
育所等、学校園所全体で中長期的な
観点から業務を見直し、子ども達に望
ましい教育環境の提供をめざして事業
を進めていく。

幼稚園支援事業

幼稚園に通園する児童の
保護者負担の軽減を図る

子育てしやすいまちとなるよ
う、幼稚園を利用する家庭
への経済的負担を軽減する
給付を行うほか、私立幼稚
園への補助により幼児教育
の振興を図り、市立施設と
相互に協力、補完しあいな
がら就学前の教育保育を推
進することができた。

子育てしやすいまちとなるよう、幼稚園
を利用する家庭への経済的負担を軽
減する給付を行うほか、私立幼稚園へ
の補助により幼児教育の振興を図り、
市立施設と相互に協力、補完しあいな
がら就学前の教育保育を推進すること
ができた。

施設等利用費給付金の適正な支
給に向けた指導については、認可
上の指導監査等を行う県と連携し
ながら行う必要がある。

新型コロナウイルス感染症の状況を踏
まえ、書面等による指導監査を充実さ
せるとともに、県との連携体制を構築
する。
配慮が必要な児童の私立幼稚園への
就園にあたっては環境整備を図り、質
の高い特別支援教育・保育の提供を
推進する。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

こども未来部こども支援課

定義 方向性

こども未来部入園所相談課

【施策評価指標】

市民実感調査より ※家族に中学生
以下の子どもがいる市民が対象

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・本計画期間中、全中学校区への子育て支援拠
点の整備、公立認定こども園や私立保育所の整
備、子育て支援アプリの導入など子育て環境の
充実に取り組んできたことで、増加傾向にあ
る。

担当課

各年度4月1日現在の待機児童（国
基準）

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・幼児教育・保育の無償化の影響もあり、保育
ニーズが増加傾向にある中、「子ども・子育て
計画」に基づく教育・保育施設の提供体制の確
保方策の成果により、待機児童数は減少してい
る。

担当課

評価指標 傾向

1

「子育てがしや
すいまちだ」と
思う市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・新型コロナウイルス感染症の影響による就
業・子育て環境の変化や新たなニーズなどを適
切に把握する必要がある。
・子どもから若者に至るまで総合的かつ一体的
な支援を行うため、「子ども・子育て計画」と
「子ども・若者育成支援計画」を統合した
「（仮称）子ども・若者未来計画」を策定し、
様々な子育て施策に取り組んでいく。

評価指標 傾向

2
保育所の入所待
機児童数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・正確かつ迅速できめ細やかな利用調整が可能
となるＡＩ入所選考システムを活用し、保護者
が選択できる希望保育施設数を拡大するととも
に、丁寧な利用調整を行うことでマッチング率
を高め、待機児童解消を図る。（R4.4月待機児
童解消）
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定義 方向性

こども未来部こども支援課

定義 方向性

こども未来部入園所相談課

母の年齢5歳階級別出生数÷各年10
月1日現在の女性人口

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・本市の合計特殊出生率は、阪神間の自治体と
比較しても、低い傾向にある。
・令和元年度と比較し、出生数微増及び女性人
口減少による相対的な微増が見られるが、出生
数増について、何に起因するか特定はできてい
ない。

担当課

各年度5月1日現在の待機児童（国
基準）

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・女性の社会進出等により、利用者は増加傾向
にあり、新規公設育成クラブの開所や民間事業
者の参入促進等の取組を行ってきた。R3年度
待機児童数は、新たな公設育成クラブの開設や
R2年度の民間育成クラブの新設に加え、夏季
休業期間中のみの育成クラブの試行的な開所に
より減少に転じた。

担当課

評価指標 傾向

3
合計特殊出生率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・妊娠期から子育て期における育児の不安・負
担を解消し、安心して出産や子育てができる環
境整備を行うことで、希望する出産が叶い、ひ
いては出生数増加につながるよう、様々な子育
て施策に取り組む必要がある。

評価指標 傾向

4

留守家庭児童育
成クラブの入所
待機児童数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・引き続き学校と調整を行い、余裕教室等の資
源を活用していくよう努める。
・待機児童の解消に向け、R4年度から、夏季
休業期間中のみの育成クラブの本格実施を行う
とともに、民間事業者の新規参入を促進する。
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【事業一覧】

今後は小中学生など若年層の感
染状況に注意しながら、来館者が
増加した場合の感染防止対策を
取り組んでいく必要がある。

こども未来部 こども支援課

オンライン事業の検証を行い、利
用者の負担が少なく、必要な支援
に速やかにつなげるための仕組み
づくりを考えていく必要がある。

新型コロナウイルス感染症の影響
が長引く中で、本制度の安定的な
維持継続を基本としながら、子育
て世帯の経済的負担の軽減を図
る必要がある。

健康医療部 医療助成・年金課

無料化を拡大することで、対象者
の負担軽減になる一方、一人当た
り受診件数が他制度と比較しても
大きく増加している。

兵庫県下だけでなく全国的な状況
を把握し、安定的、効果的に事業
を運営できるよう研究を進める。

健康医療部 医療助成・年金課

生活様式の変化に伴い、育児の
多様性が増し、育児不安の内容も
さまざまである。そのため、個々の
状況に応じた個別的・専門的な支
援が必要である。

こども未来部 こども支援課

子育て支援の関係機関が多く、支
援が充実できる反面、関係機関同
士の情報共有の仕方や個人情報
の取り扱いなど、支援環境を整備
していく必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 32 明るく楽しい子育てを支援します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

児童館運営事業
児童福祉法に基づき小型
児童館として、子育てを支
援し、児童の健全育成を図
る

事業全体での参加者数は、平
成３０年度からの減少傾向と新
型コロナウイルス感染症拡大
の影響で減少前の水準に戻っ
ていない。事業を再開するなか
で、社会の動向や周辺環境の
変化を認識していたが、ニーズ
に対応した効果的な事業の実
施が難しかった。

平成30年度の耐震補強工事やプレイ
ルームの移転等により利用者が減少
している中で、コロナ禍により事業の中
止や制限を設けた結果、児童館の利
用者数は回復していない。しかし、この
ような状況の中、感染症対策を実施し
ながら手探りで事業再開に取り組んで
きたことは、貴重な経験となっている。新型コロナウイルス感染症の収束

状況を見据えながら、現状の子育
てニーズに応じた取り組みを通じ
て来館者をもとに戻していく必要が
ある。

今回得た経験などを検証しながら、事
業や児童館来館者を戻していく必要が
ある。他の子育て施設との交流や情報
交換などを通じて連携を深め、質の向
上を図るとともに、さまざまなニーズを
確認し、オンラインを含め保護者や子
どもたちの視点に立った、利用しやす
い、より必要とされる児童館をめざして
いく。

乳幼児等医療扶助事業

乳幼児及び児童等が医療
を受けやすい環境を作る

乳幼児・こども医療制度の拡充
が、子育て世代における経済
的負担の軽減に寄与したこと
は評価できる。

　こども医療制度の拡充が、子育て世
代における経済的負担の
軽減に寄与した。

市民の利便性向上のため、事務
手続きの簡素化、システム化の研
究を進める必要がある。

　乳幼児等医療費助成制度について
は無料化等に取り組んできたが、本市
において将来にわたり持続的・安定的
制度となるように、引き続き検討を続け
る。

母子等医療扶助事業 母子家庭、父子家庭の親・
子及び遺児が医療を受け
やすい環境を作る

経済基盤の弱いひとり親家庭
に対し、医療費の一部を助成
することにより、経済的負担及
び精神的負担の軽減に寄与し
たことは評価できる。

　対象受給者には経済的負担の軽減
に寄与できたと考える。

市民の利便性向上のため、事務
手続きの簡素化、システム化の研
究を進める必要がある。 　当助成制度が、本市において将来に

わたり持続的・安定的制度となるよう
に、自己負担や所得要件のあり方につ
いて、引き続き研究を進める。

子育て世代包括支援事業
妊娠や出産、子育て期にわ
たる切れ目のない支援を行
う

それぞれの事業において、開
始当初より多くの市民に利用
いただき、市民のニーズに沿っ
た事業展開が実施出来た。
相談窓口としての機能を強化
し、様々な不安や負担に対応
できる体制ができた。

こども・若者ステーションや全中学校区
に地域子育て支援拠点を開設したこと
で、地域も含めて子育て世代を支援す
る体制ができたことで、より子どもと保
護者に寄り添った対応が可能となっ
た。コロナの影響等で産後ケアなどの

サービス利用者が増加している。
引き続き、保護者ニーズに対応で
きるよう、支援の提供の仕方など
を検討していく必要がある。

妊娠期から子育て期まで安心して出
産・子育てができ、身近な地域で、
個々の状況に応じた継続的な支援が
いつでも受けられるよう、子育てコー
ディネーター事業を実施する。キセラ
川西プラザ内で実施し、拡充について
検討していく。
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児童虐待が早く発見され通告され
るよう、関係機関と連携しリスク判
断や対応等の共有を徹底し、個々
のケースに添った迅速な支援体制
を整える。

こども未来部 こども若者相談センター

児童手当支給事業においては、令
和4年6月1日の制度改正につい
て、市民に分かりやすい制度周知
の仕方を検討する必要がある。

こども未来部 こども支援課

特別児童扶養手当受給者は増加
傾向にあり、他の障がい児に対す
る手当と対象者が重複しているた
め、事務の効率化や管理方法を
検討する。

児童扶養手当やひとり親支援制度
の周知の仕方について、必要な人
に情報が届くよう、現在の方法を
検証し、適切な周知に努める。

こども未来部 こども支援課

制度改正が多い児童扶養手当支
給事務を適正に実施するにあた
り、職員のスキルアップとともに効
率的な事務処理を検討していく必
要がある。

・長期化するコロナ禍において、子
どもへの心身の影響を考慮した事
業内容の検討。

・妊娠期などの早期から、切れ目
ない支援を関係機関との連携のも

と実施する必要がある。

健康医療部 保健センター・予防歯科センター

子ども家庭総合支援事業 地域から孤立しがちな家庭
への手厚い支援を行い、児
童虐待発生の防止を図る

平成30年9月に「子育て世代包
括支援センター」「子ども家庭
総合支援拠点」等を一体化さ
せた『こども・若者ステーション』
を、「川西こども家庭センター」
と同じキセラ川西プラザ内に開
設し、迅速な情報共有や意見
交換を行うことで、家庭への支
援を手厚く行うことができた。
令和3年11月からは教育支援
センターの相談部門が「こども
若者相談センター」に加わった
ことで、多職種の専門職員が
連携し、相談体制を強化するこ
とで、困難を有する家庭に個々
に応じた支援を検討し、対応す
ることができた。

子ども家庭総合支援拠点を整備して、
他の関係機関とも情報共有、意見交
換を図りつつ、困難を有する子ども達
に、個々に応じた支援を検討し、一体
的な支援を実施してきた。

適切な支援実施のため、職員相互
の連携強化を図るとともに、個々
の相談員のスキルをより向上させ
る必要がある。

子ども達が健やかに成長することを願
い、引き続き、関係機関とも連携を取り
ながら、スピード感をもって、困りごと
のある家庭の支援に努め、児童虐待
の未然防止を図っていく。

児童手当等支給事業

次代の社会を担う子どもの
健やかな育ちを支援する

児童手当支給事業、特別児
童扶養手当支給事業にお
いては、国の制度に基づい
て適正に実施することがで
きた。

児童手当の支給、特別児童扶養手当
の事務処理においては、国の制度に
基づいて適正実施に努めた。

年々複雑化する児童手当制度に
対し、適正な支給を行うため、職員
のスキルアップとともに効率的な
事務処理の検討をする必要があ
る。

児童手当支給事業においては、国の
制度に基づいて適正に手当を支給す
る。
今後も増えると予測される特別児童扶
養手当受給者に対応できるよう、障が
い福祉システムと一体化した管理を検
討する。

ひとり親家庭支援事業

ひとり親家庭の生活の安定
と自立の促進に寄与する

児童扶養手当の支給、就労
支援などを実施し、ひとり親
家庭への支援をすることが
できた。

関係機関との連携を図りながら、個々
のニーズにあった必要な支援に取り組
むことができた。児童扶養手当受給資
格者については、現況届提出時を利
用し、対面で状況を確認し、必要に応
じて就労支援などにつなげることがで
きた。

生活の安定と自立に向け、ひとり
親家庭のニーズや家庭状況を把
握し、状況に応じた支援を検討す
る必要がある。 国基準どおり適正に児童扶養手当を

支給する。
児童扶養手当やひとり親支援制度の
周知に努める。
ひとり親家庭のニーズや家庭状況の
把握に努め、生活の安定と自立に向
けた施策の実施を検討する。

母子保健推進事業
母性、乳幼児の健康の保持
及び推進を図り、母子保健
の向上に寄与する

妊娠前から妊娠期の支援
（母子手帳の全数面接、妊
婦健康診査助成拡充、不妊
治療ペア検査助成事業開
始等）を充実させることがで
きた。また、5歳児発達相談
事業の開始により、就学前
の支援が行えるようになっ
ている。子育てアプリやタブ
レットの活用によるオンライ
ン教室を実施するなど、事
業実施方法の幅が広がっ
た。

引き続き、妊娠前から就学前の支援を
切れ目なく行う。

社会情勢に合わせた事業内容を展開
する。
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定義 方向性

こども未来部こども支援課

定義 方向性

健康医療部保
健センター・予
防歯科セン
ター

定義 方向性

健康医療部保
健センター・予
防歯科セン

【施策評価指標】

市民実感調査より ※家族に中学生
以下の子どもがいる市民が対象

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・子育て世代包括支援センターとしてこども・
若者ステーションの開設や産後ケア事業の開
始、全中学校区への地域子育て支援拠点の開設
など、妊娠期・出産期から利用できる子育て支
援サービスの充実に取り組んだことで、全体的
に増加傾向にある。

担当課

（乳幼児健康診査受診者数＋未受診
児のうち状況を把握した人数）÷健
康診査対象者数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・１００％に近く増加した。令和２年度末頃の
新型コロナウイルス感染症拡大による受診控え
により、延期した受診者が令和３年度に増加し
たためと考えられる。
・新型コロナウイルス感染症の流行状況によ
り、受診率に影響を受けたが計画期間中平均
98.8％とほぼ目標に近い数値となった。

担当課

アンケート調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・個々に応じたきめ細やかな支援に努めてお
り、前年度から目標値に近い状態を維持してい
る。
(基準値は、５年毎の計画策定のためのアンケ
－ト数値による)

担当課

評価指標 傾向

1

「子育て支援が
充実している」
と思う市民の割
合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・身近な地域で相談や子育て支援を受けやすく
なり、妊娠中から出産後も切れ目のない支援が
できる体制が必要である。個々のニーズに応じ
た丁寧な支援に取り組む。

評価指標 傾向

2

乳幼児健康診査
受診率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・転出者など一定数を除き、未受診者の状況把
握ができている。庁内関係者と連携し、今後も
受診勧奨に努め、乳幼児の発達のために支援を
するとともに全ての未受診者の状況把握を行
う。

評価指標 傾向

3

妊娠から出産及
び産後の保健・
医療サービスに
ついて満足して
いる親の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・妊娠期から就学前に向け、関係機関と連携
し、引き続き切れ目ない支援に努める。
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妊娠から出産及び産後の保健・医療サービス

について満足している親の割合
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定義 方向性

こども未来部こども支援課

各年度末現在

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・平成30年8月に全部支給の所得制限限度額が
30万円引き上げられた影響により、令和元年度
に全部支給の割合が増加しているが、現在は減
少傾向にある。

担当課

評価指標 傾向

4

児童扶養手当受
給資格者に対す
る全部支給の割
合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・リーフレットの活用や手当の現況届提出など
の機会を通じて、高等職業訓練促進給付金等の
支援制度や自立支援プログラムの周知に努め
る。
・ハローワークなど関連機関との連携を密にし
ながら、ひとり親家庭へのきめ細かな就労支援
に取り組む。
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【事業一覧】

ひきこもり、ニート、不登校などの
困難を抱える若者に対し、コロナ
禍においても、より相談しやすい
窓口体制を構築する必要がある。

こども未来部 こども若者相談センター
幅広い年代からの様々な相談に、
専門性や性別の点からも対応が
難しいケースもある。

施設などのハード面は整備できた
ため、今後は多職種の相談員がよ
り連携して支援を行うことができる
ようなソフト面での仕組みづくりを
行っていく必要がある。

こども未来部 こども若者相談センター

密集を避けるため公園を利用した
イベントを実施したが人がうまく分
散しなかったので、分散方法のさ
らなる検討が必要である。

教育推進部 社会教育課

新型コロナウイルス感染症の流行
が長期化する中、子ども・若者を
取り巻く環境も変化しているため、
子ども・若者実態調査の結果を踏
まえた施策の展開が必要である。

こども未来部 こども支援課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 33 すべての子ども・若者の逞（たくま）しい成長を社会全体で支援します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

子ども・若者総合支援事業

困難を有する子ども・若者と
その家族を支援する

令和元年度から臨床心理
士を配属し、困難を抱えて
いる当事者や保護者からの
相談に応じ、社会生活を円
滑に営むことや就労を促す
ための助言を行い、支援機
関や就労先等へつなげた。
また、案内チラシを全戸配
布し、相談窓口の周知に努
めた。

子ども・若者総合相談窓口を設け、困
難を抱えている当事者や保護者から
の相談に応じ、社会生活を円滑に営む
ことや就労を促すための助言を行い、
支援機関や就労先等へつなげた。

困難を抱える若者に対し、どうす
れば相談窓口の存在を知ってもら
えるのか、周知の方法を見直して
いく必要がある。

今後もホームページ等で相談窓口を
周知していくとともに、他機関との連携
を深めて、より相談しやすく、相談に繋
がりやすい体制づくりを構築していく。

こども若者相談センター整備事業
こども若者相談センターと
教育支援センターを統合
し、一元的な相談体制を構
築する

相談機関を一元化したこど
も若者相談センターの施設
を整備することができ、同じ
施設内に多職種の相談員
がいることで、今まで以上に
連携がしやすくなった。

予定どおり、相談機関を一元化したこ
ども若者相談センターの施設を整備す
ることができた。

事業としては令和３年度で完了した
が、今後も課題の解消に向けて取り組
んでいく。

成人式典実施事業 成人式典を実施すること
で、新成人を激励し、社会
人としての社会参加を促す
機会とする

行政と地域で成人の門出を
祝い、成人としての自覚や
地域への社会参加への意
識の芽生えなどの「機会」と
なるものと考えるが、新成
人は、成人式を「同窓会の
場」と捉えている傾向が強
く、社会人としての社会参加
を促進するための工夫が必
要である。

市民活動団体と連携しながら成人の
門出を祝い、成人としての自覚や地域
への社会参加への意識の芽生えなど
の「機会」の一助となった。

「一生の思い出となるイベント」とな
るよう、近隣他市の実施状況など
を参考に検討する必要がある。 近隣市町の実施状況なども参考にしな

がら、市全体で成人の日を祝う気運を
つくる。
また、オンライン配信などの利用によ
り、多くの人が参加しやすい取り組み
を進める。

子ども・若者育成支援計画推進事業

子ども・若者育成支援に関
する計画を総合的に推進す

る

「こども・若者ステーション」
や子ども・若者総合相談セ
ンターで困難を有する子ど
も・若者を支援する体制を

構築できた。
また、「川西市子ども・若者
未来会議」を開催するなど、
子どもから若者まで途切れ
ることのない支援につなげ

る体制づくりもできた。

「こども・若者ステーション」としてひきこ
もりや不登校などの相談窓口機能と、
居場所を備えた総合的な支援拠点で
ある子ども・若者総合相談センターを
整備し、困難を有する子ども・若者を支
援できた。また、すべての子ども・若者
の健やかな成長と自立に向けた支援
を子ども・若者育成支援計画に基づ
き、実施できた。ヤングケアラーなどの新たな課題

に対応していくために、関係機関と
連携・協力できる体制を構築する
必要がある。 子ども・若者実態調査の結果を踏ま

え、すべての子ども・若者をはじめ、困
難を有する子ども・若者の支援や、ヤ
ングケアラーなど新たな課題へ対応方
針を（仮称）子ども・若者未来計画の中
で定める。令和4年度に子ども・若者未
来会議での審議やパブリックコメント等
を経て、令和4年度末の策定をめざ
す。
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定義 方向性

こども未来部こども若者相談センター

定義 方向性

こども未来部こども若者相談センター

定義 方向性

こども未来部こども若者相談センター

【施策評価指標】

市民実感調査より ※29歳までの市民が対象

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・若者を取り巻く環境が複雑化する中で、
様々な悩みや困難を抱える人が一定数いる
ことが推測されるが、目標値を上回る結果
となった。

担当課

市民実感調査より ※39歳までの市民が対象

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症拡大が続く状
況の中で、日頃の生活に悩みや不安を感じ
る若者の割合は多くいることが推測され、
基準値を上回り、目標値にも達していない
状態である。

担当課

利用者実績

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・こども若者相談センターのひきこもり支
援等のアンケート結果の値であるが、目標
値を上回る結果となった。しかし、アン
ケートの回収率がなかなか上がらず、年に
よってばらつきがある。

担当課

評価指標 傾向

1

充実感を持って
生きている若者
の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・こども若者相談センターが移設し、今後
も困難を抱える当事者が相談しやすい窓口
として、充実及び周知の徹底を図る。

評価指標 傾向

2

日頃の生活に悩
みや不安を感じ
る若者の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・コロナ禍が長期化している中、ポストコ
ロナを意識しつつ、若者の置かれている現
状や悩み、不安の要因を分析し、適切な支
援を行っていく必要がある。

評価指標 傾向

3

こども・若者ス
テーション利用
者の満足度

目標達成
に向けた
今後の課
題

・アンケートで得た一つひとつの意見を参
考に、利用者の満足度をより高めていきた
い。また、困難を抱える当事者に相談窓口
の情報が届くよう周知を徹底する。
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【事業一覧】

サポーターが不在時に、ICT機器
のトラブルが発生した際に、学校
から問い合わせをする窓口が必要
である。

教育推進部 教育保育課 児童生徒の情報モラルの向上を
図る必要がある。

中学校における年間標準授業数
に占めるALT活用授業時数を高め
る必要がある。（令和3年度：川西
市25％、全国34％）

教育推進部 教育保育課

外国から来日したJET-ALTが円滑
に業務を行うため、相談にのったり
病院へ付き添ったりするなど、日
本での生活支援をおこなう必要が
ある。

「生きる力」を育む教育実践事業に
おいて、コロナ禍で、未実施の学
校があった。コロナ禍での実施方
法について工夫する必要がある。

教育推進部 教育保育課

中学校の部活動では、生徒が安
心安全に質の高い指導を受け、生
涯にわたって文化・スポーツに親し
むよう、持続可能な部活動運営が
必要である。

令和の時代に求められる教育保
育の充実のための教職員研修を
継続して行うと共に、教職員自ら
が学び続けられる場について検討
を行う必要がある。

教育推進部 教育保育課
こども自主活動支援事業について
は、ウィズコロナにおける実施方
法について見直す必要がある。

学校教育法附則第９条図書につ
いては、子どもの実態や教育課程
編成に則して、より適切な図書を
採択することをめざす必要があ
る。

教育推進部 教育保育課

１人１台端末が整備されたことか
ら、従来の教科書と合わせて、デ
ジタル教科書及び教材が効果的
な学びにどのようにつながるのか
検証する必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 34 児童・生徒の学力を向上させます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

教育情報推進事業 分かりやすい授業、校務の
効率化のために教育情報
ネットワーク及びＩＣＴ機器等
の整備と、活用の推進を図
る

大型提示装置やタブレット
端末等機器を整備し、教員
が児童生徒に対し効果的な
学習を行うために活用する
ことができた。また、教員の
働き方改革を行うために、
ICT機器を積極的に活用す
ることができた。

大型提示装置やタブレット端末等機器
を整備し、教員が児童生徒に対し効果
的な学習を行うために活用することが
できた。また、教員の働き方改革を行
うために、ICT機器を積極的に活用す
ることができた。ICTについては、日々進化してい

る。効果的な活用を全教員が行え
るような体制作りを進める必要が
ある。

日々のICT機器のトラブルに対応でき
るコールセンターを設置する。今後、
ICT機器の進化やデータの利活用、教
科書のデジタル化等ICTに関する課題
は山積している。校内情報教育担当者
と連携し、より効果的な活用とともに情
報モラルの育成に取り組む。

外国語教育推進事業
外国語活動・外国語科の授
業に外国語指導助手（ALT）
等を配置し、児童・生徒の
英語力の向上を図る

各学校にALTを１名ずつ配
置することにより、外国語に
関する児童生徒の実践的な
運用能力やコミュニケーショ
ン能力を向上させることが
できた。

市立学校に１名ずつALTを配置するこ
とができた。各校に１名ずつALTを配
置することによって、外国語に関する
児童生徒の実践的な運用能力やコミュ
ニケーション能力を向上させることがで
きた。市立学校の児童生徒の外国語教

育の充実のためには、各学校の
ALTと教員がさらに連携して授業
を進めることが必要である。 市立学校の児童生徒の外国語教育の

充実のために、引き続きALTを積極的
に活用し、ティーム・ティーチングを行う
ことによって、外国語の音声や基本的
な表現に慣れ親しみ、主体的にコミュ
ニケーションを図ろうとする態度の育成
を図る。

学校教育支援事業

児童生徒の「生きる力」を育
むことをめざし、学校に対し
支援

　「生きる力」を育む教育実
践事業や「プロから学ぶ想
像力育成」事業において、
地域や関係諸団体との協
働等による教育活動を実施
することで、児童生徒の「生
きる力」を育んだ。
　部活動指導員や、部活動
外部指導員（外部コーチ）の
配置、ICT部活動支援を実
施し質の高い指導を実施す
るとともに、教員の業務負
担軽減につながった。

　地域や関係諸団体との協働等による
教育活動を実施できるように学校を支
援し、児童生徒の「生きる力」を育ん
だ。
　部活動における人的配置等を行うこ
とで、部活動における安全性の確保と
質の高い指導、教員の業務負担軽減
が図れた。

学習習慣の定着を目的に「きんた
くん学びの道場」における学習支
援員を配置し、実施しているが、効
果的な学年について検証していく
必要がある。 　「生きる力」を育む教育実践事業にお

いて、コロナ禍での実施の成果を共有
し、各校の実情に応じて実施していく。
　外部人材を活用し、部活動改革に着
手することで、学校部活動から地域部
活動へ地域移行をめざしていく。

教育研究事業

教職員の資質と実践的指
導力の向上を図る

教職員のニーズや喫緊の
教育課題に迫る研修の実
施を行うことができたが、求
められる教育保育への対応
や、新型コロナウイルス感
染症の影響による教育環境
の急激な変化に応じた教職
員研修のあり方について、
さらに検討を進める必要が
ある。

教職員のニーズや喫緊の教育課題に
迫る研修の実施を行うことができた
が、求められる教育保育への対応や、
新型コロナウイルス感染症の影響によ
る教育環境の急激な変化に応じた教
職員研修のあり方について、さらに検
討を進める必要がある。子どもたちの学びや成長につい

て、公立と民間の教育保育の施設
が学び合える機会を設定する必要
がある。 感染症等の環境要因に影響されず教

職員が学び続けられる研修を実施す
ると共に、オンライン研修の充実等、受
講しやすい環境づくりを推進する。こど
も自主活動支援事業については、子ど
もたちの意見を聞く機会や方法につい
て検討していく。

小学校教科書・副読本整備事業
小学校教科書並びに地域
社会への理解を深めること
をねらいとした社会科副読
本等の整備を図る

児童に基礎的や基本的な
知識・技能を確実に習得さ
せ、これらを活用して課題を
解決するために必要な思考
力や判断力、表現力を育む
ために、教科書の採択・配
備や、副読本の改訂・作成
を滞りなく行うことができた。

児童に基礎的や基本的な知識・技能を
確実に習得させ、これらを活用して課
題を解決するために必要な思考力や
判断力、表現力を育むために、教科書
の採択・配備や、副読本の改訂・作成
を滞りなく行うことができた。

社会科副読本については、社会科
の学びを深める教材開発を進める
と共に、地域教材を生かして川西
の持つ豊かさを学び、川西市に誇
りを持てることをめざす。

紙の教科書とデジタル教科書の併用、
デジタル教科書の効果的な活用方法
など、授業の中でＩＣＴ教材を有効に活
用できるように考えていく必要がある。
その他副読本については、電子化も含
めて検討していく必要がある。
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ICT機器の更新について、昨今の
情勢を鑑みながら、効果的な学習
を支援できる機器の導入を検討す
る必要がある。

教育推進部 教育保育課

学校教育法附則第９条図書につ
いては、子どもの実態や教育課程
編成に則して、より適切な図書を
採択することをめざす必要があ
る。

教育推進部 教育保育課

一人一台端末が整備されたことか
ら、従来の教科書と合わせて、デ
ジタル教科書及び教材が効果的
な学びにどのようにつながるのか
検証する必要がある。

ICT機器の更新について、昨今の
情勢を鑑みながら、効果的な学習
を支援できる機器の導入を検討す
る必要がある。

教育推進部 教育保育課

ICT機器の更新について、昨今の
情勢を鑑みながら、効果的な学習
を支援できる機器の導入を検討す
る必要がある。

教育推進部 教育保育課

より多くの生徒に参考にしてもらえ
るよう、生徒への周知時期及び方
法について工夫する必要がある。

教育推進部 教育保育課

小学校教育情報推進事業 児童の情報活用能力を育
成するとともに、学校ホーム
ページによる「開かれた学
校」づくりを推進する

児童がタブレット端末等の
ICT機器を活用しながら、情
報活用能力を育成すること
ができた。また、普段の児
童生徒の様子や教職員の
研修の様子を学校ホーム
ページに掲載し、学校の様
子を広く周知することができ
た。

児童がタブレット端末等のICT機器を
活用しながら、情報活用能力を育成す
ることができた。また、普段の児童生
徒の様子や教職員の研修の様子を学
校ホームページに掲載し、学校の様子
を広く周知することができた。オンライン授業については、対面と

比較すると分かりにくい面もある。
オンライン授業の方法について
は、引き続き研究する必要があ
る。

ICT機器活用による効果的な学習のた
めに、必要なICT機器の更新を行い、
よりICT機器の活用を促進する。オンラ
イン授業の方法について、引き続き研
究を行う。

中学校教科書・副読本整備事業
中学校教科書並びに地域
社会への理解を深めること
をねらいとした社会科副読
本等の整備を図る

生徒に基礎的や基本的な
知識・技能を確実に習得さ
せ、これらを活用して課題を
解決するために必要な思考
力や判断力、表現力を育む
ために、教科書の採択・配
備や、副読本の改訂・作成
を滞りなく行うことができた。

生徒に基礎的や基本的な知識・技能を
確実に習得させ、これらを活用して課
題を解決するために必要な思考力や
判断力、表現力を育むために、教科書
の採択・配備や、副読本の改訂・作成
を滞りなく行うことができた。社会科副読本については、社会科

の学びを深める教材開発を進める
と共に、地域教材を生かして川西
の持つ豊かさを学び、川西市に誇
りを持てることをめざす。 紙の教科書とデジタル教科書の併用、

デジタル教科書の効果的な活用方法
など、授業の中でＩＣＴ教材を有効に活
用できるように考えていく必要がある。
その他副読本については、電子化も含
めて検討していく必要がある。

中学校教育情報推進事業 生徒の情報活用能力を育
成するとともに、学校ホーム
ページによる「開かれた学
校」づくりを推進する

生徒がタブレット端末等の
ICT機器を活用しながら、情
報活用能力を育成すること
ができた。また、普段の児
童生徒の様子や教職員の
研修の様子を学校ホーム
ページに掲載し、学校の様
子を広く周知することができ
た。

生徒がタブレット端末等のICT機器を
活用しながら、情報活用能力を育成す
ることができた。また、普段の児童生
徒の様子や教職員の研修の様子を学
校ホームページに掲載し、学校の様子
を広く周知することができた。オンライン授業については、対面と

比較すると分かりにくい面もある。
オンライン授業の方法について
は、引き続き研究する必要があ
る。

ICT機器活用による効果的な学習のた
めに、必要なICT機器の更新を行い、
よりICT機器の活用を促進する。オンラ
イン授業の方法について、引き続き研
究を行う。

特別支援学校教育情報推進事業 児童・生徒の情報活用能力
を育成するとともに、学校
ホームページによる「開か
れた学校」づくりを推進する

児童生徒がタブレット端末
等のICT機器を活用しなが
ら、情報活用能力を育成す
ることができた。また、普段
の児童生徒の様子や教職
員の研修の様子を学校ホー
ムページに掲載し、学校の
様子を広く周知することがで
きた。

児童生徒がタブレット端末等のICT機
器を活用しながら、情報活用能力を育
成することができた。また、普段の児童
生徒の様子や教職員の研修の様子を
学校ホームページに掲載し、学校の様
子を広く周知することができた。オンライン授業については、対面と

比較すると分かりにくい面もある。
オンライン授業の方法について
は、引き続き研究する必要があ
る。

ICT機器活用による効果的な学習のた
めに、必要なICT機器の更新を行い、
よりICT機器の活用を促進する。オンラ
イン授業の方法について、引き続き研
究を行う。

中学生学習支援事業

生徒の自発的な学習意欲
や能力向上を図る

参加生徒に対するアンケー
ト結果では、95%の生徒が、
「家庭学習の時間が増え
た」、と回答しており、学習
習慣の定着及び自主的に
学習する意欲につなげるこ
とができた。

　参加生徒に対するアンケート結果で
は、86%の生徒が、「学校で、英語の授
業内容が以前より理解できている」、
89％の生徒が「学校で、数学の授業内
容が以前より理解できている」と回答し
ており、学習不安の解消につなげるこ
とができた。

　生徒への周知時期及び方法につい
て検討し、コロナ禍により様々な影響
が生じていることから、引き続き学習支
援事業を実施する。ポストコロナ期に
おける学習支援の優先順位や他の支
援事業との連携を含め、継続について
検討していく。
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定義 方向性

教育推進部教育保育課

定義 方向性

教育推進部教育保育課

定義 方向性

教育推進部教育保育課

【施策評価指標】

全国学力・学習状況調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・「学習内容を理解している」児童の割合
は、目標値を超えている。各校において全
国学力・学習状況調査において全国学力・
学習状況調査等を活用した分析を行い、
PDCAサイクルの下、授業改善を行った結
果であると考えられる。

担当課

全国学力・学習状況調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・「学習内容を理解している」生徒の割合
は、目標値を超えている。各校において全
国学力・学習状況調査において全国学力・
学習状況調査等を活用した分析を行い、
PDCAサイクルの下、授業改善を行った結
果であると考えられる。

担当課

文部科学省実態調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・今年度は、オンライン授業等教員のICT
活用スキル上昇のための研究・研修を中心
に行った。児童生徒にICT活用を指導する
ことに不安がある教員が一定数いることが
分かった。

担当課

評価指標 傾向

1

「学習内容を理
解している」と
思う児童の割合
（小学生）

目標達成
に向けた
今後の課
題

・学力向上に向け、教育に関する検証改善
サイクルの構築や授業改善に向けた教職員
研修のさらなる充実を図っていく。

評価指標 傾向

2

「学習内容を理
解している」と
思う生徒の割合
（中学生）

目標達成
に向けた
今後の課
題

・学力向上に向け、教育に関する検証改善
サイクルの構築や授業改善に向けた教職員
研修のさらなる充実を図っていく。

評価指標 傾向

3

児童生徒にICT活
用を指導できる
教員の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・児童生徒にICT活用を指導することに不
安がある教員に対する研修を実施する必要
がある。また、教員や児童生徒がICT機器
を活用しやすくなるように、機器の更新を
行う必要がある。
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【事業一覧】

担い手不足等により、放課後子ど
も教室の活動を休止する地域がみ
られる。

教育推進部 社会教育課
担い手不足等により、青少年育成
市民会議の活動を休止している地
区がみられる。

さまざまな人権課題がある中で、
取り上げられやすいテーマがある
一方で、取り扱いの難しいものも
あり、それらの実施に向けた対応
が課題である。

教育推進部 教育保育課

職員人権研修は、学校園所の職
員も対象となるため、職種が多岐
に渡っており、内容や実施日の設
定が難しい。オンラインも活用しな
がら、工夫して進めていく必要があ
る。

不登校児童生徒数が増加傾向に
ある中、不登校生の対応の在り方
について、各学校の実態に合わせ
て取り組む必要がある。

教育推進部 教育保育課

コロナ禍にあり児童生徒の心のケ
アが重要視される中、教職員や関
係機関における複数のアセスメン
トが必要である。

青少年補導委員による定例会や
定例補導の参加に負担感があり、
回数の見直しや参加のあり方を検
討する必要がある。

教育推進部 教育保育課

青少年補導委員や学校安全協力
員は、長年にわたって子どものた
めに活動する方に支えられている
が、新たな人材の確保が難しく
なっている。

登録者数、平均通室数、通室延べ
人数はR2年度より増加している中
で、個別の配慮が必要な児童生徒
が増えており、より丁寧な個別の
対応が求められる。

こども未来部 こども若者相談センター

不登校の児童生徒への支援に
は、学校や家庭、その他専門機関
との連携が不可欠であり、より充
実した連携の在り方を考えていく
必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 35 こころ豊かな児童・生徒を育みます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

青少年育成事業 地域や青少年団体、学校と
連携・協働して、青少年の

成長を支える活動の推進を
図る

・PTAあり方検討会は、任意加
入、個人情報の課題等につい
て単位PTAが改善を図り、改善
案の協議の結果最終報告をま

とめることができた。
・放課後子ども教室は、コロナ
禍により活動休止の教室が
あったなか、感染症対策を徹

底しながら開催したことにより、
子どもたちの居場所づくりに寄
与したが、後継者不足につい

ては課題として残る。

コロナ禍により活動休止等があったな
か、ＰＴＡあり方検討会は最終報告をま
とめることができた。また、放課後子ど
も教室や青少年団体の活動について
支援することで、子ども達の健全育成
に寄与することができた。指導者の担い手不足や少子化等

により、青少年の健全育成に取り
組む団体の会員数は減少傾向に
ある。 ・放課後子ども教室の活動について、

各地域の取り組みを共有するなど、継
続的に活動できる体制を検討する。
・青少年地域活動団体の事務局機能、
補助金について見直す。
・青少年育成市民会議は地域学校協
働活動へ移行する。

学校人権教育推進事業
学校人権教育の充実を図
ることで、児童・生徒・保護
者・教職員の人権意識を向
上させる

川西市人権行政推進プラン及
び川西市人権教育基本方針に
基づき、児童生徒に対して人権
意識の向上をめざして人権教
育を行うとともに、教職員に対
しても、新たな人権課題への対
応など、より実践的な研修を実
施し、人権教育の充実を図っ
た。

川西市人権行政推進プラン及び川西
市人権教育基本方針に基づき、児童
生徒に対して人権意識の向上をめざし
て人権教育を行うとともに、教職員に
対しても、新たな人権課題への対応な
ど、より実践的な研修を実施し、人権
教育の充実を図った。

感染症対策のため、コロナ前と比
べると実施回数が減っている。ま
た、体験活動が含まれる取り組み
については、オンラインの活用が
できず、実施を見送る現状があ
る。

人権学習推進事業については、各校
園所における実施を継続するととも
に、さらに学習の機会を増やしていけ
るよう働きかけをして促進を図る。ま
た、職員研修についてはより良い実施
方法や内容を検討し、人権意識の向
上に努めていく。

生徒指導支援事業
市立学校における生徒指
導を支援し、児童生徒の健
全な育成を図る。

川西市いじめ防止基本方針の
改定や不登校児童生徒への対
応について研修する等、教職
員が生徒理解に努めることが
できた。また、関係機関と連携
を図り、複雑化する事案に対応
することができた。

川西市いじめ防止基本方針の改定や
不登校児童生徒への対応について研
修する等、教職員が生徒理解に努め
ることができた。また、関係機関と連携
を図り、複雑化する事案に対応するこ
とができた。各学校の生徒指導事案が複雑化

しており、学校と市教育委員会が
連携し、各事案の実情に即した専
門家を交えた支援が必要である。 市内の学校において、不登校児童生

徒についての理解を深め、未然防止に
尽力する。その対策として校内フリー
スクールを整備し、生徒へ個別支援を
行うとともに、こども未来部との不登校
対策を実施、民間フリースクールとも
連携を図っていく。

青少年センター運営事業
青少年の非行防止並びに
児童生徒の安全確保を推
進する

青少年補導委員会の開催や、
学校安全協力員の支援を得
て、学校・家庭・地域の連携の
下、子どもたちの安全な環境づ
くりを確保することができた。

青少年補導委員会の開催や、学校安
全協力員の支援を得て、学校・家庭・
地域の連携の下、子どもたちの安全な
環境づくりを確保することができた。

SNSの普及等により多様化複雑化
する青少年の問題行動に対応す
る必要がある。

　学校や家庭、地域連携の協力の下、
通学路の安全対策などの安全な環境
づくりが持続可能な形で実施されるこ
とができるように、仕組みづくりを検討
する必要がある。

適応教室運営事業
不登校児童生徒の社会的
自立を支援する「学びのス
ペース『セオリア』」の円滑
な運営を図る

H30年度より不登校状態にある
小中学生の支援を行っている。
R3年度は72名の登録があり、
最も少なかったR2年度より20
名の増加が見られた。また、通
室延べ人数はR3年度3096人と
なり、最も少なかったR1年度よ
り1012人増加となり、有効性、
効率性共に向上が見られた。

不登校状態にある小中学生の自立心
の回復や学校復帰の支援を目標に運
営してきた。途中、学校復帰の支援か
ら社会的自立へ向けた支援という大き
な変更を実施したものの、子どもを中
心とした支援の視点を持ち、事業を展
開できた。登録はあるものの通室に至らない

児童生徒もいるので、通室しやす
い環境づくりなど孤立させないた
めの支援を行う必要がある。 不登校児童生徒への総合的な支援の

あり方を含め、今後のセオリアについ
て更なる検討を進めていく。また、家庭
や学校、他機関との連携を強め、セオ
リアが通室児童生徒にとって、安心し
て過ごせる居場所となるように支援を
行っていく。
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学校運営協議会のより良い運営に
向けた市教委からのサポートが必
要である。

教育推進部 教育保育課

ウイズコロナの中でも、学校や地
域の実情に合わせ、充実した地域
学校協働活動を行うことができる
ように計画していく事が必要であ
る。

移動手段を含めて新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止策を講じなが
ら、例年と同様のプログラムを実
施することが困難である。

教育推進部 教育保育課 雨天時の活動内容の充実を図る
必要がある。

ウィズコロナの時代を見据えなが
ら、どのような体験活動であれば、
事業所等の地域の支援を受けな
がら活動が出来るのか検討する必
要がある。

教育推進部 教育保育課
進路冊子を電子化し、全中学生に
対して、適切な進路実現に向けた
進路学習を検討していく。

一部事務組合解散に向け、事務
組合構成市町間で協議を行ってい
く必要がある。

教育推進部 教育保育課

地域・学校連携協働推進事業

学校・家庭・地域の連携・協
働を進める

学校や家庭、地域の連携・協働を実現
する為、モデル校において、「学校運
営協議会」「地域学校協働本部」を組
織し、継続的で多様な地域学校協働
活動を行う体制づくりを行った。

地域学校協働活動推進員・協働活
動支援員は地域・学校の連携の
様々な役を担う事になるが、全て
の校区に適切な人材を確保してい
くことが課題である。 令和6年度に、市内全校園での学校運

営協議会、地域学校協働本部の設置
をめざし、学校・家庭・地域の連携を図
る。また活動のコーディネーター役とな
る協働活動支援員の市内全校園への
配置を検討し、地域学校協働活動を推
進する。

小学校体験活動事業
児童・生徒の「生きる力」を
育成する

３年生での環境体験学習、４年
生での里山体験学習、５年生
での自然学校と系統立てて学
習することができ、、児童が自
然・地域社会と触れる中で理解
を深めるなど、体験活動を通し
て児童が主体的に行動し問題
解決する能力など「生きる力」
を育成できた。

３年生での環境体験学習、４年生での
里山体験学習、５年生での自然学校と
系統立てて学習することができ、自然・
地域社会と触れる体験活動を通して、
児童が主体的に行動し問題解決する
能力など「生きる力」を育成できた。体験活動の実施にあたり、自然学

校指導補助員、看護師、NPO団体
などの協力が不可欠であり、継続
的な活動を行っていくために人材
確保が必要である。

児童の充実度を高水準に維持するた
めに、五感を使った体験活
動が行えるよう、地域サポータ―や指
導員と協働して充実した体験活動が展
開できるようにする。

中学校教育支援事業
トライやる・ウィークをはじめ
とするキャリア形成に質す
る体験活動の充実

キャリア教育は生徒の成長に
非常に重要なのもであり、本市
の取り組みは、地域と連携した
充実した活動であった。コロナ
禍にあっても学校・家庭・地域
で連携を深め取り組むことがで
きていた。

・各学校が工夫を凝らした体験活動を
行うことによって、家庭や地域の理解と
協力を得た取り組みが出来た。
・中学３年生全員に対し進路冊子を配
布することで、生徒自ら考え課題を見
つけ、進路実現に向けて取り組むこと
が出来た。コロナ禍の影響を受け、各学校と

地域のつながりが希薄になりつつ
あったため、トライやる・ウィーク推
進協議会を充実し地域と連携して
いく。

・ウィズコロナを見据え、トライやる・
ウィーク推進協議会の一層の活性化を
図るとともに、新規職種や新規事業所
の開拓をしていく。
・進路冊子を電子データ化し、市内中
学生へ配布する。

丹波少年自然の家運営事業
子どもたちの体験活動を支
援し、豊かな心を育む

　新型コロナウイルス感染症の
影響により、丹波少年自然の
家の利用は伸び悩んだ。自然
学校の日帰り利用など新たな
手法を取り入れ、利用の促進
に励んだ。

　自然学校での利用促進や、窓口での
パンフレットの設置など利用の促進を
促したが、新型コロナウイルス感染症
の影響により、自然学校の日帰り利用
などの対策を講じるも、利用は伸び悩
んだ。自然学校は他施設の利用に移行

していくが、突然の移行が難しい
場合の受け皿として、施設閉鎖ま
で子どもたちの体験活動の場を提
供できるようにする。

　令和５年度の一部事務組合解散に
向け構成市町間で調整を行っていく。
　子どもたちの体験活動の場が失われ
ないように他施設の移行を進めてい
く。
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定義 方向性

教育推進部教育保育課

定義 方向性

教育推進部教育保育課

定義 方向性

教育推進部教育保育課

【施策評価指標】

保護者を対象とした実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・緊急時の対策や、交通安全、インターネット
上の犯罪などへの対応強化が求められており、
基準値を下回っているものの、青少年補導委員
や学校安全協力員、阪神北少年サポートセン
ターと連携することができた。

担当課

子どもの実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響で、教育活
動が制限されたこともあり、目標値を下回って
いるものの、体験活動の充実等により約8割を
超える児童が学校が楽しいと感じている。

担当課

子どもの実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・体験活動の充実等により、約8割の生徒が学
校が楽しいと回答していたが、新型コロナウイ
ル感染症の影響で教育活動が制限されたことに
より、目標値を下回り、R1年度と比較してR3
年度は減少した。

担当課

評価指標 傾向

1

「子どもの安
全・安心を守る
取り組みが行わ
れている」と思
う保護者の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・青少年補導委員による補導活動や、学校安全
協力員などの見守り活動を充実させるために、
引き続き阪神北少年サポートセンター等の関係
機関とより連携する。

評価指標 傾向

2

「学校に行くこ
とが楽しい」と
思う子どもの割
合（小学生）

目標達成
に向けた
今後の課
題

・新型コロナウイルス感染症の影響がある中で
も、学校に行くのが楽しいと感じている児童の
割合は一定維持できている。学力面だけでなく
子どもの居場所づくり等の取り組みを充実さ
せ、児童にとって魅力ある学校となるよう学校
経営・学級経営を戦略的に行い、目標達成に努
めていく。

評価指標 傾向

3

「学校に行くこ
とが楽しい」と
思う子どもの割
合（中学生）

目標達成
に向けた
今後の課
題

・学校に行くのが楽しいと感じている生徒の割
合は、新型コロナウイルス感染症の影響もあ
り、R3年度においては、下降している。学力
面だけでなく子どもの居場所づくり等での取り
組みの充実を図り、生徒にとって魅力ある学校
となるよう学校経営・学級経営を戦略的に行
い、目標達成に努めていく。

85.7 
81.5 

84.0 
82.2 

86.1 

90.0 

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

「子供の安全・安心を守る取り組みが

行われている」と思う保護者の割合

85.0 85.0 
82.0 83.3 

88.0 

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

「学校に行くことが楽しい」と思う

子どもの割合(小学生)

85.0 
82.0 

84.0 

77.0 

88.0 

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

「学校に行くことが楽しい」と思う

子どもの割合(中学生)
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定義 方向性

教育推進部教育保育課

定義 方向性

教育推進部教育保育課

生徒アンケートより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・コロナ禍にあり、事業所の支援も難しい中、
限られた活動ではあったものの、トライやる・
ウィークの趣旨に立ち返り、地域に学ぶ体験活
動が実施できたため、R2年度と比較して大幅
に満足度が向上した。

担当課

児童アンケートより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・黒川公民館（周辺）や県立一庫公園・国崎ク
リーンセンターなどでの学習・活動に加え、各
校における事前学習や事後学習においてボラン
ティア団体等を学校に招き里山体験学習を実施
した学校もあり、より深みのある学習ができ
た。

担当課

評価指標 傾向

4

「トライやる・
ウィークの一週
間が充実してい
た」と思う生徒
の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・昨年度に引き続きコロナ禍が継続しているも
のの、事業所の支援が得られるようになってき
たことから、ウィズコロナにあってどのような
体験活動が可能であるのか、学校、保護者、地
域で連携しながら模索していく必要がある。

評価指標 傾向

5

「小学校体験活
動が充実してい
た」と思う児童
の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・現状を維持できるように取り組みを継続して
いくが、新型コロナウイルス感染症の影響をど
の程度緩和できるかが課題である。
・ウイズコロナの中でも、五感を使った体験活
動が行えるよう、地域サポーターや指導員の
方々に継続的に支援していただける体制を構築
する必要がある。

90.6 91.4 89.3 

51.9 

75.4 

95.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

「トライやる・ウィークの一週間が充実していた」と思う生徒の

割合

97.4 98.9 
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96.0 

100.0 

70%
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基準値 Ｒ1 Ｒ3

「小学校体験活動が充実していた」と

思う児童の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

奨学資金事業について、現行の貸
付型制度において新規申請者数
が減少傾向にある。

教育推進部　就学・給食課

夜間中学校について就学希望者
が入学できるよう、尼崎市と連携を
行ったが、制度のＰＲ等、周知方
法について工夫する必要がある。

こども若者相談センターの移設に
伴い、他機関との連携をより充実
させ、相談者がより良い支援につ
ながれるような相談の在り方を目
指す。

こども未来部 こども若者相談センター

現場の教員等との連携を深めると
ともに、生徒指導上の諸問題の早
期解決のために、SSWの支援内容
について周知徹底しなければなら
ない。 

川西養護学校には、猪名川町在
住の児童生徒も在籍するため、猪
名川町と連携を図りながら調整を
し、条件整備を整えていく必要が
ある。

教育推進部 教育保育課

自然体験活動については感染症
対策のため、宿泊をせずに自校で
の実施となっている。自然とのふ
れあいや集団活動の充実が図ら
れるよう、状況を踏まえながら進め
ていくことが課題である。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 36 誰もが等しく学べるよう支援します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

就学支援事業

小学校・中学校・高校・大学
等の学生に対する就学支
援を行う

奨学金制度では、現行制度
を廃止するとともに、大学等
への進学者に支援金を給
付する制度を創設すること
について、方向性を示すこ
とができた。また、就学援助
制度では、対象者を市立学
校以外に拡大するとともに、
社会情勢の変化に合わせ、
支給費目にオンライン学習
通信費を追加し、保護者負
担の軽減を図ることができ
た。

奨学資金制度では、現行制度の廃止
及び新たな支援制度の創設について
今後の方向性を決定することができ
た。また、就学援助では、対象を市立
学校以外に拡大するとともに、オンライ
ン学習により通信費が増額した世帯に
対し援助を行った。

教育の機会均等を図りつつ、社会
情勢の変化に合わせ、認定基準
や金額のみならず制度のあり方に
ついても検討する必要がある。

大学等進学支援金制度を創設し、経
済的理由により大学等への進学を断
念することのないよう支援を行うととも
に、引き続き、国や近隣他市の動向を
注視しつつ、就学が困難な児童・生徒
の保護者及び学生への支援を継続す
る。

青少年相談事業

子どもたちの行動・心身の
健康・ことば・不登校等に関
する教育相談を実施する

・新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策の影響に
より、H30年度に比べ、相談
回数の減少は見られたが、
徐々に相談数も増加が見ら
れ、有効性、効率性共に向
上しつつある。
・SSWが中学校区に１人ず
つ配置となり、教職員による
認知が進み、直接支援を行
う件数が増えた。

教育相談では、相談者のニーズに対
し、必要に応じて学校や医療、療育機
関等と連携しながら、課題解決に向け
た支援を行ってきた。SSWについて
は、市内全中学校区に1名以上配置
し、児童生徒や保護者、教員等に対す
るより細やかな支援を行った。家庭内での生活や学習に悩む保

護者は、早期に面接相談を希望さ
れるため、増加傾向にある新規申
込者への早期対応が課題となる。

相談者の立場に立ち、相談者に寄り添
いながら、課題解決に向けて相談を実
施していくとともに、他機関との更なる
連携の充実を図り、多様な相談者の
ニーズに対応できるようにしていく。

特別支援学校教育支援事業

特別支援学校児童生徒に
豊かな体験や自立のため
の支援を行う

自然体験活動を通して自立
を目指した知識や技能、態
度及び習慣を身に付けると
ともに豊かな心や社会性を
養うことができた。また、理
学療法士や作業療法士と
の連携を深め、教職員の専
門性を高め、児童生徒の運
動・動作機能などの維持・
向上を図った。

自然体験活動を通して自立を目指した
知識や技能、態度及び習慣を身に付
けるとともに豊かな心や社会性を養う
ことができた。また、理学療法士や作
業療法士との連携を深め、教職員の
専門性を高め、児童生徒の運動・動作
機能などの維持・向上を図った。

特別検診等をさらに充実させ、
日々の自立活動に向けた指導に
活かすために、児童生徒全員が指
導が受けることができるように進め
ていかなければならない。 特別検診については、新たな検診項

目（言語）を取り入れたり、１人１回ず
つ指導を受けたりすることができるよう
回数を増やしていく。自然体験活動は
感染症対策を講じながら、その充実が
図られるよう、より良い在り方を検討す
る。
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定義 方向性

教育推進部教育保育課

定義 方向性

こども未来部こども支援課

【施策評価指標】

経済的理由による長期欠席児童生徒
数÷全児童生徒数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・経済的理由による長期欠席児童生徒は継続し
て発生しなかったが、新型コロナウイルス感染
症による経済的な負荷を鑑み、就学支援の在り
方を見直し、就学支援者の拡充を図った。

担当課

保護者の面接相談による

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・就学先等について、教育支援委員会対象の幼
児児童生徒の保護者の考えが、教育支援委員会
での判断と一致していることが望ましい。今
後、保護者の意見を尊重しながら適切な情報提
供を行っていく。

担当課

評価指標 傾向

1

経済的理由によ
る長期欠席児童
生徒数の全児童
生徒数に占める
割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・経済的理由により欠席する児童生徒がいては
ならない。月に一度、長欠調査を実施すること
で市内小中学校の全児童生徒の長欠状況、実態
を把握する。また調査結果をもとに、関係機関
と連携しながら経済的理由による長期欠席児童
生徒の早期発見、早期対応に努めていく。

評価指標 傾向

2

就学指導に係る
子どもの保護者
が「就学先に満
足している」と
思う割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・該当保護者に就学・進学指導の十分な情報提
供をするとともに、必要に応じて相談を行って
いく必要がある。

0 0 0 0 0

0

0
0%

1%

2%

3%

4%

5%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

経済的理由による長期欠席児童生徒数の

全児童生徒数に占める割合

94.7
96.8 96.6

93.2 93.7

100

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

就学指導に係る子どもの保護者が

「就学先に満足している」と思う割合
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【事業一覧】

学校、家庭、保健・医療機関を含
めた地域社会が連携して、社会全
体で児童生徒等の健康づくりに取
り組んでいく必要がある。

教育推進部 教育保育課

安全・安心な学校給食の継続的な
実施に向け、衛生面・安全面での
リスクを回避するため、老朽化した
施設・設備の修繕または更新が必
要である。

教育推進部 就学・給食課

治療勧告に基づく受診率が大幅に
下がった前年度に比べて、受診率
が上昇しているが、新型コロナウ
イルス感染症流行前の水準には
至っていない。

教育推進部 教育保育課 児童の発達段階に応じた健康教
育に取り組む必要がある。

川西市の中学生に小学校及び特
別支援学校同様に質の高い給食
を提供するため、運営準備を着実
に進める必要がある。

教育推進部 就学・給食課

治療勧告に基づく受診率が大幅に
下がった前年度に比べて、受診率
が上昇しているが、小学校の受診
率に比べると低い水準にある。

教育推進部 教育保育課 生徒の発達段階に応じた健康教
育に取り組む必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 37 児童・生徒の健康を守ります

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

学校教育健康管理事業

学校教育にかかる内部管
理事務及び保健活動、衛生
環境の充実を図る。

学校保健安全法に基づき、
児童生徒等の健康の保持
増進及び安全の確保が図
られるよう、保健管理、安全
管理に努めることができた。

学校保健安全法に基づき、児童生徒
等の健康の保持増進及び安全の確保
が図られるよう、保健管理、安全管理
に努めることができた。

今日的課題、健康課題等を学習
し、実生活に生かせる研修等の機
会を充実させる必要がある。 今後も、医師会等の専門機関、学校、

保護者との連携を密にしながら、それ
ぞれの立場での役割を担い、児童生
徒の健康づくりを推進する。また、より
学校現場のニーズに即した健康診断
や研修が実施できるよう、環境整備や
関係機関との調整を進めていく。

小学校給食運営事業
栄養バランスの取れた豊か
な食事を提供し、身体的健
康の増進、正しい食習慣の
形成を図る

　栄養バランスや食物アレ
ルギー対応に配慮した、米
飯主体 による完全給食を
実施し、食育の推進や地域
食材の活用などにより、食
生活の改善や望ましい食習
慣形成の推進に努めた。

　栄養バランスや食物アレルギー対応
に配慮した、米飯による完全給食を実
施し、食育の推進や地域食材の活用
などにより、食生活の改善や望ましい
食習慣形成の推進に努めた。

・国や県の指針に基づきながら、安全・
安心な学校給食を安定的に提供する
ため、安全確保を図り、今後も学校給
食衛生管理基準に適合した環境への
改善・整備に努める。
・引き続き、地産地消の取り組みを進
め、自校調理方式で週５日の完全米
飯給食を実施する。

児童健康管理事業
市立小学校の児童の健康
及び安全管理に関し、健康
の保持増進に努める。

学校保健安全法第13条及
び同法施行規則第3条に基
づき、児童の健康及び安全
管理に努めることができた。

学校保健安全法第13条及び同法施行
規則第3条に基づき、児童の健康及び
安全管理に努めることができた。

健康診断結果および学校環境衛
生検査等の結果を教育活動に活
かしていく必要がある。 健診結果や学校環境衛生検査結果を

教育活動に活用するとともに、感染症
予防や基本的生活習慣の重要性を啓
発し、児童の心身の健康についての関
心を高めるよう促していく。

中学校給食運営事業 ミルク給食によりカルシウム
を補給するとともに、完全給
食の実施に向けた検討を進
める

これまでミルク給食を実施
し、日常的に不足しがちなカ
ルシウムを補填し、生徒の
身体的健康の増進につな
げてきたが、川西市の中学
生に小学校及び特別支援
学校同様に質の高い給食
を提供するため、運営準備
を着実に進めることができ
た。

センター方式の利点を活かし、中学校
給食における食物アレルギー対応に
ついては、特定原材料７品目に加え、
特定原材料に準ずる２１品目も含めて
対応できるよう準備を進める。

生徒健康管理事業
市立中学校の生徒の健康
及び安全管理に関し、健康
の保持増進に努める。

学校保健安全法第13条及
び同法施行規則第3条に基
づき、生徒の健康及び安全
管理に努めることができた。

学校保健安全法第13条及び同法施行
規則第3条に基づき、生徒の健康及び
安全管理に努めることができた。

健康診断結果および学校環境衛
生検査等の結果を教育活動に活
かしていく必要がある。 健診結果や学校環境衛生検査結果を

教育活動に活用するとともに、生徒自
身が健康であることの大切さに気付
き、生活習慣を見直し、改善していくな
ど自己の体調や健康を管理する力を
育成する。
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定義 方向性

教育推進部教育保育課

定義 方向性

教育推進部教育保育課

安全・安心の学校給食実施のため
に、衛生面・安全面でのリスクを回
避するため、老朽化した施設・設
備を修繕または更新が必要であ
る。

教育推進部 就学・給食課

健康診断結果および学校環境衛
生検査等の結果を教育活動に活
かしていく必要がある。

教育推進部 教育保育課

【施策評価指標】

治療勧告を受けて受診した児童数÷
治療勧告を受けた児童数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和2年度は、大幅に受診率の低下がみられ
た。その要因としては、本来4月～6月に実施す
る定期健康診断を、2学期以降に延期したた
め、治療勧告が例年より遅くなったことに加
え、コロナ禍における受診控えがあったこと等
が推察される。令和3年度は、前年度に比べ
て、受診率が上昇しているが、令和元年度の水
準には至っていない。

担当課

治療勧告を受けて受診した生徒数÷
治療勧告を受けた生徒数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・学校の啓発意識向上により、受診率は昨年度
より上昇しているものの、小学校に比べると、
まだ低い水準にある。

担当課

特別支援学校給食運営事業 栄養バランスの取れた豊か
な食事を提供し、身体的健
康の増進、正しい食習慣の
形成を図る

週５回完全米飯給食を実施
し、栄養バランスのとれた食
事を提供し、身体的健康の
増進、正しい食習慣の形成
につなげた。

　安全・安心の学校給食を安定的に進
めるため、より一層の安全確保に向
け、「川西市立学校園アレルギー対応
マニュアル」等の徹底を図っている。
　また、経年劣化に伴う施設及び機器
の修繕を行うことができた。

　引き続き、地産地消の取り組みを進
め、自校調理方式で週５日の完全米
飯給食を実施する。

児童・生徒健康管理事業 特別支援学校児童生徒の
健康及び安全管理に関し、
健康の保持増進に努める。

学校保健安全法第13条及
び同法施行規則第3条に基
づき、児童生徒の健康及び
安全管理に努めることがで
きた。

学校保健安全法第13条及び同法施行
規則第3条に基づき、児童生徒の健康
及び安全管理に努めることができた。

個々の実態や障がいの特性に応
じて、健康教育に取り組む必要が
ある。 健診結果や学校環境衛生検査結果を

教育活動に活用するとともに、保護者
や各関係機関と協力しながら、学校生
活や日常生活において、児童生徒の
生活の質が高まるように支援していく。

評価指標 傾向

1

健康診断結果を
もとに行った治
療勧告を受け
て、病院受診し
た割合（小学
校・特別支援学
校小学部）

目標達成
に向けた
今後の課
題

・本市の児童が健康であるためには、健康診断
後の治療勧告を受け、児童が適切に受診・治療
することが望ましい。そのために、保護者に対
しては、十分な情報提供を行うとともに、継続
的に受診への協力を呼びかけていく。

評価指標 傾向

2

健康診断結果を
もとに行った治
療勧告を受け
て、病院受診し
た割合（中学
校・特別支援学
校中学部）

目標達成
に向けた
今後の課
題

・本市の生徒が健康であるためには、健康診断
後の治療勧告を受け、生徒が適切に受診・治療
することが望ましい。そのために、保護者に対
しては、十分な情報提供を行うとともに、継続
的に受診への協力を呼びかけていく。
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健康診断結果をもとに行った

治療勧告を受けて、病院受診した割合

(小学校・特別支援学校小学部)
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健康診断結果をもとに行った治療勧告を受けて、病院受診し

た割合

（中学校・特別支援学校中学部）
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定義 方向性

教育推進部就学・給食課

小学校給食（主菜及び副菜）の残食
重量÷全重量

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・R2年度以降はコロナ禍の影響により、
教室での喫食環境の変化があったことに加
え、R3年は、学級閉鎖の多発により、残
食調査において経年変化を見る上で、適当
なデータが得られなかった。

担当課

評価指標 傾向

3

小学校給食の残
食率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・コロナ禍に求められる対応を講じなが
ら、引き続き、和食中心の手作りにこだ
わった献立提供をはじめ、栄養教諭や調理
師、給食指導担当者等による喫食指導、地
産地消などの取組を進め、子どもたちに望
ましい食習慣を養う必要がある。

1.02 

0.91 0.96 1.48 

2.05 

1
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(目標

値)

小学校給食の残食率
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【事業一覧】

新型コロナウイルス感染症対策と
児童の学びを保障するため、引き
続き、必要な用品等の購入や備品
の修繕を行っていく必要がある。

教育推進部 教育政策課

備品が老朽化する中においては、
管理状況を的確に把握するととも
に、計画的に更新していく必要が
ある。

教育推進部 教育政策課

学校図書館の利用状況や図書の
貸出状況等、各校の実態を把握し
た上で、図書整備を進める必要が
ある。

教育推進部 教育政策課 引き続き必要な書架を配置する必
要がある。

年間を通じて、スクール・サポート・
スタッフに未配置がでないよう努め
る。

教育推進部 教育保育職員課

新型コロナウイルス感染対策と児
童の学びを保障するため、引き続
き必要な用品等の購入や備品の
修繕を行っていく必要がある。

教育推進部 教育政策課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 38 計画的・効果的に教育環境を整備します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

小学校運営事業
小学校の児童に良好で適
切な教育環境を提供する

安全で、安心して過ごせる
ように設備の保守や修繕等
に対応し、教育活動の充実
に向けた環境整備を進める
ことができた。特に、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防
止に向けては交付金などを
活用し、学びを保障するた
めの対策を講じることがで
きた。

・教育活動における器具修繕など学校
要望に応じて随時対応した。
・また、コロナ禍において交付金などを
活用し、環境整備を進めた。

子ども達が安全に過ごせる教育環
境を整えるため、効率的かつ効果
的に事業を実施していく必要があ
る。

学校運営や設備の更新、修繕などは
多数の施設で共通の事業がある。学
校だけの視点にとらわれず、保育所や
幼稚園等、学校園所全体で中長期的
な観点から業務を見直し、より良い教
育環境の確保をめざして検討を進めて
いく。

小学校備品整備事業

小学校における教材備品・
管理備品の適切な整備を
行い、適切な教育環境を提
供する

子どもを取り巻く環境が変
化する中で、学校の要望を
踏まえながら備品を計画的
に
更新し、学習環境の充実に
向けて取り組むことができ
た。

補助金等も有効に活用しながら、各学
校の備品を計画的に更新し、学習環
境の充実を図った。

備品については、各学校で同様の
物品を購入していることから、業務
を見直し、事務の効率化や経費の
削減につなげる必要がある。 備品等を一括で購入し、昨年度と同様

各学校のニーズに即した環境の整備
に向けて教材備品や管理備品を継続
的に整えていく必要がある。また、備
品等を一括で購入し、効率化を図ると
ともに、他市町との共同入札による効
果的な手法についても併せて検討す
る。

小学校図書整備事業
児童の健全な教養を育成
するとともに学校の教育課
程の展開に寄与する

図書の蔵書率を踏まえて、
整備を進めてきたことにより
達成率を向上させることが
できた。
また、蔵書数だけでなく各学
校における環境整備への取
組みや中央図書館との
連携を進めることができたこ
とも成果である。

　図書の蔵書率向上をめざして取組を
進めてきたことにより、その達成率は
年々上昇している。今後も達成率の状
況を踏まえつつ、図書整備に努める必
要がある。

蔵書数の拡大だけでなく、学校で
本に出会い、良い学びにつなげる
ために、児童が魅力を感じる学校
図書館の環境整備や読書活動の
充実等に努める必要がある。

　図書の整備を推進し、学校図書館の
充実に努め、児童の学力向上をめざ
す。また、中央図書館との連携を図り、
電子図書を活用する等、児童がより多
くの図書と出会える環境整備を検討す
るとともに、児童にとって魅力ある学校
図書館のあり方を検討する。

小学校教職員人事管理事業
市立小学校の円滑な運営
に必要な人材の確保を行う

すべての学校にスクール・
サポート・スタッフを配置し
たことで、教員の事務負担
が軽減され、子どもの学び
の保障に注力できる時間の
確保につながった。

スクール・サポート・スタッフを学校に
配置したことにより、学校教育活動の
充実と働き方改革の推進につながっ
た。
市費負担職員の人材確保に努め、円
滑な学校運営に取り組んだ。

学校運営に必要な市費負担職員を継
続配置する。
未配置がでないよう、様々な媒体で募
集情報を発信し、人材確保に努める。

中学校運営事業

中学校の生徒に良好で適
切な教育環境を提供する

安全で、安心して過ごせる
ように設備の保守や修繕等
に対応し、教育活動の充実
に向けた環境整備を進める
ことができた。特に、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防
止に向けては交付金などを
活用し、学びを保障するた
めの対策を講じることがで
きた。

・教育活動における器具修繕など学校
要望に応じて随時対応した。
・また、コロナ過において交付金などを
活用し、環境整備を進めた。

子ども達が安全に過ごせる教育環
境を整えるため、効率的かつ効果
的に事業を実施していく必要があ
る。 学校運営や設備の更新、修繕などは

多数の施設で共通の事業がある。学
校だけの視点にとらわれず、保育所や
幼稚園等、学校園所全体で中長期的
な観点から業務を見直し、より良い教
育環境の確保をめざして検討を進めて
いく。
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備品が老朽化する中においては、
管理状況を的確に把握するととも
に、計画的に更新していく必要が
ある。

教育推進部 教育政策課

学校図書館の利用状況や図書の
貸出状況等、各校の実態を把握し
た上で、図書整備を進める必要が
ある。

教育推進部 教育政策課 引き続き必要な書架を配置する必
要がある。

年間を通じて、スクール・サポート・
スタッフに未配置がでないよう努め
る。

教育推進部 教育保育職員課

新型コロナウイルス感染症対策と
児童・生徒の学びを保障するた
め、引き続き、必要な用品等の購
入や備品の修繕を行っていく必要
がある。

教育推進部 教育政策課

備品が老朽化する中においては、
管理状況を正確に把握するととも
に、計画的に更新していく必要が
ある。

教育推進部 教育政策課

年間を通じて、スクール・サポート・
スタッフに未配置がでないよう努め
る。

教育推進部 教育保育職員課

中学校備品整備事業
中学校における教材備品・
管理備品の適正な整備を
行い、適切な教育環境を提
供する

子どもを取り巻く環境が変
化する中で、学校の要望を
踏まえながら備品を計画的
に
更新し、学習環境の充実に
向けて取り組むことができ
た。

補助金等も有効に活用しながら、各学
校の備品を計画的に更新し、学習環
境の充実を図った。

備品については、各学校で同様の
物品を購入していることから、業務
を見直し、事務の効率化や経費の
削減につなげる必要がある。

備品等を一括で購入し、昨年度と同様
各学校のニーズに即した環境の整備
に向けて教材備品や管理備品を継続
的に整えていく必要がある。また、備
品等を一括で購入し、効率化を図ると
ともに、他市町との共同入札による効
果的な手法についても併せて検討す
る。

中学校図書整備事業
児童の健全な教養を育成
するとともに学校の教育課
程の展開に寄与する

図書の蔵書率を踏まえて、
整備を進めてきたことにより
達成率を向上させることが
できた。
また、蔵書数だけでなく各学
校における環境整備への取
組みや中央図書館との
連携を進めることができたこ
とも成果である。

　図書の蔵書率向上をめざして取組を
進めてきたことにより、その達成率は
年々上昇している。今後も達成率の状
況を踏まえつつ、図書整備に努める必
要がある。

蔵書数の拡大だけでなく、学校で
本に出会い、良い学びにつなげる
ために、生徒が魅力を感じる学校
図書館の環境整備や読書活動の
充実等に努める必要がある。

　図書の整備を推進し、学校図書館の
充実に努め、生徒の学力向上をめざ
す。また、中央図書館との連携を図り、
電子図書を活用する等、生徒がより多
くの図書と出会える環境整備を検討す
るとともに、生徒にとって魅力ある学校
図書館のあり方を検討する。

中学校教職員人事管理事業
市立中学校の円滑な運営
に必要な人材の確保を行う

すべての学校にスクール・
サポート・スタッフを配置し
たことで、教員の事務負担
が軽減され、子どもの学び
の保障に注力できる時間の
確保につながった。

スクール・サポート・スタッフを学校に
配置したことにより、学校教育活動の
充実と働き方改革の推進につながっ
た。
市費負担職員の人材確保に努め、円
滑な学校運営に取り組んだ。

学校運営に必要な市費負担職員を継
続配置する。
未配置がでないよう、様々な媒体で募
集情報を発信し、人材確保に努める。

特別支援学校運営事業

特別支援学校の児童・生徒
に良好で適切な教育環境を
提供する

安全で、安心して過ごせる
ように設備の保守や修繕等
に対応し、教育活動の充実
に向けた環境整備を進める
ことができた。特に、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防
止に向けては交付金などを
活用し、学びを保障するた
めの対策を講じることがで
きた。

・教育活動における器具修繕など学校
要望に応じて随時対応した。
・また、コロナ禍において交付金などを
活用し、環境整備を進めた。

子ども達が安全に過ごせる教育環
境を整えるうえにおいて、効率的
かつ効果的に事業を実施していく
必要がある。

学校運営や設備の更新、修繕などは
多数の施設で共通の事業がある。学
校だけの視点にとらわれず、保育所や
幼稚園等、学校園所全体で中長期的
な観点から業務を見直し、より良い教
育環境の確保をめざして検討を進めて
いく。

特別支援学校備品整備事業 特別支援学校における教材
備品・管理備品の適正な整
備を行う

子どもを取り巻く環境が変
化する中で、学校の要望を
踏まえながら備品を計画的
に
更新し、学習環境の充実に
向けて取り組むことができ
た。

文部科学省が策定した「教材整備指
針」、学校から提出された計画書に基
づき、児童・生徒の特性に応じた学校
備品の購入や、誰もが等しく学ぶこと
ができる教育環境の整備に努めた。誰もが等しく学べる環境を整える

ためには、学校のニーズや児童・
生徒の特性に的確に対応していく
必要がある。特に特殊備品の整備
に向けては、学校との連携が重要
である。

備品等を一括で購入し、昨年度と同様
学校のニーズに即した環境の整備に
向けて教材備品や管理備品を継続的
に整えていく。

特別支援学校教職員人事管理事業 市立特別支援学校の円滑
な運営に必要な人材の確
保を行う

スクール・サポート・スタッフ
を配置したことで、教員の事
務負担が軽減され、子ども
の学びの保障に注力できる
時間の確保につながった。

スクール・サポート・スタッフを学校に
配置したことにより、学校教育活動の
充実と働き方改革の推進につながっ
た。
市費負担職員の人材確保に努め、円
滑な学校運営に取り組んだ。

学校運営に必要な市費負担職員を継
続配置する。
未配置がでないよう、様々な媒体で募
集情報を発信し、人材確保に努める。
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施設の老朽化、緊急対応等による
施設維持修繕と学校要望修繕の
計画的な対応が必要である。

資産マネジメント部 施設マネジメント課

施設の老朽化、緊急対応等による
施設維持修繕と学校要望修繕の
計画的な対応が必要である。

資産マネジメント部 施設マネジメント課

施設の老朽化、緊急対応等による
施設維持修繕と学校要望修繕の
計画的な対応が必要である。

資産マネジメント部 施設マネジメント課

小学校施設維持管理事業 子どもたちの安全を確保
し、良好な教育環境を維持
する

施設の老朽化による漏水、
雨漏りなど不具合の緊急対
応が多くなっているが、施設
維持修繕等を計画的・効果
的に行い、良好な教育環境
の維持を概ね達成すること
ができた。

　施設保守点検の結果を踏まえ、「川
西市公共施設等総合管理計画（学校
施設長寿命化編）」に基づき、施設管
理者と協議を行い計画的、かつ効果的
に修繕できた。

　施設保守点検の結果を踏まえ、老朽
化した施設など「川西市公共施設等総
合管理計画（学校施設長寿命化編）」
に基づき、施設管理者協議を行い計
画的、かつ効果的に改修工事および
修繕を行う。

中学校施設維持管理事業
生徒の安全を確保し、良好
な教育環境を維持する

施設の老朽化による漏水、
雨漏りなど不具合の緊急対
応が多くなっているが、施設
維持修繕等を計画的・効果
的に行い、良好な教育環境
の維持を概ね達成すること
ができた。

　施設保守点検の結果を踏まえ、「川
西市公共施設等総合管理計画（学校
施設長寿命化編）」に基づき、施設管
理者と協議を行い計画的、かつ効果的
に修繕できた。

　施設保守点検の結果を踏まえ、老朽
化した施設など「川西市公共施設等総
合管理計画（学校施設長寿命化編）」
に基づき、施設管理者協議を行い計
画的、かつ効果的に改修工事および
修繕を行う。

特別支援学校施設維持管理事業
子どもたちの安全を確保
し、良好な教育環境を維持
する

施設の老朽化による対応が
多くなっているが、施設維持
修繕等を計画的・効果的に
行い、良好な教育環境の維
持を概ね達成することがで
きた。

　施設保守点検の結果を踏まえ、「川
西市公共施設等総合管理計画（学校
施設長寿命化編）」に基づき、施設管
理者と協議を行い計画的、かつ効果的
に修繕できた。

　施設保守点検の結果を踏まえ、老朽
化した施設など「川西市公共施設等総
合管理計画（学校施設長寿命化編）」
に基づき、施設管理者と協議を行い計
画的、かつ効果的に改修工事および
修繕を行う。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

教育推進部教育政策課

定義 方向性

教育推進部教育政策課

定義 方向性

資産マネジメント部施設マネジメント課

【施策評価指標】

全国学力・学習状況調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和２、３年度は同項目の調査を実施してい
ない。これまでの実績値や、学校図書館の貸出
冊数の推移を踏まえると、ネット環境の普及に
より様々なコンテンツが溢れる昨今では、子ど
もの読書離れの傾向が続いている。

担当課

全国学力・学習状況調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和２、３年度は同項目の調査を実施してい
ない。これまでの実績値や、学校図書館の貸出
冊数の推移を踏まえると、ネット環境の普及に
より様々なコンテンツが溢れる昨今では、子ど
もの読書離れの傾向が続いている。

担当課

小・中学校施設における様式便器数÷全便器数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和2年度にトイレの洋式化率を100%に方針
変更したため、令和3年度に実施したトイレ改
修工事や大規模改造工事を通し、目標値を大き
く上回ることができた。

担当課

評価指標 傾向

1

「読書が好き」
と思う児童の割
合(小学生)

目標達成
に向けた
今後の課
題

・児童が読みたいと思う書籍の充実が必要であ
る。
・魅力的な学校図書館となるよう、中央図書
館、図書担当教諭、学校司書、図書ボランティ
ア等との連携を強化し、読書がより身近に感じ
られるような取組が必要である。

評価指標 傾向

2

「読書が好き」
と思う生徒の割
合(中学生)

目標達成
に向けた
今後の課
題

・生徒が読みたいと思う書籍の充実が必要であ
る。
・魅力的な学校図書館となるよう、中央図書
館、図書担当教諭、学校司書、図書ボランティ
ア等との連携を強化し、読書がより身近に感じ
られるような取組が必要である。

評価指標 傾向

3

小・中学校のト
イレ洋式化率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・老朽化の進んでいるトイレについては、「川
西市公共施設等総合管理計画」などの方針を踏
まえ、令和元年度策定の「川西市学校施設長寿
命化計画」に沿って、トイレ改修を着実に進め
る。
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【事業一覧】

社会教育委員の会については、任
期満了に伴い令和４年度に改選を
行うとともに、本市の抱える社会教
育への課題について審議いただく
必要がある。

教育推進部 社会教育課 社会教育関係団体に対する支援
のあり方を検討する必要がある。

現役世代の入学者がごく少数であ
り、実際は受講する学生が高齢者
世代中心となっているため、講義
内容、開催手法及び開催時間帯
などを工夫する必要がある。

教育推進部 社会教育課
学習した方々がその学んだ知識
や成果を活かして地域に貢献出来
るような仕組みを構築する必要が
ある。

現状の講座内容を整理し、より市
民ニーズに特化した内容に変更す
る必要がある。

教育推進部 社会教育課

社会の変化や市民のニーズに合
わせた学習機会の充実をさらに図
るとともに、公民館が地域の学び
の拠点となる必要がある。

教育推進部 川西公民館
市民の活動拠点としてより弾力的
な運用ができる方法を検討する必
要がある。

開館日数はコロナ禍前の水準に
戻っているが、来館者数、貸出者
数は戻っていない。

教育推進部 中央図書館
電子図書館やホームページを活
用したサービスについては、検討
が必要。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 39 市民の学びを通して地域社会を支えます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

生涯学習推進事業
市民の学習ニーズに応える
生涯学習を推進する

・社会教育委員の会は「公民館
の役割について」「今後の川西市
における社会教育のあり方につ
いて」の２つのテーマについて審
議、提言をいただいた。
・社会教育関係団体や身体障害
者社会学級は、コロナ禍にあって
も、感染拡大防止に努めつつ活
動することで市内外の関係者同
士の交流ができた。

社会教育委員の会では、２つの研究
テーマについて審議いただき、いずれ
も最終提言の提出に向けた取りまとめ
ができた。公民館では、提言を受けて
課題解決に向けた取り組みを始めて
いる。身体障害者社会学級については、

若い年齢層の参加の促進が進ま
ず、学級生の高齢化、固定化が進
んでいる。

・令和４、５年度の社会教育委員の会
は、「社会教育施設のあり方について」
を研究テーマとして協議していく。
・社会教育関係団体の事務局機能、補
助金について見直す。

生涯学習短期大学運営事業
生涯学習推進の核として生
涯学習短期大学の学習環
境を整備し、生涯学習の定
着・進展を図る

・大学程度の専門的かつ高度な
学習内容で様々な学問分野の専
攻学科を企画し、2年間にわたり
系統的な学習の場を提供するこ
とで、一定の事業目的は達成し
た。
・学生だけでなく一般の市民も受
講できる時事的なテーマのオー
プン講座を実施し、市民の方に
学習の機会を提供することで生
涯学習の促進に寄与した。
・学科の修了生による活動グ
ループが複数あり、自主的に講
演会や勉強会などを企画実施す
ることにより、生涯学習の進展が
図られている。

コロナ禍のため、令和２年度は全講座
中止、令和３年度はオープン講座のみ
の実施となったが、事業実施をとおし
て市内在住・在勤者を対象に、大学程
度の専門的かつ高度な知識や技術の
習得をめざした学習機会の提供に寄
与することができた。

近年は民間でも現役世代を対象と
した一般講座を開設しているなど
行政が提供する必要性も変化して
きている。

事業をゼロベースで見直し、新たな生
涯学習の仕組みを構築する。民間連
携の活用や公民館など多様な実施主
体が連携・協働し、幅広い世代が学習
できる場を提供するよう検討していく。

高齢者大学運営事業 高齢者に生涯学習の機会
を提供し、自己研鑽や仲間
づくり、社会参加を促進する

・コロナ禍により、令和２年度及
び３年度は事業実施できなかっ
たが、高齢者大学を実施すること
で高齢者の自己研鑽や仲間づく
り、社会参加を促進することがで
きた。
・６つの専門学科合同の作品展
や水墨画学科の卒業・進級記念
展を実施することで仲間づくりに
寄与することができた。
・卒業生による活動グループが
作られ、自主的に勉強会や講演
会などを企画実施することによ
り、卒業後も自己研鑽や仲間づく
り、社会参加が継続的にできた。

新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り、人が集うことが制限されたため、令
和２年度・３年度は事業を中止したが、
高齢者大学事業を実施することで高齢
者の生涯学習への参加に寄与した。

高齢者が生涯学習の場をとおして
自己研鑽に留まらず、学習の成果
を地域社会の活性化へつなげるこ
とができる仕組みを構築する必要
がある。

事業をゼロベースで見直し、新たな生
涯学習の仕組みを構築する。民間連
携の活用や公民館など多様な実施主
体が連携・協働し、幅広い世代が学習
できる場を提供するよう検討していく。

公民館運営事業

生涯学習の拠点としての学
習機会の充実を図り、学習
成果を生かせる仕組みづく
りに努める

社会教育法に基づく公民館を運
営し、市民の生涯学習の場を提
供した。

　登録グループの活動を支援し、市民
のニーズや社会情勢に応じた講座を
実施することにより、市民の学習機会
を提供した。
　図書室では、中央図書館と連携し
て、図書の貸出を継続して行った。登録グループのグループ数や参

加人数が減少傾向にある。
　社会教育課と連携し、新たな講座の
仕組みについて検討するなど、社会の
変化や学習ニーズに応じた学習機会
や学習の場の提供を継続して行う。ま
た、今後はさらに子どもの居場所、市
民の活動拠点としてより弾力的な運用
が可能となるよう、機能転換も視野に
入れ、運営主体も含めて公民館の在り
方を検討する。

図書館運営事業 図書館資料の収集・整理・
保存をおこない、市民等の
利用に供し、生涯教育を支

援する

　コロナ禍でも継続して図書館資
料の収集・整理・保存を行ってい

る。
　コロナ禍で来館者数、貸出冊数
は減少しているが、予約件数、団
体貸出冊数など来館不要の利用
件数は増加しており、利用者の

利便性は向上している。
　電子図書館開設により、さらに
来館不要の図書館利用の仕組
みを整え、利用者の利便性向上

に備えている。

・資料の収集・整理・保存を計画的に
行った。
・ボランティアの育成、活動支援は継
続して実施している。
・学校や保育所等への団体貸出、電子
図書館の開設など来館しなくても図書
の利用が可能なサービスを拡充した。

来館参加型の行事において、新型
コロナウイルス感染症防止対策の
ため、定員数の制限などを行って
いて、希望者が参加できない場合
がある。 ・ポストコロナを見据え、来館しなくても

図書の利用ができる仕組みの充実を
図る。
・これまで来館参加型で行ってきた講
座や行事の開催方法を見直す。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

教育推進部社会教育課

定義 方向性

教育推進部社会教育課

定義 方向性

教育推進部川西公民館

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和元年度からほぼ横ばいで推移してい
る。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
い、生涯学習講座などの開催中止が続いて
いることから、参加機会が減少しているこ
とが一因と考える。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和元年度からほぼ横ばいで推移してい
る。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
い、生涯学習講座などの開催中止が続いて
いることから、参加機会が減少しているこ
とが一因と考える。

担当課

講座受講者アンケートより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・通年は100講座以上のアンケートを行う
が、今年度は１月以降の講座再開後に実施
した7講座のサンプルにとどまり、うち2講
座について一部受講生のニーズに合わな
かったことが満足度低下に大きく影響した
ものと考える。

担当課

評価指標 傾向

1

過去１年間に継
続して生涯学習
に取り組んだ市
民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・オンライン講座の実施や、参加しやすい
日程での開催など、幅広い世代が生涯学習
の機会を得る仕組みを検討する必要があ
る。

評価指標 傾向

2

「生涯学習の条
件が整備されて
いる」と思う市
民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・オンライン講座の実施や、参加しやすい
日程での開催など、幅広い世代が生涯学習
の機会を得る仕組みを検討する必要があ
る。

評価指標 傾向

3

公民館講座満足
度

目標達成
に向けた
今後の課
題

・引き続き、受講者のアンケートや利用者
の意見などを参考に、市民のニーズや時勢
にあった講座の企画・実施を行っていく。
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定義 方向性

教育推進部社会教育課

講座受講者アンケートより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・事業実施をとおして大学程度の専門的か
つ高度な知識や技術の習得をめざした学習
機会の提供に寄与することができた。3年
度は「期待通り」もしくは「期待以上の内
容であった」との受講生アンケートの結果
から、満足度の数値が上昇した。

担当課

評価指標 傾向

4

生涯学習短期大
学講座満足度

目標達成
に向けた
今後の課
題

・現役世代の入学者がごく少数であり、実
際は受講する学生が高齢者世代中心となっ
ているため、講義内容、開催手法及び開催
時間帯などを工夫する必要がある。

87.0 87.6 
83.1 

90.8 

95.0

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

生涯学習短期大学講座満足度
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

文化財施設への新規来館者が少
なく、施設のあり方（活用方法）に
ついて検討していく必要がある。

教育推進部 社会教育課

加茂遺跡の保存活用を推進する
ため、公有化した土地の活用法を
検討するとともに、計画的に史跡
指定・公有化を進める必要があ
る。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 40 ふるさと川西の文化遺産を保存・継承・活用します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

文化財事業
市内の文化財を貴重な歴
史文化遺産として保護、顕

彰、活用する

・市指定文化財、市登録文化遺産
を新たに指定、登録することで、市
内の文化財が保存、顕彰された。
・加茂遺跡の史跡指定地の一部を
公有化し、市民と協働して加茂遺
跡スタンプラリーなどを開催したこ
とで加茂遺跡の保存活用が推進さ

れた。
・文化財施設において特別展示や
イベントを開催したことで来館者が

増加した。
・旧平安家住宅の耐震補強、修繕
のための調査や設計を実施したこ
とで、文化財施設の適切な維持管

理が図られた。

・加茂遺跡の保存活用推進のため、史
跡指定地の一部を公有化し、市民と協
働して加茂遺跡スタンプラリーなどを
実施した。
・旧平安家住宅の耐震補強・修繕のた
めの調査や詳細設計などを進めた。

旧平安家住宅の耐震補強・修繕を
進め、その他の施設も適切に維持
管理していくために建物の全体調
査を行い、計画的に修繕を実施し
ていく必要がある。 ・ICTを活用し、若い世代の方々にも文

化財の魅力を発信する。
・文化財施設の適切な維持管理のた
め、計画的に修繕を進める。
・加茂遺跡文化財保護用地の活用法
を検討し、保存活用計画の見直しなど
を行い、計画的な史跡指定・公有化を
進める。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

教育推進部社会教育課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・文化財施設での各種展示や講演会、イベ
ントなどを通じて市内の文化財の魅力を発
信したが、新たな参加者獲得にはつながら
ず、川西の歴史や文化財に興味がある市民
の割合が横ばい状態となった。

担当課

評価指標 傾向

1

川西の歴史や文
化財に興味があ
る市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・ICTの活用や学校教育との連携の強化を
通じて、若い世代や子育て世代など幅広い
世代に向けた発信を進める必要がある。

54.3 56.1 

55.7 55.7 56.3 

70.0

50%

60%

70%

80%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

川西の歴史や文化財に興味がある

市民の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

国際交流協会の運営のあり方に
ついて、事務局機能の移行を含め
て見直す必要がある。

市民環境部　文化・観光・スポーツ課
英会話講座については、民間事業
者による英会話教室があることか
ら、見直しを行う必要がある。

人権課題は時代の変化とともに多
様化、複雑化しており、これらに対
応するには、人権教育・啓発活動
を継続的に実施していくことが重
要である。

市民環境部　人権推進課

戦争体験者が少なくなっていくた
め、さらなる戦争体験談の掘り起こ
しや記録動画の保存が必要であ
る。

市民環境部　人権推進課

折り鶴平和大使については、「広
報じんけん」の「折り鶴平和大使ヒ
ロシマ日記」への寄稿以外に、活
躍の場を設ける必要がある。

当該制度をさらに多くの人に周知
するため、時代に応じた情報発信
方法の検討など、広報・啓発活動
に一層の工夫を行う必要がある。

市民環境部　人権推進課
相談員の確保が難しくなっている
ことから、その育成と人材の発掘
が課題である。

補助団体等と協働で啓発活動等を
実施するとともに支援を行っている
が、世代交代が進んでいない団体
も見受けられる。

市民環境部　人権推進課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 41 お互いを尊重し、豊かな人権文化を築きます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

国際化推進事業

市民の国際意識を高め、多
文化共生社会を構築する

国際交流協会の活動を通して日本
語講座や英会話講座を実施するこ
とで、多文化共生や国際交流に寄
与した。

　姉妹都市交流については、ボーリン
グ・グリーン市との姉妹都市提携を解
消したものの、市民レベルでの国際支
援として国際交流協会と連携しなが
ら、日本語講座などの継続的な取り組
みの結果、国際交流を図ることができ
た。

多文化共生に係る事業として実施
している日本語講座について、
ニーズの高まりに対応するための
見直しを行う必要がある。

　 国際交流協会と連携しながら、日本
語講座事業をはじめ多文化共生の観
点から、今後の国際交流の在り方を検
討していく。また、国際交流協会の事
業としては、英会話講座を見直し、日
本語講座に注力する方向で調整する。

人権啓発推進事業 市民一人ひとりの人権が尊
重され、お互いを認め合
い、助け合う地域社会の実
現をめざす

一人ひとりの人権が尊重されてい
ると感じている市民の割合は、ここ
数年、50％台で推移している。
生きづらさを抱える市民の方が１人
でも少なくなるように、引き続き人
権行政推進プランにもとづき各種
施策を展開していく必要がある。

　令和2年度のコロナ禍期間を除けば、
ほぼ計画どおりで人権啓発事業・施策
を展開することができた。
　今後とも、目標である「豊かな人権文
化を築く」を目指して、継続的な施策展
開が必要である。よりわかりやすい広報誌の編集・

発行や、人権啓発の新たな方法に
ついて検討する必要がある。 　「人権行政推進プラン（第３次改定

版）」に基づき、人権文化豊かなまちづ
くりを進めていくため、さまざまな人権
課題について効果的な啓発活動を進
めていく。

市民平和推進事業
非核平和都市宣言をした市
として、平和事業をとおし
て、戦争の悲惨さ、平和の
大切さを伝える

コロナ禍で例年どおりの事業は実
施できなかったが、被災地広島へ
市民が折った折り鶴を送付するとと
もに、戦争体験談を募り、「広報じ
んけん」や市ホームページに掲載
することで、広く市民に平和の尊さ
を伝えた。

　戦争は最大の人権侵害であり、戦争
の悲惨さ、平和の大切さを伝えるた
め、人権・平和展の開催や折り鶴平和
大使派遣等、継続的に平和事業を推
進することができた。世界情勢を見ると
非常に厳しい現実があり、引き続き広
く市民に平和の尊さを伝えていく必要
がある。今後も、庁内の関係部署や関係団

体と連携を図りながら、地道にか
つ継続的に各種事業を実施してい
く必要がある。

　非核平和都市宣言都市、平和首長
会議加盟都市などと連携し核兵器廃
絶を訴えるとともに、継続して各種平和
事業を行い、市民に平和の尊さを伝え
ていきたい。

子どもの人権オンブズパーソン事業

子どもの権利擁護と救済を
する

オンブズパーソン制度における
年間相談件数は、ここ5年間
で、70～100件の間で推移して
いるが、相談調整回数につい
ては、ここ数年間、毎年800回
を超えている状況であり、当該
事業の重要性、必要性は高
まっている。
また、小・中学生のオンブズ
パーソン認知率については、コ
ロナ禍であるものの、可能な限
り継続的に広報・啓発活動を
行ってきたこともあり、R3年に
はこれまでで最も高い認知率
（81.0％）となった。

　「子どもの最善の利益」を確保するた
め、相談・調整、調査等を行い、市の機
関等に対し勧告や意見表明等を行い、
子どもの人権の擁護・救済に努めるな
ど、子どもの権利の尊重・確保を担う
べき機関として一定の役割を果たして
きたと考える。子どもを取り巻く状況が変化し、問

題も複雑かつ多様化しているた
め、これまで以上に子どもの声を
しっかりと聴き、丁寧に対応する必
要がある。

　ここ数年、子どもや保護者との長期
的な関わりや関係機関との連携・関係
調整が必要なケースが年々増加して
いる。今後も、子どもとじっくりと向き合
い、SOSをしっかりと受け止め、子ども
たちをエンパワーするような取組を続
けていく。

人権教育推進団体等支援事業 地域社会における人権教
育・啓発活動を積極的に推
進し、市民の人権意識の高
揚を図る

地域社会における人権教育・啓発
活動は着実に推進されているが、
引き続き人権教育協議会等の活動
を支援していく必要がある。

　この計画期間中にコロナ禍があり、
中止した事業・施策も多くあったが、人
権教育協議会や小学校区人権啓発推
進委員会、人権啓発サポーター会など
と連携しながら事業を展開することが
できた。

引き続き、人材の育成や発掘のほ
か、人権教育推進団体の事務局
体制も含めて支援していく必要が
ある。 　引き続き、市人権教育協議会や小学

校区人権啓発推進委員会、人権啓発
サポーター会、子どもの人権ネットワー
クの活動を支援していく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部人権推進課

定義 方向性

市民環境部人権推進課

新型コロナウイルス感染症の拡大
防止に伴う利用制限などにより、こ
こ数年、来館者数は減少傾向にあ
る。

市民環境部　総合センター

「けんけんひろば」や「よみかき教
室」の外国人の数が増加し、今後
も増える見込みであることから、そ
の対応が必要である。

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・一人ひとりの人権が尊重されていると感
じている市民の割合は少しずつ増えてきて
いたが、令和３年度は前年度に比べ５．９
ポイント低下した。これは、何らかの形で
コロナ禍が影響していると思われる。

担当課

子どもの権利条約にもとづく実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・コロナ禍においても、可能な限り広報・
啓発活動を行い、認知率は令和元年と比較
して４．５ポイント上昇した。（実感調査
は、２年に一度実施。）

担当課

隣保館運営事業
隣保館における各種事業を
通じあらゆる差別の解消と
豊かな地域社会づくりに向
け人権意識の高揚を図る

事業全体での参加者数はコロナ禍
前の水準に戻っていない状況にあ
り、施設の設置目的であるあらゆる
人権課題の解決のため有効に施
設を活用していく必要がある。さら
に、今後のセンターのあり方につい
て中長期的な視点で再検討する必
要がある。

・コロナ禍にあっても、人権センタ―とし
て、交流事業や啓発事業、こころ豊か
な子どもたちの育成、貸館事業による
団体支援などを行った。
・施設の老朽化対応として、耐震補強
工事、屋上防水工事、トイレの洋式化
など施設の維持管理を行った。

パートナーシップ宣誓制度や
LGBTQへの理解、コロナ禍での
ネットでの誹謗中傷などさまざまな
人権課題について効果的な啓発
が必要である。 ・人権施策審議会に諮問した「総合セ

ンターのあり方」について、令和４年度
中に答申を受ける予定であり、その答
申を基に、今後の活用方法を考えてい
く。
・昭和５５年の建築であり、施設の改修
と設備の更新を進めていく。

評価指標 傾向

1

一人ひとりの人権
が尊重されている
と感じている市民
の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・「人権行政推進プラン（第３次改定
版）」に基づき、さまざまな人権課題の解
決に向け、継続した人権施策（教育・啓発
等）を進めることにより、市民のさらなる
意識向上を図る。
加えて、コロナ禍や世界情勢を見据えた

啓発活動を行う。

評価指標 傾向

2

小中学生のオンブ
ズパーソン認知率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・認知率をさらに向上させるため、全児
童・生徒へ配布するリーフレットの充実、
広報紙への掲載内容等の工夫、インター
ネットによる啓発活動のほか、さまざまな
方法による情報発信に努める。
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一人ひとりの人権が尊重されていると

感じている市民の割合
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小中学生のオンブズパーソン認知率
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第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部総合センター

定義 方向性

市民環境部文化・観光・スポーツ課

各年度末の来館者数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・来館者数については、基準値である平成
２８年度と、それ以降とでは集計方法を変
更している。また、新型コロナウイルス感
染拡大防止に伴う利用制限などにより、こ
こ数年、来館者数は１万人台で推移してい
る。

担当課

文化・観光・スポーツ課集計

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・ボーリンググリーン市との交流として
は、市立図書館への書籍の設置のみにとど
まり、実質的な交流も途絶えてしまったた
め、令和３年３月３１日をもって姉妹都市
関係を解消した。

担当課

評価指標 傾向

3
隣保館来館者数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・人権施策審議会に諮問した「総合セン
ターのあり方」について、令和４年度中に
答申を受ける予定であり、その答申を基
に、来館者増に向けた取組を考える必要が
ある。

評価指標 傾向

4

姉妹都市である
ボーリング・グ
リーン市との交流
事業数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・川西市国際交流協会周年事業を通して記
録資料のパネル展示等を行うことで、市民
の国際意識の向上を図る必要がある。
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交流事業数
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【事業一覧】

性別による固定的役割分担を否
定する市民の割合は、２０代の
92.3％が最も多く、７０代の56.6％
が最も低い。高齢者への意識啓発
が課題である。

市民環境部　人権推進課

各国における男女格差を測る
「ジェンダーギャップ指数」を見ると
日本は低下しており、その改善に
向けた取組みを進める必要があ
る。

情報誌の発行やホームページ等
での情報発信に加え、SNSを使用
したPR活動も行っているが、コロ
ナ禍で貸館の稼働率は減少してい
る。

市民環境部　人権推進課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 42 性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮できるようにします

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

男女共同参画推進事業

男女共同参画社会実現に
向けて、男女共同参画施策
の総合的推進を図る

コロナ禍にあっても、第３次男
女共同参画プラン【改定版】に
基づき、男女共同参画社会の
実現に向けた取り組みを推進
し、「審議会などへの女性委員
の登用率」についても、目標値
である30％を達成することがで
きた。
しかし、各国における男女格差
を測る「ジェンダーギャップ指
数」を見ると日本は低下してお
り、第４次男女共同参画プラン
で改めて取り組む必要がある。

　コロナ禍の中、第３次男女共同参画
プラン【改定版】に基づき、男女共同参
画社会の実現に向けた啓発活動を、
規模を縮小しながらも継続して実施す
ることができた。

未だコロナ禍が収束しない中で、Ｄ
Ｖや虐待が増えているとの報道も
あり、さまざまな施策を市民等とと
もに推進していく必要がある。 　令和４年度には「男女共同参画に関

する市民意識調査」を実施し、令和５
年度には「第４次男女共同参画プラン」
を策定することで、社会経済情勢の変
化に対応した効果的な男女共同参画
施策を推進していく。

男女共同参画センター運営事業 男女共同参画推進の拠点
として、男女共同参画社会
の実現をめざす

男女共同参画社会を実現する
ための活動拠点として、コロナ
禍においても各種講座の開催
や女性のための相談などを実
施し、継続したサポートを実施
することができた。

　「第３次川西市男女共同参画プラン
（改定版）」に基づき、男女共同参画セ
ンターの事業を継続的に実施すること
ができた。

男女共同参画センターの登録団
体数は、コロナ禍による活動休止
やメンバーの高齢化に伴い減少傾
向にある。

　未だコロナ禍が収束しない中で、市
民のニーズに合った魅力ある講座等を
実施することで、新たな層を開拓し男
女共同参画センター利用者の拡大を
図る。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

市民環境部人権推進課

定義 方向性

市民環境部人権推進課

定義 方向性

市民環境部人権推進課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・性別による役割分担を否定する市民の割合
は、20代の92.3％が最も多く、70代の56.6％が
最も低くなっている。社会的な動きや、継続的
な啓発活動の実施などにより、若い世代ほど市
民意識が醸成されてきていると考える。

担当課

「人権行政推進プラン（改定版）」に基づ
き、人権施策や教育・啓発などの取組によ
り、市民の意識向上に努める。

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・女性委員の登用率は30.1％となり、目標値は
達成した。これは、各審議会事務局への継続的
な働きかけや担当職員の意識の浸透によるもの
と考える。

担当課

認知度を向上させるため、さらに工夫を加
えた広報・啓発活動や情報の発信に努め
る。

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・登録活動団体は年々減少している。コロナ禍
のために利用登録説明会が２年連続で実施でき
なかったことや、各団体の構成員の高齢化等が
主な原因であると考える。

担当課

評価指標 傾向

1

性別による固定
的役割分担を否
定する市民の割
合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・「第３次川西市男女共同参画プラン(改定
版）」に基づき、男女共同参画に関する講座や
啓発などの取組みをさらに推進し、市民の意識
向上に努める。

評価指標 傾向

2

審議会などへの
女性委員の登用
率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・目標値の30％は達成したが、未だ目標値に満
たない審議会などがあるため、引き続き意識啓
発や働きかけを行っていく。
・令和５年度に予定している川西市男女共同参
画プランの改定に当たっては、目標値を引き上
げる。

評価指標 傾向

3

男女共同参画セ
ンター登録活動
団体件数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・センターでの講座受講生等が新たな活動をし
たいと思えるような講座の内容を検討するとと
もに、新規活動団体の結成について支援してい
く。
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

情報公開制度を基礎としつつも、
より簡便な市政情報へのアクセス
を可能にするため、積極的な市政
情報の公開を進める必要がある。

総務部 総務課

市民実感調査の結果、「必要な市
の情報が入手できると感じている
市民の割合」は前年度より改善し
ているが、若年層の割合がまだ低
い状況にある。

総合政策部 広報広聴課
広報に関する意識が所管によって
バラつきがあるため、事業内容が
市民に伝わっていないことがある。

チャットボットの回答の精度が低
い。

総合政策部 秘書課
総合政策部 広報広聴課

新型コロナウイルス感染症拡大の
影響で実施できない場合の代替え
となる電話相談などの情報を収集
し共有しておく必要がある。

市民環境部 生活相談課
相談項目にない市民の困りごとに
ついて、すべての職員が適切に対
応できるよう職員の知識や対応ス
キルの習得に努める必要がある。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 43 市民の声を聴き、情報の共有化に努めます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

情報公開事業 情報公開制度・個人情報保
護制度を適正かつ円滑に
運用し、市政に関する情報
提供の推進を図る

条例の適正な運用を図りな
がら、積極的な公開の促進
に努めると共に、市政情報
コーナーは、広く市民が市
政資料を容易に利用できる
情報提供の場として役割を
果たした。

　情報公開や個人情報開示の請求な
どに関し、条例に基づく適正な運用と
対応を行いながら、同一内容の公文書
公開請求があるものについては、当該
文書の保有課に対して市ホームペー
ジ等での公開を促すなど、積極的な情
報公開に努めた。個人情報の保護に関する法律の

改正に伴い、国が提示するガイド
ラインにあわせて、個人情報保護
条例の見直しを行う必要がある。 　個人情報の保護については、条例の

適正な運用を行うとともに、国が提示
するガイドライン等を踏まえて、令和4
年度中に個人情報保護条例の見直し
を行う。

広報事業

市民にわかりやすく、正確
かつ迅速な市政情報等の
提供に努める

広報誌の発行を通じ、行政
情報を市民に分かりやすく
かつ正確に提供できた。ま
た、SNS等の活用や駅前サ
イネージの設置により、より
広範囲に的確な情報提供を
実施できた。

広報誌の発行やSNS等の活用、駅前
サイネージの設置により、より広範囲
に的確な情報提供を実施できた。一方
で、市の動きを[ING]で市民に正しく分
かりやすく伝える取り組みが必要であ
る。

市政情報を広く市民に周知するた
めにはホームページやSNS、動画
など多重的に発信する必要があ
る。

3年度に策定した広報戦略に基づき、
市民に的確かつ効果的に情報を伝え
るため、広報誌やSNS等を活用し、タイ
ムリーな情報を届けていくよう広報力
を充実・強化する。また、市内外に向け
ての情報発信や幅広い年齢層に向け
た情報発信を意識し、手法を検討す
る。
市役所全体の広報力向上を大きな目
標とし、「みんなで伝える、みんなに伝
わる」広報の実現に向けて、外部人材
を活用し、庁内研修を始めとした様々
な取り組みを実施していく。

広聴事業

市民から寄せられた意見、
提案などを市政に反映する
ために、情報を共有する

「市長への提案」を受け付
け、迅速かつ丁寧に対応で
きた。また、提案内容を市
政に反映するために、市
ホームページ上で公開を実
施した。

　市政に対する提案や意見を受け付
け、迅速かつ丁寧な対応に努めた。ま
た、市民の行政に対する意見や提案
は広範多岐な事業にわたっているた
め、AIチャットボット等を最大限に活用
しながら、積極的な情報収集を図り、
市民生活のサポートを行った。新型コロナウイルス感染症の影響

で、対面によるタウンミーティング
が開催できていない。

　「市長への提案」制度が市政運営に
活かされていることを周知していく。AI
チャットボットシステムについては、積
極的なPRを行うとともに、定期的に質
問と回答を見直し、回答精度の向上に
取り組む。また、感染症が蔓延してい
る状況でもタウンミーティングが開催で
きるような代わりの手法を検討する。

市民相談事業
市民生活上のトラブルや悩
みごとの解決に向けた支援
を行う

全ての市民相談のアンケー
トを実施したところ、「解決
の手がかりとなった」と９
２％の方が回答しており、か
なりの効果があったと考え
られる。

　専門家による市民相談について、広
報やホームページにて情報発信をして
いるが、様々な情報媒体を用いて情報
発信をしていく必要がある。

専門家による市民相談のアンケー
ト結果で「オンライン相談を利用し
たい」42.7％、「インターネット予約
を利用したい」62.7%となり、様々な
相談体制を整える必要がある。

　専門家により市民相談について、
チャットボットでの市民相談の周知、
zoom等によるオンライン相談の実施な
ど、多種多様な生活者の方に対応でき
る相談体制を構築する。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

総合政策部広報広聴課

定義 方向性

総合政策部広報広聴課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和元年度以降は数値が上昇傾向にあるが、
ホームページの充実やSNSの活用により、幅広
い年齢層に情報が届いていることが要因と考え
られる。しかし、年代別に見ると10代、20代
は増えてはいるものの、高年層と比較すると低
い数値となっている。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・年代別にみると20代の割合が最も高く、ホー
ムページのデザイン変更やLINEの導入などに
より、若い層が市政情報に触れる機会が増えた
ことが要因だと考えられる。毎年、微増傾向に
あるが、目標数値には至っていない。

担当課

評価指標 傾向

1

必要な市の情報
が入手できると
感じている市民
の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・引き続き、手に取りやすく親しまれる広報誌
づくりをめざし、掲載内容を精査するととも
に、若年層に向けて今まで以上にホームページ
やSNSなどにより効果的な情報発信に努める。

評価指標 傾向

2

市民の意見や考
えなどが市に届
いていると感じ
ている市民の割
合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・市に届いた意見や提案を市政に反映させると
ともに市ホームページ等を活用して、市民から
の意見などが市政に反映された情報を共有する
など、効果的に広報していく。また、市民と行
政の双方向のコミュニケーションを充実させる
必要がある。
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

市民活動をより活発にするため、
多くの市民や活動団体に市民活動
センターやコミュニティセンターを
知っていただき、利活用していただ
く必要がある。

総合政策部 参画協働課

共働き世帯の増加や定年延長な
どの社会変化もあり、自治会員数
減少し、加入率は今後も低下する
と思われる。変化に合わせた自治
会活動の方法を検討していく必要
がある。

総合政策部 参画協働課
高齢化により活動が縮小されると
ころもあり、活動が継続できるよう
支援が必要である。

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 44 市民公益活動の発展に向けた取り組みを支援します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

市民活動推進事業 市民活動のための情報や
活動拠点の提供などにより
市民活動団体等の育成を
支援する

新型コロナウイルス感染症
の影響もあり、施設の利用
者数については評価が難し
いが、おおむね横ばいで推
移したものと考えられる。
市民活動センターの相談や
講座等の支援については、
利用者からの評価は高いた
め、新たに支援を必要とす
る団体に向けた周知やつな
がりを広げる取り組みを検
討する。

　市民活動センターで相談や講座、活
動の場の提供などの支援を行ったが、
市民活動を促進するために、一層の周
知と支援方法の検討を図る必要があ
る。新型コロナウイルス感染症の影響
もありコミュニティセンターの利用者数
は減少したが、利便性の向上や活用
方法の検討を行う必要がある。

新型コロナウイルス感染症の影響
もあり、活動が停滞している団体も
多いことから、活動再開や継続に
向けたサポートを行う必要がある。

　多くの市民や団体に利用してもらうた
めに、効果的な周知方法を検討し実施
する。また、市民活動団体が必要とす
る支援を把握し、充実させていき、貸室
等の活用方法について検討する。

自治会支援事業
地域を支える自治会活動を
支援する

補助金等の支援や相談対
応、転入者へのパンフレット
配布などの取組みを継続し
たが、加入率低下を止める
ことはできなかった。

補助金等の支援や相談対応、転入者
へのパンフレット配布などの取組みを
継続したが、加入率の低下を止めるこ
とにはつながらなかった。

自治会館の老朽化への対応も実
施をする必要がある。 引き続き自治会活動を支援するととも

に、新たな取組みに対する支援や事例
の共有を行い、役員負担の軽減や活
動できる人材を増やしていく方法を検
討する。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

総合政策部参画協働課

定義 方向性

総合政策部参画協働課

定義 方向性

総合政策部参画協働課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・地域団体に対する財政支援のほか相談対
応や市民への情報発信に努めたが、「参加
している」と回答した方が、基準値よりも
下回ることとなった。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・市民活動センターによる相談や講座開
催、情報発信を実施したが、「参加してい
る」と回答した方はほぼ横ばいで推移し
た。なお、「きっかけがあれば参加してみ
たい」と回答した方は増加傾向にある。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・地域活動や市民活動に対して補助や活動
の場の提供、相談等の活動支援を行った
が、「お互いに支え合っていると思う」市
民の割合はほぼ横ばいで推移した。

担当課

評価指標 傾向

1

自治会やコミュ
ニティ（地縁の
つながりが比較
的強い団体）の
活動に参加して
いる市民の割合 目標達成

に向けた
今後の課
題

・活動自粛などにより参加しなくなった方
が、再び参加してもらえるようなきっかけ
づくりや、参加している方が今後も継続し
て活動してもらえるような仕組みづくりを
検討する必要がある。

評価指標 傾向

2

ボランティアや
ＮＰＯ（共通の
やりたいことの
ために機能を集
めた団体）など
の活動に参加し
ている市民の割
合 目標達成

に向けた
今後の課
題

・ときどき参加している方が、継続して参
加できるような支援が必要であると共に、
「参加してみたい」と思っている方に、気
軽に参加できるきっかけを与えられるよう
な方法を検討する必要がある。

評価指標 傾向

3

自治会やコミュ
ニティ、ボラン
ティアやＮＰＯ
の地域づくり活
動によって、お
互いに支え合っ
ていると思う市
民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・地域活動には防犯活動や緊急時の助け合
いなど、平時には目に見えない活動も多
く、必要性を感じにくい部分がある。活動
の見える化や実施主体の情報発信等のPR
を行っていく必要がある。
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20%

40%

60%

80%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

自治会やコミュニティ、ボランティアやＮＰＯの

地域づくり活動によって、お互いに支え合っていると思う市民

の割合
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(目標

値)

自治会やコミュニティ

（地縁のつながりが比較的強い団体）の

活動に参加している市民の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

参画と協働のまちづくりの推進に
は、まずは興味や関心をもってもら
う取り組みと、継続してもらえる取
り組みを合わせて実施する必要が
ある。

総合政策部　参画協働課
各コミュニティ組織が持続的な運
営を行うための効果的な支援につ
いて検討をする必要がある。

視点 05 行政経営改革大綱 政策 10 挑む 施策 45 参画と協働のまちづくりを推進します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

参画と協働のまちづくり推進事業

市民等の自主的なまちづく
り活動への参画と協働を推
進する

「協働の芽」型の補助金や
ふるさと支援金の創設な
ど、市民活動や地域活動の
活性化のための取り組みを
行った。また、市民が参画
するためのきっかけづくりと
して、「待ッチングカード」や
「トリカワカード」の提言を審
議会からいただいたが、コロ
ナ禍の影響もあり実施に至
らなかった。

　「協働の芽」型補助金やふるさと支援
金創設など、市民活動や地域活動活
性化のための取り組みを行った。ま
た、市民参画のきっかけづくりとして
「待ッチングカード」などを審議会より提
言を受けたが、コロナ禍の影響もあり
実施に至らなかった。市民の参画や地域活動を行うため

のきっかけを多くつくり、間口を広
げていく必要がある。

　市民活動センターと連携し、市民活
動や地域活動を支援する取り組みを強
化するとともに、市民が参画しやすい
きっかけづくりや市民と地域団体等を
つなぐマッチングの仕組みづくりを検討
していく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

総合政策部参画協働課

定義 方向性

総合政策部参画協働課

定義 方向性

総合政策部参画協働課

【施策評価指標】

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・市広報誌やホームページなどで情報発信
を継続しているが「知っている」と回答し
た方は、ほぼ横ばいの推移となった。世代
別においても同様の傾向であるが、６０代
以上の方が認知度が高い傾向にある。

担当課

市民実感調査より

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・市民等の意見を聴く機会の確保や、市民
団体・地域団体への補助などに取組み、
「行ったことがある」市民の割合は基準値
を上回ったものの上昇傾向には至っていな
い。

担当課

参画と協働のまちづくりに関する職員アンケートより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・意識していると回答する職員の減少傾向
が続いている。「参画と協働」の取り組み
を進めるために、職員からは、研修への参
加や事例紹介を求める声が多い。

担当課

評価指標 傾向

1

「参画と協働」
という言葉を
知っている市民
の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・「参画と協働」という言葉の認知度だけ
ではなく、その意味や取り組みについて
も、分かりやすい内容かつ伝わりやすい方
法で周知していく必要がある。

評価指標 傾向

2

「参画と協働」
の取り組みを
行ったことがあ
る市民の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・「参画と協働」の身近な事例や、取り組
みやすい仕組みを検討し情報発信すること
で、実際に参画できるきっかけづくりを
行っていく。

評価指標 傾向

3

仕事を進めるう
えで、「参画と
協働」を意識し
ている職員の割
合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・実際には取り組みをしているにも関わら
ず、その職務が参画と協働である事を意識
できていない場合も少なくないと考えられ
るため、参画と協働の取り組みとはどのよ
うなものなのか、そして、身近なものであ
ると捉えて実践できるよう意識付けが必要
である。
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意識している職員の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

民間企業等と連携していくため、
他団体での取り組みなど効果的な
事例を全庁的に紹介し、職員の知
識や意識の向上に取り組む必要
がある。

総合政策部 政策創造課

全国的に人口減少が進む中、従
来のような都市間競争的な移住・
定住促進策ではなく、本市に合っ
た手法を検討し、展開していく必要
がある。

総合政策部 広報広聴課

ふるさと納税を取り巻く状況を的確
に把握し、選んでもらえる環境を整
える必要がある。

総合政策部 政策創造課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 46 革新し続ける行政経営をめざします

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

政策企画・立案事業 民間企業等との連携など新
たな手法の調査研究を行
い、政策課題、行政課題の
解決を図る

民間企業等と包括連携協定を締結
し、市の課題の解決に向けて、官
民一体となって取り組めた。特に保
育士の勤怠管理のデジタル化や空
き家対策については令和2年度に
実証実験を行い、システムの導入
やアプリを開発。事務処理の省力
化や効率的な管理を実現した。

　民間企業との実証実験、ICTを活用し
た中学校の部活動支援や不登校支
援、食品ロス対策と新型コロナウイル
ス感染症の影響における医療従事者
への応援の両立など、市単独では実
施が難しい取組を民間企業と連携して
実施できた。

民間企業等への、行政課題の効
果的な発信方法を検討する必要
がある。 　連携先の民間企業等や所管部署と

定期的な情報共有を行うことに加え、
新たな事業者との交流も積極的に図
り、民間連携を進めていく。

魅力創造事業
誰もが誇れ、選ばれる都市
をめざし、都市の活力を高
める

市民と協働で積極的なシィプロモー
ションを展開するには至らなかった
が市のイメージアップにつながるよ
うな質の高いデザインによる市政
情報等の発信は実施できた。

　積極的なシティプロモーションの展開
には至らなかったが、ポスターやチラ
シ、ホームページのトップに清和源氏
発祥の地であることをPRしたりするな
ど、本市のイメージアップにつながるよ
うな情報発信ができた。

　広報事業と統合し、広報戦略を展開
する中で、市民や本市に関心のある人
に、本市の良さや魅力が伝わるような
情報発信を行っていく。

ふるさとづくり寄附金推進事業
市の魅力を発信する応援事
業者や記念品を通じ、ふる
さと川西の応援者の増加を
めざす

これまで増加傾向にあった寄付件
数が、令和３年度に減少した。これ
は、記念品登録事業者の事業拡大
により他市にも製造拠点が設けら
れ本市と同じ商品の取り扱いがは
じまったこと、本市が採用している
ポータルサイト以外にも多くのサイ
トが立ち上がっていることなどによ
り寄附が分散していると考えられ
る。ふるさと納税を取り巻く状況を
的確に把握し、選んでもらえる環境
を整え、本市の魅力を伝えられるよ
う、新たな記念品の登録や、効果
的な発信を検討していく必要があ
る。

　新たな記念品の開拓に取り組み、応
援事業者も増加している。また、返礼
品による寄附獲得のみならず、クラウ
ドファンディング型のふるさと納税を実
施するなど、川西市のまちづくりを応援
してもらえる有効な手段となっている。本市の魅力を伝えられるよう、新

たな記念品の登録や、効果的な発
信を検討していく必要がある。

　当市に寄附したいと感じて貰えるよ
う、寄附金の使途の明確化や新たな記
念品の追加に向けた調整を進める。ま
た、ポータルサイトを追加して寄附しや
すい環境を整えるとともに、掲載内容
の見直しを行い、当市や記念品の魅
力についてPRしていく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

総合政策部企画財政課

定義 方向性

総合政策部政策創造課

定義 方向性

総合政策部政策創造課

【施策評価指標】

目標を達成した施策評価指標数÷全施
策評価指標数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・令和３年度では、対象とする142指標のうち、40
指標が目標を達成した。
・目標未達成102指標のうち、53指標は数値が下
がっているが、49指標は維持または向上している。

担当課

来庁者アンケートより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・全ての質問事項で高い水準となっており、窓口対
応や接遇面の質の維持が図られている。

担当課

職員満足度アンケートより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・業務の見直しや業務量に応じた職員配置などに取
り組んでいるが、満足度は横ばいで推移している。

担当課

評価指標 傾向

1

後期基本計画の
施策評価指標達
成率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・未達成の102指標については、目標達成のために
工夫して事業を実施する必要がある。
・次期総合計画策定にあわせ、施策の効果が測定で
きる評価指標を設定する必要がある。

評価指標 傾向

2
市役所窓口サー
ビスの満足度

目標達成
に向けた
今後の課
題

・アンケート結果を全庁で共有し、窓口サービス全
体の質の向上につなげる。

評価指標 傾向

3
職員満足度

目標達成
に向けた
今後の課
題

・職場環境の改善を実感してもらうためにも、職員
に身近な所属単位での取組みを進めやすい環境にし
ていく必要がある。また、任期付き職員・会計年度
職員に対する調査も令和２年度から実施しており、
それらの職員の満足度を高める取組みも行っていく
必要がある。
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第５次総合計画総括資料

定義 方向性

総合政策部行革推進課

定義 方向性

総合政策部政策創造課

定義 方向性

総合政策部政策創造課

行財政改革後期実行計画期間中の目標
効果額に対する各年度実績（累計）の
割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・計画に記載の行財政改革の取組みについて、約8
割の取組みは実行できているが、目標額を下回る状
況となっている。
 これは、個々の取組みにおいて計画時の想定より
経費が必要となったことなどによるものである。
・一方で、行財政改革の取組みは着実に実行してお
り、その成果は計画期間以降も継続するものと考え
ている。

担当課

個人寄附と団体寄附の合計件数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・市の魅力を効果的に発信するためふるさとづくり
寄附金事業に取り組んでいるが、ポータルサイトの
利用ニーズなど、寄附者の動向を十分に把握できて
いなかったことで受入れ件数は伸ばせていない。

担当課

各年の出生率

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・全国的な動向と同様に、本市においても15歳から
49歳までの女性人口は減少傾向にあり、出生数も同
比率で減少している。

担当課

評価指標 傾向

4
行財政改革目標
効果額の進捗率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・引き続き、行財政改革の各取組みを着実に実行し
ていく。また、事業再検証で出た項目の実現を進め
るとともに、補助金等の見直しに着手し、新たな行
財政改革の取組みを実施していく。

評価指標 傾向

5

ふるさとづくり
寄附金の受入件
数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・ポータルサイトを追加し、寄附してもらいやすい
環境を整える。また、ポータルサイトの掲載内容を
見直し、魅力をPRしていく。

評価指標 傾向

6
市内出生数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・本市においては、0歳から9歳までと、30歳代が転
入超過傾向にあり、子育て世帯の転入が多い。引き
続き、子育てや住宅施策の推進により安心して出産
や子育てができる環境を整えていく必要がある。
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第５次総合計画総括資料

定義 方向性

総合政策部政策創造課

定義 方向性

総合政策部広報広聴課

各年の転入者数－転出者数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・前年度と比較すると、女性の転入者が増加し、男
性の転出者が減少している。女性の転出者、男性の
転入者は前年度同等数となっており、基準値を上回
る結果となった。

担当課

サイトへのアクセス件数

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響により、市の各
種イベント等が中止等になり、更新回数及び検索機
会の減少につながったため、アクセス数が著しく低
下した。

担当課

評価指標 傾向

7
社会移動数転
入・転出の均衡

目標達成
に向けた
今後の課
題

・子育て施策等の推進に加え、市内で多様な働き方
ができる環境を整えるなど、定住施策を推進する必
要がある。

評価指標 傾向

8

市公式シティプ
ロモーションサ
イトへのアクセ
ス件数

目標達成
に向けた
今後の課
題

・市公式HPと統合し、HPの中で市の魅力を発信す
るとともに、SNSなども活用し、幅広い年齢層の人
に積極的に市の魅力を発信していく。
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

公共施設の機能廃止により生じた
未利用財産については、今後にお
ける市の人口動態をはじめ、市施
策や地域ニーズ等を踏まえ、総量
の縮減を図っていく必要がある。

資産マネジメント部 資産活用課

土壌汚染調査費や地下埋設物の
撤去費、解体費等が発生するため
貸付・売却等が困難な未利用財産
については、当面は市として継続
保有しつつ、活用策を検討する必
要がある。

口座振替やクレジット収納、スマホ
決済のさらなる普及をめざすととも
に、納税呼びかけセンターを活用
しながら、自主納付の拡大を図り、
新たに生じる滞納の縮減に取り組
む。

総務部 市税収納課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 47 持続可能な財政基盤を確立します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

資産有効活用事業

未利用財産の有効活用を
行う

特に中心市街地周辺の市
有地売却や中期貸付により
一定の収入を得ることがで
き、財政健全化に寄与した
と考える。

　これまで市有地売却を進めてきた
が、今後は老朽化した公共施設の再
配置の検討を含め、長期的な視点で
利活用を進めていく必要がある。特に
駅周辺の資産価値が高く立地条件の
良い市有地は、当面継続保有しつつ、
中長期貸付の可能性を調査する必要
があると考える。行政目的を喪失した未利用財産に

ついては、維持管理経費の削減や
自主財源確保の観点から公共性
と市場性を整理し、貸付や売却等
による利活用を進めていく必要が
ある。 　上記を踏まえ、一定規模以上の未利

用財産を利活用する場合は、周辺地
域の環境に大きな影響を与える可能
性が高いため、「サウンディング型市
場調査」を実施するなど民間事業者や
地域住民から広く意見や提案を求めつ
つ、貸付・売却等を決定していく。

徴収及び収納事業
歳入の根幹となる市税を徴
収することにより、自主財源
を確保する

クレジット収納、スマホ決済
などの納税環境の整備によ
り、徴収率が向上した。

　新型コロナウイルス感染症対策の徴
収猶予特例により一時的に収納率が
下がったものの、クレジット収納に加
え、スマホ決済を導入したことなどによ
りコロナ禍以前の徴収率に回復するこ
とができた。

高額案件及び徴収困難案件に対
しては、財産調査をより一層強化
し、引き続き、適正な滞納処分や
執行停止を進める。

・現状の取組みを続けるとともに､自主
納付の推進のため､市民の利便性を高
めることに主眼を置いて、現年分の徴
収を進める。
・滞納繰越額の圧縮を年々高めていく
ために効率的な徴収体制が取れるよう
に検証していく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

総合政策部企画財政課

定義 方向性

総合政策部企画財政課

定義 方向性

総合政策部企画財政課

【施策評価指標】

全会計の当該年度の償還金（地方債
等）の市税等に対する割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・公債がピークアウトしたことにより、計画期
間の公債費負担は減少傾向。
・R3年度の比率は、上記に加え普通交付税等
の一般財源が増加したこともあり、1.0ポイン
ト低下し目標を達成している。

担当課

公社や第3セクターも含めた市の全ての
債務の市税等に対する割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・キセラ川西地区内の整備など大規模な投資的
事業が一定終了し、計画期間の比率は低下傾
向。
・R3年度は、債務負担行為、一部事務組合負
担が減少したことや、普通交付税等の一般財源
が増加したことで10.2ポイント低下し、目標を
達成している。

担当課

経常一般財源総額に対する経常経費充
当一般財源の割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・計画期間の比率は年々低下しており、R3年
度の比率も市税、普通交付税、税交付金等から
なる一般財源の増加が、経常経費充当一般財源
の増加を上回ったため、0.9ポイント低下し、
目標を達成している。

担当課

評価指標 傾向

1
実質公債費比率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・公債費負担は今後も大きくは増加しないと見
込んでいるが、投資的事業の必要性を判断し、
有利な手法や財源を活用していくことで、公債
費が将来の財政運営を圧迫しないように努め
る。

評価指標 傾向

2
将来負担比率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・今後も比率は低下傾向にあると見ているが、
引き続き投資的事業の必要性を判断し、有利な
手法や財源を活用していくことで、将来の負担
を見据えた財政運営を行う。

評価指標 傾向

3
経常収支比率

目標達成
に向けた
今後の課
題

・経常一般財源の増加により経常収支比率は低
下し、目標を達成したが、今後もより積極的に
経常経費の見直しを進め、比率の改善に努め
る。

11.8 
10.7 

10.0 9.3 
8.3 

10.0 

5%

10%

15%

20%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

実質公債費比率

99.7 

117.5 

107.9 

101.4 
91.2 95.0 

0%

50%

100%

150%

200%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

将来負担比率

98.5 96.9 

96.3 95.7 94.8 

95.0 

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

経常収支比率
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第５次総合計画総括資料

定義 方向性

総合政策部企画財政課

定義 方向性

総合政策部企画財政課

定義 方向性

総務部市税収納課

財政基金、減債基金の年度末残高合計
額の標準財政規模に対する割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・財政基金繰入を行わなかったことや、減債基
金への積立てを行ったことにより、0.8ポイン
ト上昇し、目標を達成している。
・R1年度に策定した財政健全化条例に基づき
基金残高の確保に努め、基金残高は増加してい
る。

担当課

歳入総額のうち自主財源の占める割合

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・R2、R3年度は新型コロナウイルス感染症に
対応した国庫支出金の大幅増により、自主財源
比率は低い水準となり、目標には到達していな
い。
・R3年度は国庫支出金の減少等により、比率
は4.4ポイント上昇した。

担当課

市税（現年度）徴収率（個人市民税・
法人市民税・固定資産税・都市計画税
の収入済額合計÷調定額合計）

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・新型コロナウイルス感染症の影響による徴収
猶予の特例が終了し、徴収率が向上した。
・クレジット収納、スマホ決済などの納税環境
の整備により、徴収率が向上した。

担当課

評価指標 傾向

4
基金残高の確保

目標達成
に向けた
今後の課
題

・目標値は達成しているが、今後も事業の精査
に取り組み、基金取り崩しを抑制する。
・未利用地の売却等により基金残高確保に努め
る。

評価指標 傾向

5
自主財源比率の
向上

目標達成
に向けた
今後の課
題

・市税などの徴収率向上に取り組むことで自主
財源を確保し、行政運営の安定を図る。
・未利用地の売却等により、自主財源を確保す
る。

評価指標 傾向

6
徴収率の向上

目標達成
に向けた
今後の課
題

・自主納付の推進のため、引き続き納税環境の
整備を行い、納税者の利便性の向上を図ってい
く。

5.7 
6.7 

14.2 
14.4 

15.2 

10.0 

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

基金残高の確保

49.0 

45.1 45.2 
32.7 

37.1 

51.0 

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

(目標

値)

自主財源比率の向上

98.9 99.1 98.9 98.6 
99.3 99.0 

90%

92%

94%

96%

98%

100%

基準値 Ｒ1 Ｒ3

徴収率の向上
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

近年はなりすましや標的型攻撃等
に対応するため、セキュリティ対策
と可用性のバランスをとりながら進
める必要があり、全体的に複雑化
傾向にある。

総合政策部 ICT推進課

キャッシュレス払への対応につい
て、市民課に導入後、税証明発行
窓口への拡大など、システム調達
にあたっては全庁的な取組を推進
していく必要がある。

人材育成基本方針に基づき、職員
の育成に向けた具体的なカリキュ
ラムを体系的に作成し、研修をさら
に充実・強化する必要がある。

総務部 職員課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 48 職員の意欲と能力を高めます

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

情報化事業
情報システムを活用して、
行政サービスの向上や行
政事務の効率化を図る

・WEB等のリモートによる窓
口相談の実施やテレワーク
環境の整備など、ポストコロ
ナ社会に向けた対応を進め
ることができた。
・住民情報システムや内部
情報系システムについて、
大きな障害やセキュリテイ
侵害もなく、安定的な行政
サービスを提供できている。

　市民サービスの向上として、令和２年
度にオンライン相談、令和３年度に
キャッシュレス払の対応を行った。
　また、働き方の変革への対応として、
令和２年度にテレワーク環境の整備、
令和３年度に庁内WEB会議システム
導入の準備を行った。情報関連技術については、先進的

事例の研究や情報提供依頼を活
用する。

　引き続き、国の進める住民情報シス
テムなどの標準化や行政手続のオン
ライン化への対応を進めていく。
　システムごとの特性に応じ競争入
札、プロポーザル、共同運営やサービ
ス利用等多様な調達を引続き実施す
る。

職員研修事業
職員一人ひとりの資質向上
を図り、持てる能力を最大
限に発揮させる

人材育成における環境は整
備しているものの、職員の
納得感が得られる仕組みを
構築していく必要がある。

　コロナ対応などが迫られる中にあっ
ても積極的に外部機関への職員派遣
等を行い、人材育成に取り組んだ。さ
らに、職員の成長が自らのやりがいと
「組織力の向上」及び「市民の幸せ」に
繋がるよう、今後も研修等の充実に努
めながら、時代の変化に対応した人材
の育成に取り組む必要がある。

人材育成制度における人事評価
について、さらに改善を加えなが
ら、職員一人ひとりのモチベーショ
ンを上げ、組織力向上に繋がる仕
組みに進化させていく必要があ
る。

　職員研修を包括委託して一貫性のあ
る研修計画を構築し、研修実施後の検
証結果に基づく改善を重ねながら、人
材育成基本方針において定める人材
の育成に努める。
さらに、多様化する行政課題に応じ
て、求められる役割を的確に捉え、当
該基本方針を絶えず見直していく。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

総務部職員課

定義 方向性

総務部職員課

【施策評価指標】

職員満足度アンケートより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・目標値を下回る結果となった。要因として、
コロナ対策を含む新たな事務対応など「業務量
の増加」や「業務の困難さ」が仕事への不安に
つながっていると分析している。

担当課

職員満足度アンケートより

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・目標値を下回る結果となったが、コロナ対策
など新たな業務が発生する中でも7割以上の職
員が「育成が行われている」と感じており、業
務や面談を通じて一定の水準で育成が行われて
いると分析している。

担当課

評価指標 傾向

1

仕事にやりがい
を感じている職
員の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・仕事へのやりがいを感じるために重視してい
ることとして、「職場の良好な人間関係」に加
え、近年は「仕事と私生活のバランスがとれて
いること」が増加している。職場でのコミュニ
ケーションを活発に行い、所属長がマネジメン
トすることで職員のモチベーション向上につな
げていく。

評価指標 傾向

2

「職場で部下や
後輩の育成が行
われている」と
思う職員の割合

目標達成
に向けた
今後の課
題

・昨年度に改訂した人材育成基本方針に基づ
き、全ての管理職が職員の育成意識を共有する
とともに、計画的で充実した研修体系を構築し
ていく。
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(目標

値)

仕事にやりがいを感じている職員の割合
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78.5 
80.7 

77.2 75.5 

85.0 

70%

80%

90%

100%

基準値 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4
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と思う職員の割合
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第５次総合計画総括資料

【事業一覧】

築年数が長く老朽化した公共施設
が増えてきている中、機能を維持
させる施設については、利用者の
安全かつ快適な施設利用を確保
する必要がある。

資産マネジメント部 施設マネジメント課

改修内容を決定するにあたり、関
係者が多く学校要望に関する協議
に時間を要する。

資産マネジメント部 施設マネジメント課

視点 01 暮らし 政策 01 住む 施策 49 長期的展望に立ち、公共施設を整備・保全します

事業名
担当課

事業の目的 事業の評価 今後の課題 今後の方向性

公共施設マネジメント事業 公共施設等総合管理計画
に基づき、公共施設の再編
整備を進める

旧消防本部庁舎解体、跡地
整備を実施し、解体跡地の
有効活用による利便性向上
へつなげることができた。

　公共施設等総合管理計画、個別施
設計画に沿って、概ね、市有施設の改
修、再編を推進することができた。

少子高齢化や人口減少により公
共施設の利用ニーズも変化してい
くなど公共施設等を取り巻く環境
の変化へ対応していく必要があ
る。

　公共施設等を取り巻く環境の変化へ
対応するため、総合計画の改訂にあ
わせ、公共施設等総合管理計画等の
計画内容の見直しを行う。

学校施設長寿命化・大規模改修事業
学校施設長寿命化計画に
基づき、学校施設の整備を
行い良好な教育環境を確保
する

小学校2校、中学校の１校で
大規模改造工事を実施する
ことができた。特に、外壁、
内装、トイレの改修におい
て、安全性の確保や利便性
の向上を図ることができた。

　学校教育系施設の取組方針である
「川西市公共施設等総合管理計画【学
校長寿命化計画編】」を、令和2年3月
に策定し、同計画に沿って、学校施設
の改修を実施し、学校教育環境の向
上をおこなった。

　引き続き、「川西市公共施設等総合
管理計画【学校長寿命化計画編】」に
沿って、学校施設の改修を進めるとと
もに、令和6年度に予定している「川西
市公共施設等総合管理計画」の改訂
にあわせ、令和6年度以降の改修方針
を示す予定である。

第５次総合計画総括資料

定義 方向性

資産マネジメ
ント部
施設マネジメ
ント課

【施策評価指標】

公営企業施設を除く公共施設の延床面積

後期基本
計画期間
の取組み
をふまえ
た実績値
の分析

・消防本部の解体や加茂保育所の売却等を
行ったが、花屋敷団地の建て替え等による
面積増により延床面積は増加した。

担当課

評価指標 傾向

1

公共施設の延床
面積

目標達成
に向けた
今後の課
題

・川西市公共施設等総合管理計画に基づ
き、引き続き公共施設の再編整備を進め
る。
・少子高齢化や人口減少などによる公共施
設の利用ニーズの変化を踏まえて、集約化
の検討なども含めて、施設の維持管理を行
う必要がある。

358,356

370,538

373,730

371,378

375,082

355,000

340千㎡

345千㎡

350千㎡

355千㎡

360千㎡

365千㎡

370千㎡

375千㎡

380千㎡

基準値 Ｒ1 Ｒ3

公共施設の延床面積
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